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藤沢市立新林公園他１１公園の指定管理者の指定について 

 

１ 選定経過 

（１）第１回藤沢市公園指定管理者審査選定委員会  ２０１８年（平成３０年） 

  ６月１日 

  ア 藤沢市立新林公園他１１公園指定管理者候補者の選定について 

  イ 藤沢市立新林公園他１１公園指定管理者の募集要項及び審査方法について 

  ウ 今後の選定スケジュールについて 

（２）募集受付  ２０１８年（平成３０年）７月１８日～７月２０日 

  平成３０年７月２０日付で、公益財団法人藤沢市まちづくり協会・藤沢市緑化

事業協同組合グループが応募 

（３）第２回藤沢市公園指定管理者審査選定委員会  ２０１８年（平成３０年） 

８月２４日 

  ア 審査選定に係る経過及び本日の進行について 

イ 藤沢市立新林公園他１１公園指定管理者候補者の選定について 

（４）選定結果 

    藤沢市立新林公園他１１公園の指定管理者候補者の選考にあたっては、１

団体の応募があり、藤沢市公園指定管理者審査選定委員会において書類審査

及びプレゼンテーションによる審査を実施し、応募団体の概要、事業計画、

収支予算等について審査基準に基づき総合的な評価・選考を行った結果、次

の理由により、公益財団法人藤沢市まちづくり協会・藤沢市緑化事業協同組

合グループを候補者第１順位として選定しました。 

 

 

平成３０年１２月 

藤沢市議会定例会 

議案第４９号資料 
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（選定理由） 

    ア 団体の基本的要件については、管理運営能力に関して、特に財務面の

健全性や安定性、管理運営実績について高い評価を得た。 

    イ 事業計画については、施設・設備の維持管理や公園内植栽の維持管理

などについてこれまでの実績に基づき提案されており、特に市内経済

活性化への配慮について高い評価を得た。 

    ウ 提案内容全般については、業務要求水準との適合性や提案の実現性な

どについて総合的に評価した結果、高い評価を得た。     

エ 得点の平均点は１３６．５点で１２０点以上となっており、各評価項

目において、二次評価点の平均点が２点以下ものは無かった。 

 

２ 選定にあたっての審査基準 

（１）指定管理者であるための基本的理解 

  ア 指定管理者制度への理解 

  イ 管理運営の基本方針 

（２）管理運営能力 

  ア 団体の適性 

  イ 財務面の健全性・安定性 

  ウ 管理運営実績 

（３）法令遵守 

  ア 法令遵守の取組 

（４）施設の効用の発揮 

ア 施設利用の促進 

  イ サービスの向上 

  ウ 平等な利用の確保 

  エ 利用者意見等の把握 

（５）施設の管理 

  ア 施設・設備の維持管理 



3 

 

（６）危機管理体制 

  ア 防犯・防災対策 

  イ 緊急時の対応 

（７）人員体制・経費 

  ア 人員体制 

  イ 収支予算書 

  ウ 効率的な運営 

（８）市の施策への理解 

  ア 情報の管理体制 

  イ 環境への配慮 

  ウ 人権施策への理解 

  エ 暴力団排除への対応 

（９）特記項目 

  ア 関係機関・団体との連携 

  イ 市内経済活性化への配慮 

  ウ 公園内植栽の維持管理 

    エ 自主事業における実績 

（１０）提案内容 

  ア 業務要求水準との適合性 

  イ 特色ある提案 

  ウ 提案の実現性 

 

３ 事業計画書 

  別添のとおり 

 

（都市整備部 公園課） 





藤沢市立新林公園他１１公園 

事業計画書 

公益財団法人藤沢市まちづくり協会・

      藤沢市緑化事業協同組合グループ



はじめに 

公園や緑地は、災害時の避難場所や避難経路であるとともに、地域や市街地の景観

を形成し、快適な生活環境やレクリェーションの場として、また自然とのふれあいの

場として、市民の生活には欠かすことのできない重要な機能と役割を有しています。 

新林公園他１１公園は、総合公園や地区公園、風致公園、近隣公園、緑道等の様々

な種別に加え、テニスコートや球技場等の有料公園施設も含まれることから、それぞ

れの施設の特性と設置目的を十分把握し、一体的に管理運営を行うことが、施設の機

能と役割を最大限に活かすうえで最も重要と考えます。 

私たちグループは、平成１８年度から１３年間の指定管理者としての実績を持ち、

また、それ以前にも藤沢市まちづくり協会として、平成１３年度から平成１７年度ま

での５年間、新林公園他８公園管理事業を受託しており、長年の管理実績と経験を有

しています。 

指定管理者としての指定を受けてからは、親水公園まつりや樹木の手入れ講習会、

ベテランテニス大会など「藤沢市緑の基本計画」や「藤沢市スポーツ振興基本計画」

（平成２７年に「藤沢市スポーツ推進計画」みらいふじさわスポーツ元気プランに改

定）に則した、様々な事業を市民や関係団体と協働で行うとともに、市民が安全に安

心して施設利用ができるよう、適切な維持管理を行ってきました。 

私たちグループは、これまでの長年にわたる緑化事業への貢献と当該公園の指定

管理者としての経験、実績を最大限に活かし、これからも多くの市民が集い、親しむ

公園づくりに努めることが、グループの使命であると考えています。 

この度、新林公園他１１公園の次期指定管理者に応募するに際し、私たちグループ

が指定管理者として行う業務について、本「事業計画書」のとおり提案をいたします。 

２０１８年７月

公益財団法人藤沢市まちづくり協会・ 

藤沢市緑化事業協同組合グループ
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Ⅰ－１ 指定管理者であるための基本的理解 

（１） 指定管理者制度への理解

【指定管理者制度について】

指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間事業者の有する能力、経験、知識等を活用し、住民サービスの向上を

図り、施設の効用を高めるとともに、効率的な管理運営を行うことにより、経費の縮減を図

るものと理解しています。

私たち公益財団法人藤沢市まちづくり協会と藤沢市緑化事業協同組合グループ（以下「グ

ループ」といいます。）は、平成１８年度から１３年間にわたり新林公園他１１公園（当初は

新林公園他８公園）の指定管理者として、市民との協働管理や自主事業等を行いながら、利

用者の視点に立った管理運営に努めてきました。また、公益財団法人藤沢市まちづくり協会

（以下「まちづくり協会」といいます。）は、藤沢市の施設の指定管理者として、当該公園以

外にも多くの実績を有しているとともに、藤沢市緑化事業協同組合（以下「緑化組合」とい

います。）も、長年にわたり藤沢市の緑化事業に貢献し、当該公園以外の公園についても、樹

木の状況や遊具等施設の設置状況を熟知しています。

これからも私たちグループは、これまでの管理実績や経験を十分に活かして、更なる住民

サービスの向上を図るため、より一層努力し、施設の効用を最大限に発揮した円滑な管理運

営を行っていきます。

（２） 管理運営の基本方針

【基本理念と管理運営の基本方針について】

私たちグループは、藤沢市が平成２３年７月に策定した「藤沢市緑の基本計画」の５つの

基本理念《保全、創造、連携、普及、共生》と１８の基本方針を十分に理解し、５本柱の基本

理念の中でも特に《保全・緑をまもる》事業に注力し、貴重な樹林地や地域の緑の保全、生

態系に配慮した多様な生きものが生息する空間の恒久的な確保、市民協働による公園緑地の

良好な維持管理等を行うことで、質の高い公園環境を市民に提供します。

また、各公園と緑地の特性や設置趣旨等を踏まえ、次の基本理念と管理運営の基本方針を

定め、全ての市民が安心して安全に利用できるよう、樹木や施設の適切な維持管理を行いま

す。

公園や緑地の機能と役割 

①防災機能            

避難場所・避難路     

②景観機能            

地域・市街地の景観を形成    

③環境保全機能 

快適な生活環境を形成 

④レクリェーション機能 

レクリェーションや自然とのふれあいの場 
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Ⅰ－１ 指定管理者であるための基本的理解 

【管理運営の基本方針】

私たちグループは、藤沢市緑の基本計画の基本理念である「保全、創造、連携、普及、共

生」の５つの観点を基に、以下の基本方針を掲げ指定管理事業を行います。

緑豊かな藤沢市を実現するため、 

市民とともに『魅力ある公園づくり 

と緑や自然の保全』に努めます。 

グループ基本理念 

保全 

連携 

普及 

共生

創造 

１ 緑をまもる＆協働事業＆施設管理 
① 緑豊かな自然の樹林地や貴重な緑の保全に努めます。 

② 市民とともに質の高い公園環境を維持します。 

③ 公園や緑地を全ての市民が安心して安全に利用できるよう、適切

に維持・管理します。 

④ 生物多様性に配慮し、多様な生きものが生息する空間を守りま

す。 

２ 緑をふやす 
① 公園や緑地など市民の憩いの場に多くの緑と彩りを提供します。 

② 各公園の特性を十分に活かした管理を行います。 

３ 緑をつなぐ＆子ども向け事業 
① 引地川緑道の香りのある植物やフジロードなど、市内の地域を緑

でつなぎます。 

② 公園や緑地の樹木や草花を適切に育成管理し、未来に残します。 

③ 次世代を担う子ども達に自然や緑の大切さを教えます。 

４ 緑をひろめる＆各種事業 
① 藤沢市の緑の拠点である長久保公園と連携した緑の普及・啓発事

業を行います。 

② 様々な団体や市民と連携し、イベントやスポーツ教室等の事業を

開催します。 

５ 緑とくらす＆情報の公開 
① 市民への緑化知識向上を目的に講習会の開催や樹名板を設置しま 

す。 

② 花の見頃やイベントの情報等を発信し、施設のＰＲも行います。 

③ 市民からの意見や要望は積極的に聴き入れて管理運営を行います。
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Ⅰ－１ 指定管理者であるための基本的理解 

【藤沢市緑の実施計画への対応】

私たちグループは、平成２９年４月に策定された「藤沢市緑の実施計画」（第２期計画）の

内容を十分理解したうえで、藤沢市の取組みに対し指定管理者として積極的に協力するとと

もに、目的達成に向けた事業の提案等も行います。

藤沢市緑の実施計画に沿って、私たちグループが実施する事業の例

○都市公園維持管理事業

基本計画の重点施策

（１）公園緑地の整備・保全の推進施策

②公園緑地の質を向上させるための施策

  実施内容 公園内での犯罪防止や市民の安全を確保するため、「藤沢市道路、公園及び

自転車等駐車場に関する防犯上のガイドライン」に沿って、トイレや遊具

周辺の樹木は特に配慮し、剪定等の作業をこまめに行うことで、見通しを

確保します。

○藤沢市生物多様性地域戦略

基本計画の重点施策

（１）公園緑地の整備・保全の推進施策

⑤自然環境実態調査の継続的な実施と活用

実施内容 「藤沢市生物多様性地域戦略」に沿って、生物多様性の普及啓発を行うと

ともに、貴重な生きものや野生植物等の保護活動に取り組みます。

○市の花フジ推進事業

基本計画の重点施策

（２）都市緑化の推進施策

④市の木、市の花、市の鳥の普及と活用

  実施内容 フジの拠点として位置づけられている新林公園を中心に、剪定や施肥等の管

       理を適切に行い、多くの花を咲かせるとともに、フジのＰＲを行います。

       また、花の開花期間中は、藤沢市の観光プロモーション課と連携し、各公園

       の開花状況を（公社）藤沢市観光協会のホームページで公開します。
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Ⅰ－１ 指定管理者であるための基本的理解 

藤沢市市政運営の総合指針２０２０藤沢市都市マスタープラン

藤沢市緑の基本計画 

藤沢市 緑の将来像 

「湘南のみどりと共にくらすまち・ふじさわ」 

５つの基本理念、１８の基本方針、６３の基本施策 

藤沢市の公園緑地に関する施策の関連図 

保全（緑をまもる） ・樹林地及び樹木の保全 

          ・地域の緑の保全 

          ・質の高い公園緑地環境の維持 

          ・多様な生きものの生息する空間としての保全 

創造（緑をふやす） ・公園緑地などの整備の推進 

          ・地域の特色を活かした緑化の推進 

          ・施設緑化の推進 

          ・緑化重点地区における施策の展開 

          ・みどり基金の活用 

連携（緑をつなぐ） ・緑地ゾーンのネットワーク化 

          ・広域的な視点から捉えた緑地のネットワーク化 

          ・ビオトープネットワークの形成 

普及（緑をひろめる）・公園緑地を拠点にした普及・啓発 

          ・市民・企業・行政の協働 

          ・緑化活動への参画 

共生（緑とくらす） ・地域の緑との共生 

・住まいの緑と花づくり活動の実践 

・環境学習の推進 

藤沢市緑の基本計画「基本方針」（抜粋）

4



Ⅰ－２ 管理運営能力 

（１） 団体の適性

【グループの種別と特性】

私たちグループは、当該指定管理事業を効果的かつ効率的に運営及び維持管理することを

目的として設立した、まちづくり協会と緑化組合からなる共同事業体です。

まちづくり協会は、前身である財団法人藤沢市土地区画整理協会が、藤沢市の全額出資に

より、昭和３９年に設立されて以来、今日まで藤沢市のまちづくりに携わってきました。昭

和６１年４月には財団法人藤沢市まちづくり協会に改組し、その後の「藤沢市出資団体改革」

による組織の統廃合を経ながら、多様化する市民ニーズや行政需要に対して、市では行えな

い柔軟かつ効果的なサービスの提供主体として、行政の補完的役割を担いつつ、民間の経営

手法や資金、人材を活かした事業を展開し、平成２５年４月には公益財団法人に移行しまし

た。

公益法人とは、公益法人制度改革により平成２０年１２月に施行された「公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律」を基に、国の公益認定等委員会または都道府県の合

議制の機関が、不特定多数の方々の利益の増進に資すると認定した法人です。

まちづくり協会では、平成２６年度環境省主催の「第９回みどり香るまちづくり」企画コ

ンテストで入賞した企画に基づいて、市民ボランティアと協働で、引地川緑地の植物育成管

理を行うほか、まちづくり協会３０周年記念事業として、湘南台文化センターを基点に、藤

沢市民サポーターと協働で創り上げた「湘南ビタミンプロジェクト」等、市民の活力導入と

市民サービスの向上を図ること及び施設の効用を高めることを目的に多くの活動を行うなか

で、平成２９年度には、延べ２，２３３人の市民ボランティアの方々と協働するなど、幅広

い分野で公益目的事業を行う能力を培い、体制を整えてきました。

一方の緑化組合は、藤沢市の競争入札参加資格者である市内造園業者２４社を組合員とし

て、中小企業等協同組合法に基づき設立された、地域に密着した法人です。平成１５年度に

は国の官公需適格組合として認定され、長年にわたり藤沢市の緑化事業に貢献するととも

に、「公園・みどりの広場・緑地等に関する災害応急処置の協力に関する協定」を藤沢市と

締結しており、災害時には防災活動及び復旧作業を行っています。 

資料編 Ｐ１「グループ協定書」

資料編 Ｐ５「公園・みどりの広場・緑地等に関する災害応急処置の協力に関する協定」

「みどり香るまちづくり」の市民ボランティア   「湘南ビタミンプロジェクト」の舞台風景
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Ⅰ－２ 管理運営能力 

【経営理念・方針】

まちづくり協会は、「魅力ある都市形成と豊かな地域社会の実現のための事業及び障がい者

及び女性並びに健康で働く意欲を持つ高年齢者の就業機会を確保、提供する事業を行い、も

って地域社会の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と、また、緑

化組合は、「組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もっ

て組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とす

る。」と、それぞれ定款で目的を定めています。 

私たちは、当該指定管理事業のグループを結成するにあたって、両者で協定を締結し、そ

の中で、「（藤沢市立新林公園他１１公園を）市に代わり、法令遵守のもと、共同連帯して、

効果的かつ効率的に運営管理すること」を目的としています。

【各公園担当会社の選定】

緑化組合は、理事会をはじめ、普及事業委員会、共同受注委員会、教育研修委員会等を設

け、公平・公正な運営を行っています。

当該指定管理公園の各担当会社の選定は、「共同受注委員会規約」、「共同受注事業規約」、

「配分選定基準」に基づき、最適な会社を選定するよう、実績や当該公園に熟知しているこ

とも勘案し、共同受注委員会が公平に選定した後、理事会に諮り決定します。

【組織基盤・体制】

私たちグループは、それぞれの職員が「市民に信頼され、高い業務遂行能力を持ち、自ら

考え行動をする」職員の理想像を目指し、利用者等へのサービス向上及び安全確保、施設の

維持管理、業務運営等について役割と責任を明確にして指定管理事業に取り組みます。 

グループの特性 

「行政補完機能と公益目的事業」と「地域との連携及び実績」 

市民との協働や公園機能を最大限に引き出す運営管理は、「行政補完機能」を有し、 

「公益目的事業」に取り組んでいるまちづくり協会と、長年にわたり「地域との連携及

び実績」を培ってきた緑化組合との共同により達成できるもので、グループの大きな特

性です。 

また、公園や緑地は、災害時の広域避難場所や一時避難場所、避難路等の役割を担っ

ていることから迅速な対応が必要となります。行政補完機能を有し、公園の特性を熟知

し、さらに地域住民とも連携した事業を行ってきた私たちグループは、災害発生時等に

も市内事業者として迅速な対応を行うことができます。  

 まちづくり協会と緑化組合は、今までの実績から市民や各種団体等とも密接な関係に

あり、地域に根ざした公園づくりの観点からも、積み重ねてきた相互連携を今後も継続・

強化していきます。 
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Ⅰ－２ 管理運営能力 

（２） 財政面の健全性・安定性

まちづくり協会及び緑化組合の財政面の健全性、安定性については、別添の法人等に関す

る資料の財務諸表等をご参照下さい。

法人等に関する資料（まちづくり協会） 財務諸表等 

法人等に関する資料（緑化組合） 財産目録等 

評 議 員 会

理 事 会

理 事 長 専 務 理 事

総 務 課

湘南台文化センター

事 務 局
生きがい就労センター

監 事

シルバー人材センター

分    室

南 自 転 車 保 管 所

北 自 転 車 保 管 所

事 業 課

湘 南 台 駐 車 場

飲料水等販売事業担当

湘南台駅地下公共施設

管 理 事 務 所

湘南台駅西口自転車駐車場

事務所ビル賃貸事業担当

奥 田 公 園 駐 車 場

管 理 事 務 所

こ ど も 館 管 理 事 務 所

自 転 車 等 駐 車 場

管 理 事 務 所

新林公園他 11公園

水洗便所普及促進担当

長 久 保 公 園 都 市 緑 化

植 物 園 管 理 事 務 所

地籍調査事業等担当

大 庭 台 墓 園 墓 所

管 理 事 務 所

公園及び街路樹担当

まちづくり協会組織図

普及事業委員緑化組合組織図

共同受注委員

教育研修委員

指定管理委員会

理 事 長

共同購買委員

建災防担当委員

事務局・会計

理 事 会

常 務 理 事
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Ⅰ－２ 管理運営能力 

（３） 管理運営実績

【まちづくり協会の事業実績】

 まちづくり協会は、これまで、都市公園をはじめ、長久保公園都市緑化植物園、湘南台文

化センター、自転車等駐車場及び生きがい福祉センター等、様々な分野における藤沢市の施

設の管理運営に携わってきました。それぞれの施設の特性をよく理解し、利用者の視点に立

った管理運営を行うことにより、地域社会の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与するよう

努めてきました。

まちづくり協会 指定管理事業実績                        

事業名 施設名 期 間 

自転車等駐車場 

指定管理事業 
市内２０施設 

平成１６年度から平成

２９年度まで１４年間 

今後平成３３年度まで 

市営住宅 指定管理事業 市内２４施設 

平成１８年度から平成

２５年度まで８年間で

終了 

長久保公園（長久保都市緑化

植物園） 指定管理事業 
長久保公園都市緑化植物園 

平成２０年度から平成

２９年度まで１０年間 

今後平成３４年度まで 

生きがい福祉センター 

指定管理事業 
生きがい福祉センター 

平成２２年度から平成

２９年度まで８年間 

今後平成３１年度まで 

湘南台文化センター 

指定管理事業 
湘南台文化センター 

平成２３年度から平成

２９年度まで７年間 

今後平成３２年度まで 
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Ⅰ－２ 管理運営能力 

まちづくり協会 同種、類似施設の受託事業実績                  

事業名 施設名 期 間 

長久保公園（長久保都市緑化

植物園） 管理事業 
長久保公園都市緑化植物園 

平成元年度から平成１

９年度まで１９年間 

大庭台墓園墓所 管理事業 大庭台墓園墓所 

平成７年度から平成２

９年度まで２３年間 

平成３０年度も継続 

奥田公園  

施設巡回管理事業 
奥田公園 

平成１３年度から平成

２９年度まで１７年間 

平成３０年度も継続 

新林公園他８公園 

管理事業 

新林公園・片瀬山公園・大庭城

址公園・引地川緑地・境川緑地・

桐原公園・湘南台公園・遠藤公

園・引地川親水公園 

平成１３年度から平成

１７年度まで５年間  

小糸台公園 管理事業 小糸台公園 
平成１３年度から平成

１７年度まで５年間 

二番構公園 管理事業 二番構公園 
平成１３年度から平成

１７年度まで５年間 

舟地蔵公園 管理事業 舟地蔵公園 
平成１３年度から平成

１７年度まで５年間 

八部公園 管理事業 八部公園 
平成１３年度から平成

１７年度まで５年間 

秋葉台公園 管理事業 秋葉台公園 
平成１３年度から平成

１７年度まで５年間 

街路樹 管理事業 藤沢市内全域 市道街路樹 

平成１４年度から平成

２９年度まで１６年間 

平成３０年度も継続 

【緑化組合の事業実績】

 緑化組合は、長年にわたり藤沢市の緑化事業を受託し、各公園の樹木や施設の状況を熟知

しており、長年の管理実績を活かした技能を用いて、利用者が安心して安全に利用できる施

設の管理に努めてきました。

緑化組合 受託事業実績                             

事業名 施設名 

園内植栽管理 神奈川県立辻堂海浜公園 

緑地管理業務 学校法人湘南工科大学 
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Ⅰ－２ 管理運営能力 

緑化組合員 藤沢市受託事業実績                         

事業名 施設名 

フジの管理事業 藤沢市内７公園 

緑のカーテン整備事業 藤沢市内小中学校、白浜養護学校 

街路樹 管理事業 藤沢市内各地区 市道街路樹 

街区公園 管理事業 藤沢市内各地区 街区公園 

【グループ 指定管理事業実績】

私たちグループは、当該指定管理事業の第１期（平成１８年度から３年間）から第３期の

今日まで、一貫して指定管理者として適切な管理運営を行ってきました。

指定管理事業を行うにあたっては、市民サービスの向上と施設の効用を最大限に活かすこ

とを目的とし、利用者の利便性向上に向けた事業、健康維持増進やスポーツ振興に向けた事

業、利用者の声を管理運営に反映させた事業、障がい者の支援事業、市民との協働事業等、

様々な企画事業を行うとともに、危険箇所や老朽化した施設や設備の点検や修繕作業、適切

な樹木等の育成管理作業等、円滑な運営管理を経費の縮減に努めながら行ってきました。

グループ 指定管理事業実績                           

事業名 施設名 期 間 

新林公園他４公園 

指定管理事業 

新林公園・片瀬山公園・大庭城

址公園・引地川緑地・境川緑地 平成１８年度から平成

２０年度まで３年間 

（公募）  
桐原公園他３公園 

指定管理事業 

桐原公園・湘南台公園・遠藤公

園・引地川親水公園 

新林公園他８公園 

指定管理事業 

（平成２４年度より神台公

園が追加され新林公園他

９公園） 

新林公園・片瀬山公園・大庭城

址公園・引地川緑地・境川緑地・

桐原公園・湘南台公園・遠藤公

園・引地川親水公園・神台公園

平成２１年度から平成

２５年度まで５年間 

（特定）  

新林公園他１１公園 

指定管理事業 

新林公園・片瀬山公園・大庭城

址公園・引地川緑地・境川緑地・

桐原公園・湘南台公園・遠藤公

園・引地川親水公園・神台公園・

西浜公園・辻堂南部公園 

平成２６年度から平成

３０年度まで５年間 

   （特定） 
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Ⅰ－３ 法令遵守 

コンプライアンス制度

・内部統制制度

・内部公益通報制度

コンプライアンスに
関する教育制度

・職員の意識、知識への支援

・専門的知識を有する職員の

雇用、育成

（１） 法令遵守の取組み

【法令遵守の方針について】

まちづくり協会では、次の方針に基づき法令遵守に取り組みます。

・法令遵守の取組みを、組織としての取組み「組織風土」と職員個人としての行動の取

組み「個人資質」の両面から捉えていますが、人事制度改革や教育制度等を通じた組

織風土の改革に取り組むとともに、職員の行動の規範を職員倫理要綱に照らして職務

にあたるよう取り組みます。

・施設を利用する方々に、常に公正で公平に対応するため、決められた法令や規則等に

従って行動することは言うまでもなく、法令などで定められていない事柄についても、

誠実に対応することで自律的な法令遵守に取り組みます。

【コンプライアンスに係わる対応を適切に行う仕組みにいついて】

まちづくり協会では、コンプライアンスに関わる対応を適切に行う仕組みとして、次の３

つ（制度の構築、規程等の制定と運用、教育）が相互に連携して機能するように整備、運用

及び改善を行っています。

コンプライアンスに関わる対応を適切に行う仕組み（モデル図）

コンプライアンスに

関する規程等

    ・組織における職員の行動や

     関係を律するための制定

【コンプライアンスに関する制度】 

まちづくり協会では、定款第３９条の規定に基づき、理事会の決議により、理事の職務の

執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を

確保するために必要な法令で定める体制として、基本方針をはじめとする、次の内部統制制

度を平成２８年３月２９日に定めています。 
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Ⅰ－３ 法令遵守 

公益財団法人藤沢市まちづくり協会内部統制制度 

藤沢市まちづくり協会内部統制に関する基本方針

理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制 

損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項 

前項の使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関す

る体制 

その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

全社統制の整備 

業務記述書及びフローチャートによる統制

【内部公益通報制度の構築】 

まちづくり協会では、職員等による公益通報の処理に関して、通報処理管理責任者を定め

るとともに通報窓口を設置し、通報処理担当者による相談の対応及び通報の受付体制を構築

し、平成２０年１月１日に要綱を定めています。その中で通報処理管理責任者が、通報処理

担当者を指揮し、通報に係る調査を実施し是正措置等を講じることや、役員や管理職員によ

る通報をした職員の不利益な取扱いを禁止することなどを規定しており、公益通報者保護法

等の遵守と公益通報者の保護に努めています。

【コンプライアンスに関する規程等の制定と運用】

まちづくり協会では、コンプライアンスに関する規程、要綱、基本方針等を次のとおり定

め、まちづくり協会内のイントラネットを通じて周知するとともに、運用と見直しを行って

います。

・内部統制に関する基本方針

・職員倫理要綱

・内部公益通報の処理に関する要綱

・職員の懲戒処分に関する指針

・会計処理規程

・文書取扱規程及び要綱

・事務決裁規程

・会印規程

・不当行為等の対策に関する要綱
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Ⅰ－３ 法令遵守 

・不当行為等対応マニュアル

・個人情報保護方針

・個人情報の保護に関する規程及び要綱

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会が藤沢市の公の施設の指定管理者として行う業務

に係る藤沢市個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

・個人番号及び特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針

・個人番号及び特定個人情報取扱規程

・防犯カメラ運用基準

・情報公開規程及び要綱

・評議員会及び理事会の会議の公開に関する要綱

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会が藤沢市の公の施設の指定管理者として行う業務

に係る藤沢市情報公開条例施行規程

・情報公開事務取扱要綱

・情報セキュリティポリシー

・ＵＳＢメモリ取扱要綱

・災害対策本部設置要綱

・事業継続計画

【コンプライアンスに関わる事故等の発生時の対応等について】 

まちづくり協会では、コンプライアンスに関わる事故等が発生した場合の対応のため、次

のとおり通報、相談等に係る窓口を設けています。 

内部公益通報窓口 ・・・ 総務課 

雇用管理の改善等に関する事項に係る窓口相談 ・・・ 総務課 

事業に係る苦情 ・・・ 各担当課並びに総務課 

その他の相談等窓口 ・・・ 総務課 

受付後の対応については、右の「受付

後の対応基本手順」に従い、事実確認や

藤沢市への報告、協議や再発防止対策に

着手します。 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

（１） 施設利用の促進

私たちグループは、今まで培ってきた知識や経験を十分に活かし、グループの基本理念を

念頭に置き、藤沢市緑の基本計画の基本理念である「保全・創造・連携・普及・共生」に基づ

いた様々な事業を展開することで、施設の効用を高めるとともに市民の利用促進を図ります。

グループ基本理念（再掲）

緑豊かな藤沢市を実現するため、市民とともに

『魅力ある公園づくりと緑や自然の保全』に努めます。

自然の保全

魅力ある公園

普 及 
緑をひろめる 

保 全 
緑をまもる 

連 携 
緑をつなぐ 

創 造 
緑をふやす 

共 生 
緑とくらす づくりと緑や
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

展開する事業（緑をまもる）              《自主事業は緑字で記載》

 事 業 名 事 業 内 容 

①

貴重植物の保全

（継続事業）

・公園内に自生している貴重な野草については、絶滅

しないよう、周辺の環境に配慮した適切な育成管理

を行うことにより、貴重植物の保全に努めます。

風致公園や樹林地の保

全

（継続事業） 

・風致公園である片瀬山公園や自然の樹林地が残る新

林公園は、むやみな剪定や伐採等は行わず、適切な

育成管理を行うことにより、緑の保全に努めます。 

②

公園花壇再整備事業 

（新規事業） 

・公園の花壇を再整備し、近隣の市民ボランティアの

方々と協働で草花の育成管理を行います。 

ボランティア協働事業 

（継続事業） 

・公園の清掃や除草作業等を市民や団体のボランティ

アの方々と協働で行います。 

公園美化推進団体との 

協働 

（継続事業） 

・公園美化推進団体と連携し、清掃や花壇管理に加え、

希少植物の保護育成等を行うことで、公園の円滑な

管理と自然保護に努めます。 

  神台公園ゴミ清掃ボランティア       湘南台公園花植えボランティア

③

看板類の整備 

（新規事業） 

・施設内に設置している危険箇所や禁止事項の告知看板

類については、必要に応じて撤去や改修、新設等の見

直しを行います。

年末年始の施設巡回 

（新規事業） 

・年末年始の休み期間中においても、職員が全ての公園

と緑地を巡回し、ゴミの回収やトイレットペーパーの

補充、危険箇所の確認と対応等を行います。 

１ 緑をまもる＆協働事業＆施設管理 
① 緑豊かな自然の樹林地や貴重な緑の保全に努めます。 

② 市民とともに質の高い公園環境を維持します。 

③ 公園や緑地を全ての市民が安心して安全に利用できるよう、適切

に維持・管理します。 

④ 生物多様性に配慮し、多様な生きものが生息する空間を守りま

す。 

保全 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

維持管理事業 

（継続事業） 

・定期的な巡回及び施設保守点検により、危険箇所並

びに老朽化箇所を早期に発見し対応します。 

遊具の点検 

（継続事業） 

・子ども達が安全に公園の遊具で遊べるよう、国の指

針に基づいて年１回、専門業者による遊具点検を行

うとともに、毎月２回の自主点検も行います。

夜間パトロール 

（継続事業） 

・犬のノーリードや花火、スケートボード利用等の迷

惑行為防止のため、夏季に夜間パトロールを行いま

す。 

④

生物多様性への対応

（継続事業） 

・公園内の湿性池に生息するホタルやメダカ、緑道や

公園内に飛来する市の鳥カワセミ等の野鳥がこれか

らも長く生息できるよう、池の浚渫やアシの除去等

の作業を行います。 

特定外来生物の対応

（継続事業）

・生態系に悪影響を与えるオオキンケイギクやカミツ

キガメ等の特定外来生物については、外来生物法に

基づいて防除等の必要な対応を行います。 

展開する事業（緑をふやす）              《自主事業は緑字で記載》

 事 業 名 事 業 内 容 

①

彩りのある公園 

（新規事業） 

・多くの公園は、樹木が多く暗い印象があるので、草

花や球根植物等を新たに植栽し、彩りのある明るい

公園づくりに努めます。 

季節感を感じる公園 

（継続事業） 

・公園や緑道に季節を感じる花木等を植え、季節感の

ある公園や緑道を演出します。 

②

公園の特性を活かした

管理 

（継続事業） 

・昔からの樹林地や貴重な自然の残る公園、防災機能

を備えた公園、サイクリングロードを兼ね備えた緑

道等、各公園の特性を十分に把握したうえで、施設

の管理運営を行います。 

湿性植物園周辺の環境

整備 

（継続事業） 

・引地川親水公園湿性植物園周辺については、里山保

全ボランティアの「ＮＰＯ法人藤沢グリーンスタッ

フの会」の協力を得て、湿性池としての特性を活か

すために、除草やツル伐採等の作業を行います。 

２ 緑をふやす 
① 公園や緑地など市民の憩いの場に多くの緑と彩りを提供します。 

② 各公園の特性を十分に活かした管理を行います。 
創造 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

展開する事業（緑をつなぐ）              《自主事業は緑字で記載》

 事 業 名 事 業 内 容 

①

香りの遊歩道整備事業 

（新規事業） 

・現在、引地川河口近くから長久保公園前の遊歩道に

植栽している香りのある植物を湘南台付近の遊歩道

にも植栽し、多摩大学等の地元教育施設の学生と協

働で育成管理を行い、遊歩道の利用者に香りと癒し

を提供します。 

フジロードの管理及び 

フジの開花率向上 

（継続事業） 

・「引地川・フジ史跡ロード」及び「境川・フジ水辺ロ

ード」に当該指定管理事業の公園が５施設、指定さ

れていることから、 

市の花であるフジが 

多くの花を咲かせる 

ように剪定時期や剪 

定方法、施肥等の育 

成管理について今後 

も研究し、実践して 

いきます。       引地川親水公園のフジ

②

植物育成事業 

（継続事業） 

・植物栽培のプロフェッショナルである緑化組合が、

管理運営仕様書に沿った適切な管理を行うことで、

各公園の樹木や草花を良好に生育させます。 

バラの開花率向上 

（継続事業） 

・平成２８年度に植え替えを行った大庭城址公園のバ

ラについても多くの花が咲くように、今後も適切な

管理を行います。 

③

セミの羽化観察会 

（新規事業） 

・湘南台文化センターこども館と連携して、夏休み期

間中に湘南台公園において、小中学生を含む家族を

対象としたセミの羽化観察会を開催します。 

子ども向けワークショ 

ップ（平成３０年度か 

らの継続事業） 

・次世代を担う子ども達に、自然や緑の大切さを知り、

興味を持ってもらえるようなワークショップを開催

します。 

天体観望会 

（平成３０年度からの 

継続事業） 

・湘南台文化センターこども館と連携して、湘南台公

園において、小中学生を含む家族を対象とした星空

の観望会を開催します。 

３ 緑をつなぐ＆子ども向け事業 
① 引地川緑道の香りのある植物やフジロードなど、市内の地域を緑

でつなぎます。 

② 公園や緑地の樹木や草花を適切に育成管理し、未来に残します。 

③ 次世代を担う子ども達に自然や緑の大切さを教えます。 

連携 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

展開する事業（緑をひろめる）             《自主事業は緑字で記載》

 事 業 名 事 業 内 容 

①

みどり香るまちづくり 

プロジェクト 

（継続事業） 

・平成２６年度環境省主催の「第９回みどり香るまち

づくり」企画コンテストで入賞した引地川緑道のラ

ベンダーの育成管理を長久保公園で活動している市

民ボランティアと協働で行い、収穫物を使って近隣

の小学校でワークショップを開催します。 

②

親水公園まつり 

（一部新規・拡充事業）

・例年引地川親水公園で開催している親水公園まつり

は、これまでの１日の開催を２日間に延長し、藤沢

産農産物や観光名産品等の販売、フリーマーケット

の開催、自然のクラフトづくり体験等、新たなイベ

ントを加え内容を拡充することで、利用者の増加を

図ります。 

スポーツ教室・講習会 

（一部新規・拡充事業）

・市民の健康増進や市民相互の交流を目的とした、新

たなスポーツ教室等を開催します。 

ふぁふぁランド設営 

（継続事業） 

・夏休み期間中に湘南台公園、引地川親水公園、新林

公園、神台公園において、２歳から１０歳までの子

どもを対象とした、ふぁふぁランド（エアートラン

ポリン）を設営します。 

ベテランテニス大会 

（継続事業） 

・グループが主催し、辻堂南部公園において６０歳以

上の市民を対象としたテニス大会を開催します。 

福祉バザー 

（継続事業） 

・親水公園まつりにおいて、「障がい者地域作業所」と

連携して福祉バザーを出店します。 

テニス教室 

（継続事業） 

・湘南台公園テニスコートにおいて、「藤沢市テニス協

会」と連携して、春と秋にレベル別のテニス教室を

開催します。 

タグラグビー講習会 

（継続事業） 

・引地川親水公園球技場において、「神奈川県ラグビー

フットボール協会」と連携して、老若男女が楽しめ

るタグラグビ―講習会を開催します。 

ドッグパーク 

（継続事業） 

・引地川親水公園のドッグパークについては、「ＮＰＯ

法人湘南にドッグランを作る会」と連携し、快適に

ドッグパークを利用ができるよう、管理作業を行い

ます。 

４ 緑をひろめる＆各種事業 
① 藤沢市の緑の拠点である長久保公園と連携した緑の普及・啓発事業

を行います。 

② 様々な団体や市民と連携し、イベントやスポーツ教室等の事業を開

催します。 

普及 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

展開する事業（緑とくらす）              《自主事業は緑字で記載》

 事 業 名 事 業 内 容 

①

緑化講習会 

（一部新規・拡充事業） 

・市民への緑化普及と緑化知識の向上、施設のＰＲ等

を目的に開催していた樹木の手入れ等の講習会に加

え、新たな緑化講習会を開催します。 

樹名板の設置 

（継続事業） 

・瞬時に植物の特性を検索できるＱＲコード付きの樹

名板を今後も順次、公園に設置することで利用者の

植物に対する知識の向上と利便性を図ります。 

②

花の見頃情報の公開 

（継続事業） 

・ホームページを使って、公園で咲いている花木等の

開花状況や見頃の時期を広く市民に公開します。 

各公園情報の公開 

（継続事業） 

・ホームページを使って、各公園へのアクセス方法、

トイレや駐車場等の施設開閉時間、イベントの開催

情報等を広く市民に公開します。 

公園パンフレットによ 

るＰＲ 

（継続事業） 

・大庭城址公園と新林公園のパンフレットを増刷し、

現地や市民センター等の公共施設に配架すること

で、広く市民にＰＲします。 

イベント情報等のＰＲ 

（継続事業） 

・公園で開催するイベントや講習会等は、ホームペー

ジでの公開やポスター・チラシを公共施設等に掲示、

配架するとともに、タウン誌等のメディアを使った

ＰＲも行います。 

公園の紹介展示 

（継続事業） 

・大庭城址公園の管理事務所内展示室において、各公

園の特性や花木の写真等を展示して広く利用者にＰ

Ｒをします。 

・長久保公園の展示ホールにおいて、公園の写真展を

公民館写真サークルの方々と協働で開催します。 

③

アンケート調査の実施 

（継続事業） 

・公園やスポーツ施設において、利用者のアンケート

調査を行い、いただいたご意見を反映させた対応を

行います。また、調査結果については、ホームペー

ジや現地の施設で公開します。 

意見、要望等への対応 

（継続事業） 

・より多くの市民から施設に対する意見や要望をいた

だけるよう、管理者の連絡先を明示した看板を各公

園に設置するとともに、ホームページでも意見や要

望を受け入れ、迅速な対応を行います。 

５ 緑とくらす＆情報の公開 
① 市民への緑化知識向上を目的に講習会の開催や樹名板を設置します。 

② 花の見頃やイベントの情報等を発信し、施設のＰＲも行います。 

③ 市民からの意見や要望は積極的に聴き入れて管理運営を行います。 

共生
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

（２） サービスの向上

【サービスの提供と利便性向上を目的とした自主事業】 

私たちグループでは、藤沢市緑の基本計画の基本方針に基づいて行う様々な事業以外にも、

施設の利用者に対して各種サービスを提供し、更なる利便性の向上を図ります。 

 自主事業名 内 容 

①

サクラ開花期間中の飲食 

物等販売 

（一部新規・拡充事業） 

・大庭城址公園において、サクラの開花期間中に販売

している飲食物の販売は、出店者を増やして拡充し

ます。 

また、新たに引地川親水公園においても販売します。 

②

車椅子、杖、晴雨兼用傘 

の貸し出し 

（新規事業） 

・大庭城址公園において、障がい者や高齢者等に配慮

し、無料で車椅子、杖、晴雨兼用傘を貸し出します。 

③
アイスクリーム自動販売 

機の設置（新規事業） 

・公園利用者の利便性向上を目的として、新たにアイ

スクリームの自動販売機を設置します。 

④
テニス用具の貸し出し 

（新規事業） 

・辻堂南部公園において、テニスラケットとテニスボ

ールを希望者に無料で貸し出します。 

⑤ サクラ開花期間中の駐車

場管理 

（継続事業） 

・サクラの開花期間中に、大庭城址公園と引地川親水

公園の駐車場での事故やトラブルを未然に防ぐた

め、駐車場及び周辺道路に交通誘導員を配置すると

ともに、臨時駐車場や臨時駐輪場を設置するなど過

去の経験を基に適切な対応を行います。 

⑥ 障がい者への対応 

（継続事業） 

・グループの職員や現場作業員、現場管理人に対し、

障がい者からの介助等の申し出があった場合や、困

っている姿を見かけた際には、積極的に声掛けをし、

合理的配慮を行います。 

⑦ 介護タクシーの運行 

（継続事業） 

・サクラの開花期間中、大庭城址公園において、障が

い者や高齢者の支援活動として、駐車場から公園上

部まで介護タクシーを無料で運行します。 

⑧

堆肥の無料配布 

（継続事業） 

・親水公園まつりにおいて、公園や街路樹等で発生し

た剪定枝や葉を細かく刻み、完熟発酵させた堆肥を

無料で来園者に配布します。 

⑨

飲料用自動販売機の設置

（継続事業） 

・公園利用者の利便性向上を目的に９か所の公園に飲

料用自動販売機を設置します。 

⑩
ＡＥＤの設置 

（継続事業） 

・公園利用者の緊急時に備え、７か所の公園にＡＥＤ 

を設置します。 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

（３） 平等な利用の確保

【公共性を踏まえた施設の平等利用の確保等について】 

関係法令を遵守した施設管理                            

利用者に気持ちよく過ごしていただけるよう、「藤沢市都市公園条例」ほか関係法令を遵守

しながら、園内での禁止事項や制限行為をわかりやすく周知し、適切な利用を促進するとと

もに、公の施設の指定管理者として、公共性を踏まえた安全かつ快適な施設管理を行います。 

すべての利用者に対する平等な対応                              

私たちグループでは、毎年接遇研修を受講するとともに、独自に作成した接遇マニュアル

を全施設に配布し、職員、現場作業員、現場管理人の全てが閲覧することで共通認識を持ち、

来園された方や電話をいただいた方に対して、老若男女、藤沢市民であるか否かを問わず、

全ての利用者に対し平等な対応を行います。 

資料編Ｐ７ 接遇基本マニュアル

スポーツ施設利用にあったての公平性                               

テニスコートや球技場、多目的広場等の利用については、団体や個人の分け隔てなく、中

立的な立場で対応し、利用者全てに対し公平性を保ちます。 

利用者への公園禁止事項の周知                           

利用者へ公園での禁止事項や行為の制限については、注意看板を設置してわかりやすく周

知することで、公正な公園の利用を促進し、安全で快適な公園を提供します。

犬のマナー違反や危険行為への対応                         

犬のノーリードやフンの不始末等のマナー違反、スケートボードやドローンの使用、花火

やバーベキュー等の禁止行為は、他の公園利用者へも危険が及ぶことから注意看板を設置し、

行為を見かけた場合は声掛けをして、利用者のマナー向上を図ります。 

公園敷地内禁煙の対応                                

全ての公園と緑地は、「藤沢市公共施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドラ

イン」に基づいて、敷地内が禁煙となっていることから、喫煙の禁止看板を設置し、行為を

見かけた場合は声掛けをして、利用者のマナー向上を図ります。 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

【障がい者への配慮について】

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づいた対応          

平成２８年４月１日に施行された障がい者差別解消法に基づき、藤沢市が定めた「藤沢市

における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び、「藤沢市職員サポー

トブック」の内容を踏まえ、障がいのある方が施設を利用する際に、何らかの対応を必要と

している意思が伝えられた場合には積極的に協力し、合理的配慮の提供を行います。 

公園管理において提供する合理的配慮の一例                       

・緑化講習会やスポーツ教室の申込み方法を電話に加え、ＥメールとＦＡＸでの申込みも受

け付けます。 

・障がいのある方から申し出があった場合は、職員や現場管理人が代筆や代読等の対応を行

います。 

・大庭城址公園を散策される障がい者や高齢者のために、車椅子や杖を貸し出します。 

・園内を車椅子や杖を使っても安全に散策ができるよう、園路の段差解消や危険箇所へのロ

ープ柵設置等安全対策を図ります。 

（４） 利用者意見等の把握

【利用者からの意見や要望の把握と対応の考え方について】

私たちグループは、施設を利用される方々がより満足されるよう、利用者の声を様々な形

で聴き入れ、いただいた意見や要望を参考に、より良い施設の管理運営を行います。 

また、施設利用者のアンケート調査（利用者満足度調査）に加え、緑化講習会とスポーツ

教室の参加者からもアンケート調査を行い、結果分析することで利用者ニーズや問題点を把

握し、改善策を講じてより質の高いサービスを安定的、継続的に提供します。 

アンケート調査の結果といただいた意見や要望に対する対応策は、まちづくり協会のホー

藤沢市都市公園条例（抜粋） 

第９条(行為の禁止)

(１) 市長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。 

(２) 工作物その他の物件又は施設を損傷し，又は汚損すること。 

(３) 竹木を伐採し，植物を採取し，又は竹木若しくは植物を損傷すること。 

(４) 土石，竹木等の物件を堆たい積すること。 

(５) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。 

(６) 動物を捕獲し，又は殺傷すること。 

(７) ごみその他の汚物を捨てること等の不衛生な行為をすること。 

(８) たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為をすること。 

(９) はり紙，はり札その他の広告物を掲示し，又は散布すること。 

(１０) 家畜その他の動物を放つこと。 

(１１) 市長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ，又は放置すること。 

(１２) 前各号に掲げるもののほか，市長が公衆の都市公園の利用又は都市公園 

の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあると認めた行為 
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Ⅱ－１ 施設の効用の発揮 

ムページ及びアンケート調査を行った施設において公開します。 

市民や利用者が公園に対する意見や要望を申し入れやすくするため、引地川緑地右岸、引

地川緑地左岸、桐原公園、引地川親水公園右岸、引地川親水公園左岸の園内や外周道路に、

管理者の問合せ先（要望等の申し入れ先）を強調して明記した案内看板を計１５基設置して

います。この案内看板には、より意見や要望を申し入れやすくするため、メールアドレスを

リンクしたＱＲコードを記載して、２４時間３６５日、市民からの要望等を受け付けていま

す。 

資料編Ｐ２１ アンケート用紙

【アンケート調査（利用者満足度調査）の満足度について】

私たちグループは、指定期間中、継続

して満足度調査を実施しています。 

新林公園他１１公園の調査では、満足

度で５段階中の最上位であるＡ評価を６

回、次のＢ評価を３回という結果になり

ました。 

【要望や苦情等への対応】

利用者からいただいた要望や苦情は、詳しく話を聴き、現地を確認したうえで、対応が

可能な場合は速やかに対応し、指定管理者としての対応が困難な場合は、関係機関と協議

します。

なお、要望や苦情は受付処理簿を作成し、内容や対応策を関係従事者が把握したうえで

個人情報等に留意して適切に保管します。

回数及び人数 ９回 １３，８２９人

総合満足度評価 

Ａ評価 ６回 高い 

低い 

Ｂ評価 ３回 

Ｃ評価 ０回 

Ｄ評価 ０回 

Ｅ評価 ０回 

利用者からの 

要望・苦情 

現地の確認後 

対応の検討 

効果と 

確認 

受付処理簿に 

記入し保管 

利用者サービスの向上・施設の効用を高める 

利用者意見等の把握とその対応 

利用者の 

「声」を 
聴く

利用者 

「満足」 

グループ 

「良く聴く」

「実行」 

「考える」

対応 

実施 
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Ⅱ－２ 施設の管理 

（１）施設・設備の維持管理

【一般園地】 

公園機能の充実・増進について                         

公共の施設として「平等と安全」、「健康・レクリェーション」、「精神的充足」、「景観」、「環

境保全」、「防災」等、様々な公園緑地が持つ機能を最大限に発揮し、安心かつ快適に利用で

きる空間を提供します。 

区分 内容 

存在効果 都市環境の改善 気温、日射、湿度、気流等、気象の調整 

騒音振動の防止 

大気浄化 

緑陰の提供 

自然環境保全機能 野生動植物の生息生育環境の保全 

生態系の保全 

防災面での機能 延焼防止などの防火機能 

雨水の浸透による洪水の調整機能 

災害時の避難場所、避難路、災害復旧拠点

としての役割 

景観を形成する機能 ゆとりとうるおいのある美しい都市景観

の形成 

地域の特色ある景観の形成 

経済面での機能 観光振興等への寄与 

利用効果 レクリェーション利用の機能 遊び、スポーツ、健康づくり、散策、休養 

文化活動の場としての機能 写真、音楽、茶道、ハーブクラフト等の活

動 

コミュニティ活動の場として

の機能 

市民対象のまつり、交流、親睦イベント等 

施設の特性や課題を踏まえた実効性について                    

施設や設備の一部については、老朽化により、修繕や改修等の必要性が生じています。 

私たちグループは、長年の管理経験により施設や設備、植栽等はもとより、利用者の利用

特性等の現状について誰よりも熟知しているので、施設や設備等の異常の発見や不適切な公

園利用に最善の対応を速やかに行うことができます。 

また、過年度から収集している利用者の意見や苦情、要望等のデータを活用するなど、様々

な視点から早期の対策を講じることで、事故を未然に防ぎます。 
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Ⅱ－２ 施設の管理 

植物等の維持管理について                                

私たちグループでは、以下の「植栽等管理方針」と「公園植栽管理仕様書」を定め、適切な

植物管理や清掃等を行います。 

資料編Ｐ２３ 公園植栽管理仕様書

  植物等管理方針 

 １ 公園利用者・隣接住民に支障の無いよう管理します。 

 ２ 花木については、剪定時期に留意し、多くの花を咲かせます。 

 ３ 安全、景観、育成、防犯に加え、経費縮減の観点からも作業範囲及び作

業数量を適切に見極め管理します。 

 ４ 定期的な清掃を行い、快適に公園を利用できるよう管理します。 

   サクラの開花時期や落ち葉の多い時期は、清掃の回数を増やします。 

 ５ 廃棄物は所定の分別を行い、指定管理者管理運営仕様書５ページ６「廃

棄物の処理」に従い処理します。 

 ６ 環境に考慮した植物の管理を行います。 

   病害虫に侵される恐れのある樹木は、剪定をして風通しを良くするな

ど、病害虫に侵害されにくい環境にします。また、侵害された樹木は、

枝を切除するなど薬剤の使用を極力控え、やむを得ず薬剤を使用する場

合は、人体に影響のない普通物を使用します。 

 ７ 剪定枝等の焼却処分量をできる限り軽減するよう、発生材のリサイクル

に努めます。 

施設の特性や課題を踏まえたＰＤＣＡサイクル

実施（ＤＯ）

対策実施

計画（ＰＬＡＮ）

調査/把握/計画作成

改善（ＡＣＴＩＯＮ）

根本的対策/改善協議
確認（ＣＨＥＣＫ）

巡回/点検
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Ⅱ－２ 施設の管理 

私たちグループは、以下の「藤沢市道、公園及び自転車等駐車場に関する防犯上のガイド

ライン（一部抜粋）」を遵守します。 

公園美化推進団体及び公園愛護会との協働について             

公園植栽や清掃等の維持管理にあたっては「公園美化推進団体」や「公園愛護会」等と協

議又は支援を行い、協働して健全な公園管理を行うとともに、自然環境や希少な動植物を守

ります。 

また、これからも引き続き、ホームページ等でボランティアを広く募集し、公園の協働管

理を継続します。 

公園利用者間の調整、公園利用指導について                

近年の公園利用においては、利用者ニーズや周辺住民等の価値観の多様化に伴い、物理的

なトラブルや、心理的なあつれきが顕在化しています。公園利用者間の利用調整に係る事項

では、それぞれの要望（主張）に対して正解が見つからないケースも多々あります。 

私たちグループでは、双方様々な主張を聴き積極的に仲介して十分な対話を行い、解決に

あたります。要望（主張）内容の主な具体例は、次の表のとおりです。 

項目 関係者 要望（主張） 

樹木（高木等）

の管理 

公園利用者 緑陰や景観のため樹木は必要である。 

周辺住民等 日照障害や落葉の清掃で苦慮する。伐採

や強剪定を行ってほしい。 

犬等の散歩 飼育者 犬等を自由に散歩できる場所が公園しか

ない。 

一般の公園利用者 子ども等が危険を感じる。フンの始末や

ブラッシングなどマナーが悪い。 

自由広場等の

利用 

高齢者（スポーツでの利

用者） 

ゲートボールやグラウンドゴルフを行い

活発に過ごしたい。 

高齢者（散歩や草花観賞な

どが目的の利用者）

ゆっくり静かな時間を過ごしたい。

幼児を連れた公園利用者 小さな子どもを自由に遊ばせたい。 

周辺住民等 公園利用における騒音を小さくしてほし

い。 

≪第２ 整備基準及び管理対策等 ２ 公園における整備基準及び管理対策等≫ 

（１）見通しの確保 

緑の広場及び公園等の植栽樹木、遊具及び便所等については、周囲から死角を作ら

ないように配置し、剪定等により見通しを確保するための措置がとられていること。 

（２）照度の確保 

夜間、通路として日常的利用が想定される園路は、人の行動を確認できる程度以上

の照度が確保されていること。 
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公園利用者が安全、快適に、適切に公園施設を利用できる環境を保ち、また公園施設を良

好に保全するために、条例等での禁止行為や危険行為、迷惑行為に対して公園利用指導を行

います。公園利用指導内容の主な具体例は、次の表のとおりです。 

目的 対象となる行為の例 

公園施設の保全及び 

安全快適な利用 

（条例等で禁止され

ている行為等を含む） 

施設の損傷や汚損（通常使用に伴う故障やトイレや四阿への落

書き等） 

危険な行為（スケートボードやゴルフの練習等） 

動植物の採取（希少植物や魚釣り等） 

立入禁止区域への進入（危険区域や養生地等） 

火気の使用（花火やたき火等） 

無許可の占有（営利目的な教室や物販、ホームレスの滞在等） 

動物の飼育（ノーリードでの犬の散歩やブラッシング等）

車両乗り入れ（自転車・バイク等）での走行 

不法投棄（家庭ごみや大型ごみ放置車両等） 

その他（騒音や野鳥へのエサやり等） 

公園内におけるホームレスの問題

には、施設の占用、ゴミの散乱、火の

不始末、荷物の集積等による美観の阻

害等があります。

定期的な巡回による実態の把握と

市が行っている自立支援のための指

導に協力します。

無許可の占有（ホームレスの滞在）

定期的な巡回パトロールにより施

設の老朽、破損、汚損、危険個所等

を早期に発見します。また、修繕及

び撤去の処理を適切に行います。

施設の損傷や汚損

公園内に注意看板を設置するとと

もに、ノーリードで散歩している方に

は直接声をかけ、チラシを配布し、ル

ールについて丁寧に説明します。

動物の飼育（ノーリード等）

家庭ごみや大型ごみ等の不法投棄

が見られます。公園内の見通しの確

保や定期的な巡回パトロールの実施

や注意看板の設置を行います。

不法投棄
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公園利用の指導にあたっては、案内や注意喚起のためのパンフレットやチラシの作成、看

板の設置、巡回パトロールによる口頭注意等を行います。 

巡回パトロールによる口頭注意では、「条例等により禁止されているから」というような指

導は行わず、その行為がルール違反である理由を十分に説明し、利用者に理解をしてもうよ

う努めます。 

巡回パトロール点検による異常の早期発見について                

健康遊具も含めた各遊具の構造を理解し、子ども達の遊び方や遊具周辺での子ども達の動

き等を良く観察し、適切な点検を行います。 

遊具点検は点検チェック表を用いて月２回以上行い、不具合個所の早期発見に努めること

で、子ども達の安全を守ります。 

また、専門業者による遊具の精密点検を国の指針に基づき年１回行い、結果を市へ報告し

ます。 

子どもは、遊びを通して自らの限界に挑戦し、身体的、精神的、社会的な面などが成長す

るものであり、また、集団の遊びの中での自分の役割を確認するなどのほか、遊びを通して、

自らの創造性や主体性を向上させていくものと考えます。 

新林公園 

湘南台公園 

西浜公園 

日常点検 
（月２回以上） 

目視及び触診 

遊具の変形、亀裂、腐れ、錆び、緩み、剥離、欠け、ぐらつ

き等、劣化や破損等を点検しチェック表に記載する。 

定期点検 

（年１回） 

専門業者へ委託 

目視、触診、打診または用具・測定器等を使用して、細部ま

で点検し報告書を作成する。 

引地川親水公園 
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私たちグループは、以下の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（一部抜粋）」

に基づき事故防止対策に努めます。 

施設や設備の点検                                     

安全性の確保や施設の機能保全、快適性の確保、効率的な維持管理業務の実施等のため、

施設や設備の点検を行います。 

・安全性の確保 ：公園利用者が安全に利用できるよう、事故等の発生を未然に防ぎ、常に

危険のない状態を確保します。 

・施設の機能保全：園内照明灯や電気設備、給排水設備、汚水処理設備等の公園内のライフ

ラインとなる設備機器や高電圧設備等の動力設備機器が常に正常に作動

するよう機能保全を図ります。 

        また、車止めの点検業務においては、脱着式及び落とし込み式の場合に

は実働させ外観及び機能の異常を点検します。 

・快適性の確保 ：公園利用者が快適に利用できるよう各施設設備（公衆トイレや四阿等）

を清潔な状態を保ち、美観の確保を図ります。 

・効率的な維持管理業務の実施：現況を常に把握し、中長期的な維持管理計画の策定や適切

かつ効率的な各施設設備の維持管理を行います。 

・遊具の安全確保に関する基本的な考え方 

Ⅰ、遊具の安全確保にあたっては、子どもが冒険や挑戦のできる施設としての機能を損

なわないよう、遊びの価値を尊重して、リスクを適切に管理するとともに、ハザード

の除去に努めることを基本とする。 

Ⅱ、公園管理者は、リスクを適切に管理するとともに、生命に危険があるか重度あるい

は恒久的な障害をもたらす事故（以下「重大な事故」という。）につながる恐れのある

物的ハザードを中心に除去し、子ども、保護者等との連携により人的ハザードの除去

にも努める。 

Ⅲ、子どもと保護者は、遊びには一定の自己責任が伴うものであることを認識する必要

があり、保護者は特に自己判断が十分でない年齢の子どもの安全な利用に十分配慮す

る必要がある。 

Ⅳ、公園管理者と保護者、地域住民は、連携し子どもの遊びを見守り、ハザードの発見

や事故の発生等に対応することが望まれる。 

・リスクとハザード

子どもは、遊びを通して冒険や挑戦をし、心身の能力を高めていくものであり、そ

れは遊びの価値のひとつであるが、冒険や挑戦には危険性も内在している。 

子どもの遊びにおける安全確保にあたっては、子どもの遊びに内在する危険性が遊

びの価値のひとつでもあることから、事故の回避能力を育む危険性あるいは子どもが

判断可能な危険性であるリスクと、事故につながる危険性あるいは子どもが判断不可

能な危険性であるハザードとに区分するものとする。 
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【有料公園施設】 

（桐原公園野球場、遠藤公園テニスコート、湘南台公園テニスコート、引地川親水公園球技

場、西浜公園テニスコート、辻堂南部公園テニスコート及び野球場） 

・施設が「公共の施設」であることを認識し、「藤沢市都市公園条例及び同施行規則並びに藤

沢市有料公園施設等使用規則」等を遵守し、「スポーツ施設予約等受付窓口に関する取扱要

綱」「野球場等屋外運動施設の運営管理に関する取扱要綱「拾得物取扱要綱」及び「スポー

ツ施設使用手続き等要項」を基本とし、「公平・公正」に平等利用の確保に努めます。 

・施設の貸出に係る業務（予約抽選事務、利用料金の徴収還付、利用許可証の発行・取消、施

設の鍵等の貸出、利用者からの問い合わせ対応）等は、秋葉台公園指定管理者と十分な協

議を行い、「貸出業務に関する協定書」を締結し、利用者に不便をかけないよう管理運営し

ます。 

・市民一人ひとりのスポーツライフに役立つよう、また利用者が安全かつ快適に利用できる

ように施設を整備し、生涯スポーツ活動の推進をしていきます。 

・それぞれの施設の立地条件等を考慮した管理運営を行います。 

・施設にある備品は、備品台帳を作成し適切に管理します。 

運動施設の優先利用 

藤沢市が開催する、優先利用調整会議において決定した利 

用者を尊重します。私たちグループも優先利用調整会議に出 

席し、企画事業等で必要な日程の確保をします。 

   利用料金の減免及び還付 

藤沢市の条例規則等で定められた基準に基づき、利用料金 

を減額・免除します。 

また、徴収した施設利用料金は、原則として不還付としま 

すが、災害その他、利用者に責任のないことが認められる場 

合は還付の対象とします。 

   使用許可の取り消し 

施設利用の許可を受けた方が、次の何れかに該当する場合、 

または必要を認めた場合は、施設使用許可の取り消しや施設 

の利用を中止します。 

・秩序を乱し、又は公益を害する恐れがあるとき。 

・施設等を損傷する恐れがあるとき。 

・その他、管理者がその利用を不適当と認めるとき。 
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【賠償責任保険・損害保険】 

私たちグループでは、藤沢市と指定管理者とのリスク分担表に基づき「指定管理者賠償責

任保険」及び「施設賠償責任保険」に加入し、公園利用者や講習会、イベント等参加者の怪

我等不測の事態に備え施設の管理を行います。 

保険種類 指定管理者賠償責任保険 施設賠償責任保険 

契約対象 
すべての公園及び緑地施設の利用者 ボランティア、講習会、まつり等イ 

ベント、スポーツ大会等の参加者 

補償内容 

身体 

財物 

特約 

１名１億円・１事故２億円 

１事故２千万円 

被害者治療費・訴訟対応費用・管

理内払い特約・管理不動産補償 

身体・ 

財物共通 

特約 

１名１事故 

１億円 

費用内払い特約 

■各公園の管理 

私たちグループでは、各公園の設置目的を認識し、公園機能を最大限に引き出し、公園が

地域の中核、まちづくりの中心となるような運営管理を行います。 

種 別 内    容 （設置目的） 公 園 名 

近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的と

する公園で、１近隣住区当たり１カ所を誘致距離５００ｍ

の範囲内で、１カ所当たり面積２ｈａを標準として配置す

る。 

桐原公園・湘南台公園・

遠藤公園・神台公園（以

上広域避難場所）・西浜

公園・辻堂南部公園

地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目

的とする公園で、誘致距離１ｋｍの範囲内で１カ所当た

り、面積４ｈａを標準として配置する。 

引地川親水公園 

総合公園 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な

利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ１

カ所当たり面積１０～５０ｈａを標準として配置する。 

新林公園・大庭城址公

園（以上広域避難場所） 

風致公園 主として風致を享受することを目的とする公園で、樹林

地、水辺地等の自然条件に応じ適切に配置する。 

片瀬山公園（広域避難

場所） 

緑  道 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性および快

適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣

住区相互を連絡するように設けられる植樹帯および歩行

者路または自転車路を主体とする緑地で、幅員１０～２０

ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅

前広場等を相互に結ぶよう配置する。 

引地川緑地 

境川緑地 
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１ 新林公園（広域避難場所）        資料編Ｐ２８ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市川名字新林４１１番１ 

開設公園面積 １６．１６ｈａ 

公園種別 総合公園 

主な施設 古民家、長屋門、植栽、花壇、湿性植物区、池、樹林地、展望広場、

藤棚、四阿、遊具、屋外、トイレ、駐車場等 

【市指定文化財】古民家（旧小池邸）・長屋門（旧福原邸門） 

開園時間 無休（古民家・長屋門を除く） 

供用日及び供用

時間 

 開館時間 ９:００～１６:３０ 

 休館日  毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

      年末年始（１２/２９～１/３） 

 管理人  ２人 

駐車場  ９:００～１６:３０（無休） ３０台 

トイレ 

（２カ所） 

園内トイレ１カ所（身障者用トイレ有） 

  開閉時間 ８:３０～１７:００ 

 古民家敷地内トイレ１カ所（身障者用トイレ無し） 

  開閉時間は開館時間と同じ ９:００～１６:３０ 

遊 具 複合遊具・幼児用複合遊具・滑り台・ターザンロープ・ザイルクライ

ミング・タイヤ 

主な花木  サクラ・ツツジ・フジ・アジサイ・ウメ等 

山道 

（ハイキングコ

ース） 

 全長約１．５ｋｍ、ゆっくり歩いて６０分程度 

 アップダウンの連続でかなりの運動になる。 

 野草や希少植物の採取は禁止。 

協 働 公園美化推進団体「新林公園みどりの会」 

 →園内の清掃や除草、花壇管理、希少植物の育成と保護などの森林保 

 全、ホタルの育成等を行っている。 

 村岡小学校保護者会「村岡小学校おやじの会」 

 →村岡小学校の校外学習等で、児童と共に田んぼの代掻き・田植え・ 

稲刈り等を行っている。 

防犯カメラ 

システム 

 長屋門移築に伴い藤棚と園内トイレ横に設置 

藤棚より奥に立ち入り禁止 １９:３０～４:００（ホタルの時期は 

変更） 

防犯カメラ４台・回転灯２台・人感ライト４台 

公園の特性と私

たちグループが

 山林に囲まれた新林公園には、希少な植物が自生し、ホタルも生息

するなど、緑と自然が多く残った公園です。藤沢市からはフジの拠点
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考える管理方針 としても位置づけられ、毎年４月下旬頃には多くのフジが開花しま

す。 

また、藤沢市の指定文化財でもある古民家と長屋門の貴重な歴史建

造物があることから、私たちグループは新林公園の緑や自然を残しつ

つ、貴重な建造物の保護に努めます。 

施設の課題等 ① 民地と隣接する公園利用者が立ち入らない区域の樹木管理 

② スケートボードによる迷惑行為への対応 

③ 立ち入り禁止区域である大池への立ち入り 

④ サクラやフジの開花状況の問い合わせ 

⑤ 公園利用者以外の駐車場利用者への対応 

⑥ 池に架かっている木道の老朽化 

課題解決に向け

た取組み 

① 民地への越境枝や地域住民からの要望については、現場確認を行 

い、剪定等の対応を迅速に行います。 

② 注意看板を設置し、行為を見かけた場合は声掛けをして、利用 

者のマナー向上を図ります。 

③ みんなの目が届くように大池周辺の樹木は、剪定や刈込み等を行 

うことで、環境の改善をします。 

④ まちづくり協会のホームページ上で開花状況を公開します。 

フジの開花状況については、市観光プロモーション課と連携し、 

（公社）藤沢市観光協会のホームページ上で公開します。 

⑤ 注意の貼り紙や見かけた場合は、口頭での注意を行います。 

⑥ 池の木道については、危険が無いよう巡回による確認を行い、損 

傷等を発見した際には、市と協議しながらリスク分担の範囲内で 

修繕を行います。また、全体の修繕計画の要望を市へ提案します。 
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２ 大庭城址公園（広域避難場所）      資料編Ｐ２９ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市大庭字城山６，３２３番地 

開設公園面積 １２．５８ｈａ 

公園種別 総合公園 

主な施設 管理事務所、植栽、花壇、樹林地、芝生広場、藤棚、遊具、屋外トイ 

レ、駐車場、バラ園、足型の丘等 

開園時間 無休（管理事務所を除く） 

管理事務所 開館時間 ４月～９月  ８:３０～１８:００ 

     １０月～３月８:３０～１７:００ 

 休館日  毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

      年末年始（１２/２９～１/３） 

 管理人  １～２人 

駐車場 園内下部３０台（無休） 

４月～９月 ９:００～１７:３０ 

１０月～３月９:００～１６:３０ 

 ※サクラの花見期間中は、身がい者等の専用駐車場及び駐輪場として 

使用するため、一般車両の駐車場は無し 

 園内上部 身障者用駐車場 ３台 

  上部へ上がる際は、管理人に声をかけ車止めを開けてもらう。 

 管理事務所休館日及びサクラの花見期間中は利用できない。 

トイレ 

（４カ所） 

園内トイレ３カ所（内１カ所身障者用トイレ有） 

  開閉時間 常時開放（入口に扉なし） 

 管理事務所内トイレ１カ所（身障者用トイレ有） 

  開閉時間は管理事務所開館時間と同じ  

遊 具  児童用複合遊具・ザイルクライミング・ループトンネル・ローラー

スライダー・スカイロープ  

主な花木  サクラ・ツツジ・フジ・ハナミヅキ・サルスベリ・モクレン・コブシ 

 ウメ・バラ（約１２０本）等 

館跡広場 大庭城の館の柱跡が発掘された場所に標示石を埋め、館跡をイメージ 

した広場 

足型の丘  市制５０周年記念として市民から足型を募集した。 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

  大庭城址公園は、城址としての歴史性とともに緑の山として古くか 

ら住民に親しまれてきた公園です。現在も周囲を多くの樹木に囲まれ 

緑豊かな公園であるとともに公園の中央区域には多くのサクラが植栽 

され、開花時期には多くの花見客で賑わいます。 

私たちグループでは、周囲が高木で囲まれていることから、隣接す 

る住居への越境枝について日頃から注意を払うとともに、サクラの 
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保護、育成及び花見時期の利用者サービスや障がい者への対応を図り 

ます。 

施設の課題等 ① サクラ開花中の花見客による混雑（臨時駐車場の確保） 

② 民地と隣接する公園利用者が立ち入らない区域の樹木管理 

③ 樹木が多く、園内に草花が少ないため彩りがない 

④ サクラやフジの開花状況の問い合わせ 

⑤ 管理事務所の老朽化 

⑥ トイレ近く等の手摺の老朽化 

課題解決に向けた

取組み 

① 大庭城址公園の駐車場は、駐輪場と障がい者等の駐車場として利

用することから、園外の臨時駐車場の確保に向けて、市と協議を

していきます。 

② 民地への越境枝や地域住民からの要望については、現場確認を

行い、強剪定等の対応を迅速に行います。 

③ トイレ前などのスペースに花壇を整備して草花や球根を植栽し 

ます。 

④ まちづくり協会のホームページ上で開花状況を公開します。 

フジの開花状況については、市観光プロモーション課と連携し、 

（公社）藤沢市観光協会のホームページ上で公開します。 

⑤ 管理事務所内は老朽化のため、トイレの匂いが漂い、照明もうす 

   暗いことから、こまめなトイレ清掃を行うとともに、現在の電球 

を節電対策も含め、ＬＥＤ電球へ取り換えます。 

⑥ トイレ近くや園内出入口等の手摺が部分的に老朽化している箇所 

も見受けられるため、順次修繕を進めます。 

３ 片瀬山公園 （広域避難場所）      資料編Ｐ３０ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市片瀬山三丁目２,８００番１ 

開設公園面積 ２．８７ｈａ 

公園種別 風致公園 

主な施設 植栽、樹林地、四阿、遊具、屋外、トイレ等 
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開園時間 無休（ただし、樹林地については一般の立入禁止区域あり） 

駐車場  無し 

トイレ（１カ所）  常時開放（扉なし）小便器１ 個室１ 身障者用トイレ無し  

遊 具  ブランコ・鉄棒 

主な花木  サクラ・ツツジ・ウメ等 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

 片瀬山公園は藤沢市で唯一の風致公園であり、公園一帯を樹林地が

囲み、緑と自然が残った貴重な公園です。その一方で園内の樹木は高

木化し木の根が隆起し危険な場所も見受けられます。 

トイレや遊具も老朽化しているなどの問題点もありますが、私たち

グループでは風致公園であることを念頭におきながら、利用者に危険

のないよう管理運営を行っていきます。 

施設の課題等 ① 危険な大木や隆起した木の根等への対応 

② トイレの老朽化 

課題解決に向けた

取組み 

① 倒木の恐れがある危険木については、市と協議し伐採等の処理を 

行うとともに、根の隆起や危険箇所は巡回による確認を行い、危 

険箇所の除去や、看板を設置して利用者に注意喚起を行います。 

② 定期清掃の他、特別清掃を実施します。また、周囲の除草作業や 

外壁の塗り替え等を行うことで、明るい施設環境にします。 

４ 引地川親水公園 資料編Ｐ３１ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市大庭字中沢６,５１０番 

開設公園面積 １６．１４ｈａ 

公園種別 地区公園 

主な施設 球技場、管理事務所、植栽、花壇、湿性植物園、藤棚、四阿、遊具、 

屋外トイレ、駐車場等 

開園時間 無休（管理棟・球技場除く） 

管理棟 開館時間 ４月・５月・９月 ８:００～１８:００ 

     ６月～８月     ８:００～１９:００ 

１０月～３月   ８:３０～１７:００ 

休館日  毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 
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Ⅱ－２ 施設の管理

      年末年始（１２/２９～１/３） 

管理人  １人～２人 

球技場 

（有料施設）
サッカー・ラグビー（小中学生）等 

利用時間 
７月～１２月 

９：００～１１：００

１１：００～１３：００

１３：００～１５：００

（７月～９月） １５：００～１７：００

【使用料】一  般 ２時間 ５,６００円 

     小中学生 ２時間 １,５００円 

【休場日】第１・第３月曜日・年末年始（１２/２８～１/４） 

     １月～６月（芝生養生のため） 

駐車場 

（２カ所） 

約１３０台 

  第１駐車場（球技場横）無料 ８２台 

  ４月・５月・９月  ９:００～１７:３０ 

     ６月～８月  ９:００～１８:３０ 

１０月～３月 ９:００～１６:３０ 

  ※年末年始（１２/２９～１/３）は閉鎖。 

 第２駐車場 無料 ５４台 常時開放 

トイレ 左岸トイレ（身障者用トイレ有） 

開閉時間 

４月・５月・９月 ８:１０～１７:５０ 

６月～８月      ８:１０～１８:５０（８:１０～１８:３０） 

１０月～３月    ８:１０～１６:５０ 

  右岸トイレ（管理棟 身障者用トイレ有） 

  管理棟開閉時間と同じ 

 年末年始（１２/２９～１/３）は閉鎖 

遊 具  複合遊具・ローラー滑り台・４連ブランコ・ロープウェー・健康遊具等 

主な花木  サクラ、ツツジ、フジ、アジサイ等 

ドッグパーク 管理運営 ＮＰＯ法人湘南にドッグランを作る会 

     事務局 ０９０－１８１５－２８７５ 

利用時間 ３月～１０月 ６：００～１９：００ 

１１月～２月 ７：００～１７：００ 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

引地川親水公園は、右岸と左岸で設置施設が大きく異なります。右

岸はドッグパークや球技場、多目的広場があり樹木管理よりは草地管

理や芝生管理が中心となります。左岸は湿性植物園や藤棚があり、特

殊な栽培管理が必要となります。右岸、左岸ともに遊歩道には多くの

サクラが植栽され、開花時期には多くの花見客で賑わいます。 

私たちグループは、それぞれの施設や植物の特性を熟知しており、

年間計画に基づいた適切な管理を行います。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

５ 桐原公園              資料編Ｐ３３ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市桐原町５番 

開設公園面積 １．７ｈａ 

公園種別 近隣公園 

主な施設 野球場、照明設備、屋外トイレ、駐車場、パーゴラ等 

開園時間 無休（野球場除く） 

野球場 

（有料施設） 

 軟式野球・ソフトボール 

【使用料】（野球場）一   般 ２時間 ７８０円 

           小・中学生 ２時間 ５００円 

     （夜間照明設備） 

一   般 １時間３,２００円 

利用時間 

（２時間単位） 

３月～１１月 ６:００～ ８:００ 

通  年 

（１月を除く） 

８:００～１０:００ 

１０:００～１２:００ 

１２:００～１４:００ 

１４:００～１６:００ 

３月～１１月 
１７:００～１９:００ 

１９:００～２１:００ 

施設の課題等 ① サクラ開花中の花見客による混雑（満車となる駐車場） 

② 老朽化した木製テーブルやベンチの腐食 

③ 樹木が多く、園内に草花が少ないため彩りがない 

課題解決に向けた

取組み 

① サクラの開花期間中には、臨時駐車場を設けるとともに周辺に交 

通誘導員を配備して来園者の安全を確保します。 

② 危険を伴う施設や設備については、市と協議しながら修繕や交換 

に向けた対応を図ります。また、交換する際は、ＦＲＰ等の素材 

への更新を推進します。 

③ トイレ前等のスペースに花壇を整備して草花や球根を植栽し

ます。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

          小・中学生 １時間２,７００円 

【休場日】第１・第３月曜日・年末年始（１２/２８～１/４）・１月 

駐車場  ２０台（野球場利用者専用） 一般利用者の駐車場無し 

トイレ 

（１カ所） 

 身障者用トイレ有 

開閉時間（８：００～１８：００） 

３月～１１月 ８:３０～２１:００ 

１２月～２月 ８:３０～１７:００ 

遊 具  無し 

主な花木  サクラ、ツバキ、キンモクセイ、サツキ、ツツジ等 

公園の特性と私

たちグループが

考える管理方針 

 桐原公園は、野球場が公園の半面を占め公園部分には遊具もないこ

とから、あまり子どもが集まる公園ではありません。そのためかゴミ

やタバコの吸い殻も多く、マナー違反の利用者が多いことから、こま

めな巡回と看板を設置することによりマナー遵守の注意喚起を行いま

す。 

施設の課題等 ① 野球場施設の老朽化 

② サクラの開花状況の問い合わせ 

③ ゴミやタバコの吸い殻の散乱 

課題解決に向け

た取組み 

① 照明施設や外周フェンス等の老朽箇所については、市と協議しなが 

らリスク分担の範囲内で修繕を行います。 

② まちづくり協会のホームページ上で開花状況を公開します。 

③ こまめな巡回と看板を設置することによりマナー遵守の注意喚起を 

行います。また、近隣の市民ボランティアと協働で管理をします。 

６ 遠藤公園 （広域避難場所）       資料編Ｐ３４ 植栽等年間管理計画 

住  所 藤沢市遠藤字南太平６３９番２ 

開設公園面積 ２．０６ｈａ 

公園種別 近隣公園 

主な施設 テニスコート、運動広場、自由広場、遊具、パーゴラ、屋外トイレ等 

開園時間 無休（テニスコート除く） 
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Ⅱ－２ 施設の管理

人工芝 

テニスコート 

２面 

（有料施設） 
利用時間 

通  年 

９:３０～１１:３０ 

１１:３０～１３:３０ 

１３:３０～１５:３０ 

１５:３０～１６:３０ 

４月～８月 １６:３０～１８:３０ 

【使用料】１面 １時間 ６００円 

【休場日】第１・第３月曜日・年末年始（１２/２８～１/４） 

駐車場  無し 

トイレ（１カ所）  身障者用トイレ有 

開閉時間 

４月～８月 ８:３０～１８:３０ 

９月～３月  ８:３０～１７:００ 

遊 具  ロープジャングルジム・ロープウェー・健康遊具・砂場 

主な花木  サクラ、ツツジ、フジ、サルスベリ等 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

遠藤公園は、植栽地よりもテニスコートや運動広場、自由広場等が

敷地の大半を占めています。テニスやグランドゴルフ、ソフトボール

等の利用者は、近隣住民のリピーターが多いので、引き続きアンケー

ト調査を行い、意見や要望に沿った対応を行うことで、地域住民の満

足度を高めます。 

施設の課題等 ① 今後、大きくなり防犯上の支障木になりうる樹木がある 

② トイレやベンチの老朽化 

③ 樹木が多く、園内に草花が少ないため彩りがない 

課題解決に向けた

取組み 

① 樹木の強剪定や必要に応じて樹木の更新を行います。 

② トイレについては、定期清掃の他、特別清掃を実施します。また、 

ベンチについては、市と協議しながらリスク分担の範囲内で修繕 

を行います。 

③ 花壇の新設を検討し、季節を感じる彩のある草花を植栽します。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

７ 湘南台公園 （広域避難場所）      資料編Ｐ３５ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市湘南台七丁目１６番 

開設公園面積 ２．６５ｈａ 

公園種別 近隣公園 

主な施設 テニスコート、植栽、花壇、パーゴラ、遊具、屋外トイレ、災害用トイ

レ（ベンチタイプ１０基）等 

開園時間 無休（テニスコート除く） 

人工芝 

テニスコート 

２面 

（有料施設） 利用時間 
通  年 

９:３０～１１:３０ 

１１:３０～１３:３０ 

１３:３０～１５:３０ 

１５:３０～１６:３０ 

４月～８月 １６:３０～１８:３０ 

【使用料】１面 １時間 ６００円 

【休場日】第１・第３月曜日・年末年始（１２/２８～１/４） 

駐車場  無し 

トイレ（１カ所）  身障者用トイレ有 

４月～８月  ８:３０～１８:３０ 

９月     ８:３０～１８:００ 

１０月～３月 ８:３０～１７:００ 

遊 具  複合遊具・スプリング遊具・シーソー・４連ブランコ・ロープウェー 

・登り棒等 

主な花木  サクラ、ツツジ、ハナミズキ、フジ等 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

 湘南台公園は、湘南台駅の至近にあり、昼間は乳幼児を連れた保護

者、平日の夕方などは小中学生で賑わう公園です。駅までの通り道と

して通り抜ける方も多く、夜間のスケートボード等、迷惑行為に対す

る通報も多くなっています。 

子どもから高齢者まで幅広い年齢の方々が利用され、夜間も通り抜

ける方がいる公園なので、電灯のこまめな確認や迷惑行為禁止の看板

を設置することにより、注意喚起を行います。 

施設の課題 ① スケートボードによる迷惑行為への対応 

② トイレのいたずら及び老朽化 

課題解決に向けた

取組み 

① 注意看板を設置し、行為を見かけた場合は声掛けをして、利用者 

のマナー向上を図ります。また、物理的にスケートボードができ 

ないような工夫もします。 

② 定期清掃の他、特別清掃を実施します。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

８ 神台公園              資料編Ｐ３６ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市辻堂神台一丁目６番２ 

開設公園面積 １．０ｈａ 

公園種別 近隣公園 

主な施設 芝生広場、植栽、藤棚、遊具、照明灯、屋外トイレ等 

開園時間 無休 

駐車場  無し 

トイレ（１カ所）  身障者用トイレ有 

通年 ８:００～１８:００ 

遊 具  滑り台・ジャングルジム・スイング遊具・スプリング遊具等 

主な花木  オオシマザクラ、ユリノキ、キンセンカ、フジ等 

公園の特性と私たち

グループが考える管

理方針 

 神台公園は、辻堂駅の至近にあり、昼間は乳幼児を連れた保護者

や近隣保育園の散歩で多くの方が利用される公園です。駅までの通

り道として通り抜ける方も多く、夜間のスケートボード等、迷惑行

為に対する通報も多くなっています。 

子どもから高齢者まで幅広い年齢の方々が利用され、夜間も通り

抜ける方がいる公園なので、電灯のこまめな確認や迷惑行為禁止の

看板を設置することにより、注意喚起を行います。 

施設の課題等 ① 芝生の立ち入りが自由なため、芝生の育成に支障がある。また、

公園内に草花や花木が少ない。 

② ボランティアと園内清掃は協働で行っているが、イベント等の 

協働事業がない。 

課題解決に向けた取

組み 

① 芝生は部分ごとに養生しながら育成管理を行っていきます。また、

公園内に彩のあるシバザクラを植栽します。 

② 平成３０年度に結成された公園愛護会の活動と連携します。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

９ 西浜公園              資料編Ｐ３７ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市片瀬海岸三丁目１番３０ 

開設公園面積 ０．７１ｈａ 

公園種別 近隣公園 

主な施設 テニスコート、壁当てコート、屋外トイレ、管理事務所等 

開園時間 無休（テニスコート・壁当てテニスコート・管理事務所を除く） 

有料施設  

テニスコート 

ハード２面 

利用時間 

通  年 

９:３０～１１:３０ 

１１:３０～１３:３０ 

１３:３０～１５:３０ 

１５:３０～１６:３０ 

４月～８月 １６:３０～１８:３０ 

【使用料】１面 １時間 ６００円 

【休場日】第２・第４月曜日・年末年始（12/28～1/4） 

駐車場  無し 

トイレ（２カ所）  管理事務所内（開閉時間はテニスコート利用時間と同じ） 

 屋外トイレ 

更衣室（２カ所） 管理事務所内 

遊 具  ４連ブランコ・３連低鉄棒・すべり台・シーソー・砂場等 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

 西浜公園は、比較的小規模な公園で敷地の半分程度をテニスコート

が占めています。園内のクロマツやクスノキは大木化し、アオサギや

カラスの繁殖時期には、巣作りが毎年盛んに行われます。 

野鳥の糞や落ち葉が毎日テニスコートに落ちるため、毎朝のテニス

コート清掃に苦慮します。 

私たちグループでは、藤沢市の木であるクロマツの保全を行うとと

もに、公園やテニスコート利用者が気持ちよく公園の利用ができるよ

う管理運営を行います。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

施設の課題等 ① トイレの老朽化 

② アオサギやカラスの糞 

③ 公園外周に越境枝が多い 

課題解決に向けた

取組み 

① 定期清掃の他、特別清掃を実施します。また、外壁の塗り替え等を

行うことで、明るい施設環境にします。 

② テニスコート上のフンは利用時間前に清掃し、園内巡回時にフン 

の始末を行います。 

③ 越境枝や地域住民からの要望については、現場確認を行い道路や 

民地部に影響がでないよう迅速に対応します。 

１０ 辻堂南部公園           資料編Ｐ３７ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市辻堂西海岸三丁目７,１８１番８ 

開設公園面積 １．９８ｈａ 

公園種別 近隣公園 

主な施設 野球場、テニスコート、多目的広場、芝生広場、駐車場等 

開園時間 有料施設利用時間と同じ 

有料施設 

テニスコート 

人工芝５面 

利用時間 

通  年 

９:３０～１１:３０ 

１１:３０～１３:３０ 

１３:３０～１５:３０ 

１５:３０～１６:３０ 

４月～８月 １６:３０～１８:３０ 

【使用料】１面 １時間 ６００円 

【休場日】第２・第４月曜日・年末年始（１２/２８～１/４） 
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Ⅱ－２ 施設の管理

野球場 

人工芝１面 

利用時間 

通  年 

８:３０～１０:３０ 

１０:３０～１２:３０ 

１２:３０～１４:３０ 

１４:３０～１６:３０ 

４月～８月 １６:３０～１８:３０ 

【使用料】 一   般 ２時間 ３,９００円 

      小・中学生 ２時間 １,６８０円 

【休場日】第２・第４月曜日・年末年始（１２/２８～１/４） 

駐車場  有料施設利用者専用 

   ４月～８月 ８：００～１９：００ 

   ９月～３月 ８：００～１７：００ 

トイレ（２カ所）  管理事務棟内、テニスコート横 

開閉時間 有料施設利用時間と同じ 

更衣室（２カ所） 管理事務所内、テニスコート横 

遊 具  なし 

公園の特性と私た

ちグループが考え

る管理方針 

 辻堂南部公園は、下水処理施設の上部にあるため、植栽地はほと

んどなく、野球場、テニスコート、多目的広場、芝生広場が設置さ

れ、植栽管理以外の受付業務や施設整備業務が多い公園です。特に

野球場は、ピッチャーマウンドとベース周りがアンツーカーなので、

日々のメンテナンスが必要となります。 

私たちグループでは、有料施設や無料施設を問わず、利用者が気

持ちよく安全に施設の利用ができるよう管理運営を行います。 

施設の課題等 ① 野球場及びテニスコートの人工芝の劣化 

② 一般の来園者が少ない 

課題解決に向けた

取組み 

① こまめに点検し、部分的な補修を行うなど、利用者に不便と危険 

が及ばないよう管理します。 

② ホームページ等で多目的広場の利用を呼びかけ、利用率の向上に 

努めます。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

１１ 境川緑地             資料編Ｐ３８ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市大鋸二丁目４７番１他 

開設公園面積 ０．３９ｈａ 

公園種別 緑地 

主な施設 植栽、園路等 

開園時間 無休 

駐車場  無し 

トイレ  無し 

遊 具  無し 

公園の特性と私

たちグループが

考える管理方針 

 境川緑地の敷地面積はあまり広くありませんが、老木化した樹木

もあり、将来は樹木の更新も見据えた管理運営が必要となります。 

藤沢駅に近いことから遊歩道を通勤や通学に利用する方も多く、

夜間の通行も多いため、私たちグループでは、街灯のこまめな確認

や迷惑行為禁止の看板を設置することにより、注意喚起を行います。 

施設の課題等 ① 樹木の老木化 

② 街灯の不点灯 

課題解決に向け

た取組み 

① 倒木の恐れがある危険木等を常に把握し、台風や強風時には巡回 

を強化し、不測の事態に備えます。 

また、危険木については、市と協議のうえ、必要があれば伐採し 

ます。 

② 台風や大雨等の後に街灯が不点灯になることがあるので、注意確 

認を行い、点灯していない街灯を発見した際には、迅速に復旧処 

理を行います。 
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Ⅱ－２ 施設の管理

１２ 引地川緑地            資料編Ｐ３９ 植栽等年間管理計画

住  所 藤沢市鵠沼海岸二丁目～湘南台二丁目地内（竜宮橋～湘南台橋他） 

開設公園面積 ８．１１ｈａ 

公園種別 緑地 

主な施設 噴水広場、植栽、パーゴラ、遊具、園路、屋外トイレ等 

開園時間 無休 

駐車場  無し 

トイレ（１カ所）  親水広場（身障者用トイレ有） 

開閉時間 

４月～９月 ８:３０～１８:００ 

１０月～３月 ８:３０～１７:００ 

遊 具  タイヤブランコ・滑り台・鉄棒・複合遊具等 

噴水池  親水広場  

※現在ポンプ施設等、老朽化により故障中、修繕予定なし 

※池に降りる扉の開閉は、トイレ開閉時間と同じ 

主な花木  サクラ、ツツジ、サルスベリ等 

公園の特性と私

たちグループが

考える管理方針 

 引地川緑地は市北部から海岸近くの南部まで広域な緑地のため、

樹木管理や草地管理等の要望も多く寄せられます。 

私たちグループでは、過去の要望と対応をまとめた処理簿を参考

に、作業を行うことで苦情の件数を削減します。 

施設の課題等 ① 樹木の老木化 

② 樹木の大木化及び道路上への越境 

課題解決に向け

た取組み 

① 倒木の恐れがある危険木等を常に把握し、台風や強風時には巡回 

を強化し、不測の事態に備えます。 

また、危険木については、市と協議のうえ、必要があれば伐採し 

ます。 

② 大木化した樹木や道路上への越境枝については、現場確認を行い 

道路や遊歩道に影響がでないよう、強剪定や必要に応じて樹木の 

更新をします。 
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Ⅱ－２ 施設の管理 

■再委託業務 

管理運営を効果的かつ効率的に遂行するため、次の業務を専門業者へ再委託します。 

なお、業務の執行にあたっては、事前に市へ再委託承認願いを提出し、承認を得たうえで 

執行します。 

業 務 名 再委託先及び選定方法 

古民家・長屋門他管理事務所等警備業務 

（新林公園・大庭城址公園・親水公園） 

綜合警備保障株式会社（市内業者） 

現在の機械警備システムが綜合警備保障のもの

であり、当該業務においても適切かつ円滑に行っ

てきた実績があります。 

西浜公園管理事務所警備業務委託 

（西浜公園） 

セコム株式会社（市内業者） 

現在の機械警備システムがセコムのものであり、

当該業務においても適切かつ円滑に行ってきた

実績があります。 

古民家・長屋門建物保守点検業務 

（新林公園） 

藤沢市の指名入札登録業者または、実績のある

業者を選定し、適切な業者に委託します。 

（市内業者優先に努めます） 

古民家・長屋門消毒業務 

（新林公園） 

藤沢市の指名入札登録業者または、実績のある

業者を選定し、適切な業者に委託します。 

（市内業者優先に努めます） 

高圧電気保守点検業務 

（大庭城址公園・親水広場・桐原公園野球

場） 

藤沢市の指名入札登録業者であり、当該業務に

おいても適切かつ円滑に行ってきた実績がありま

す。 

便所浄化槽保守点検業務 

（親水公園左岸） 

藤沢市の指名入札登録業者または、実績のある

業者を選定し、適切な業者に委託します。 

（市内業者優先に努めます） 

野球場夜間照明保守点検業務 

（桐原公園） 

藤沢市の指名入札登録業者または、実績のある

業者を選定し、適切な業者に委託します。 

（市内業者優先に努めます） 

遊具専門的点検業務 

（桐原公園・辻堂南部公園・境川緑地を除

く各公園） 

藤沢市の指名入札登録業者または、実績のある

業者を選定し、適切な業者に委託します。 

（市内業者優先に努めます） 

消防設備点検 

（大庭城址公園・新林公園・西浜公園・辻

堂南部） 

藤沢市の指名入札登録業者または、実績のある

業者を選定し、適切な業者に委託します。 

（市内業者優先に努めます） 

再委託業務の指導監督方法                                  

契約書及び設計書、仕様書に基づき、業務内容の確認、業務完了の確認を行い業務終了時

には報告書の提出を義務づけます。 

また、業務に不適切なところがあった場合は速やかに是正させます。 
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Ⅱ－３ 危機管理体制 

（１）防犯・防災対策

【防犯対策について】 

 公園は夜間も出入りが自由なため、火遊びや落書き、自動販売機や施設へのいたずら等犯

罪に結びつく事例も発生しています。

私たちグループでは、定期的な巡回の他、夏休み期間中の夜間パトロールや冬休み期間中

の巡回パトロールを行い、利用者が安全に公園の利用ができるよう防犯対策に努めます。

新林公園には藤沢市の指定文化財である貴重な古民家と長屋門がありますが、私たちグル

ープでは、公園内に防犯カメラシステムを設置し、夜間に不審者等が古民家や長屋門に近づ

かないよう立ち入りを規制して、貴重な文化財を火事やいたずら等から守ります。 

また、新林公園及び大庭城址公園、引地川親水公園については、機械警備システムを設置

し、夜間や管理人の不在時（管理事務所等の供用時間外）の不測の事態に備えます。 

【過去の管理経験から有する事例の活用】 

私たちグループでは、過去に発生した各公園の犯罪やいたずら等について、発生経緯や対

応についての記録を処理簿として作成し保管しています。 

各公園の危険要因や安全要件について、今まで培ってきた公園の管理経験と保管している

過去の処理簿を活用して詳しく分析した後、各公園に即したきめ細かな防犯対策を行うこと

で、公園の安全対策を図ります。 

【公園空間の危険要因】

物理的に周囲からの視線が断ち切られて人の目が届かない公園や、周囲から孤立して人の

目が向けられない公園は、犯罪等を誘発する危険な場所となる恐れがあります。 

「藤沢市道、公園及び自転車等駐車場に関する防犯上のガイドライン」における犯罪機会

論を常に意識し管理運営を行います。 

なお、公園空間の危険要因としては以下のような事例が考えられます。 
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Ⅱ－３ 危機管理体制 

【公園空間の安全要件】

犯罪の起こりにくい安全な公園は、周囲からの見通しも良く利用者にも近隣住民等にも快

適な空間であり、地域に親しまれた公園です。 

公園空間の安全要件としては以下のような事例が考えられます。 

公園の植栽や施設配置等によって人目が遮られる。昼間から薄暗い空間となっている 

・管理が行き届いていない生い茂った低中高木が密植されている。 

・周辺環境より盛土等により高い場所に設置されている。 

・子ども達の姿を覆い隠すような大型遊具や障壁、倉庫等が設置されている。 

・昼間でも薄暗く、人通りのない場所に設置されている。 

公園と隣接する建物等により周囲から人の目が届かない                

・隣接する住宅が公園に背向かいに建っている。 

・公園との境界に高い塀や高木の密植、物置等が設置されている。 

・大型倉庫や駐車場、農地等に隣接されている。 

公園と近隣住民、公園利用者との関係                                               

・全体的に活力を失った印象になっている。 

・公園外周道路に放置自動車等が散見される。 

・地域住民等の利用がなく汚れた公園になっている。（ゴミの散乱や遊具の破損、落書き等）

・地域そのものが活力を失い荒廃している。（シャッター商店街等） 

公園の管理に関するもの                              

・手入れされた低木と十分に剪定された高木によって、見通しが良い。 

・日常的に公園管理に係る者が常駐（巡回）し注意を払っている。 

・公園内の花壇等が適切に整備され、公園内に彩りがある。（常に人の手がかかっている印

象を与える、視覚的に薄暗い印象を与えない） 

・公園内の照明（照度）が適切に保たれ、夜間でも人の行動が確認できる。 

・近隣住民や公園愛護会等が公園管理に関わっており、異変等に気付きやすい。 

公園の利用に関するもの                              

・一日を通して近隣住民等の利用がある。 

・公園利用者同士で交流がある。（顔馴染み等で会釈や挨拶が交わされている） 

公園の周辺環境に関するもの

・隣接する住民等が閉鎖的ではなく、利用者と近隣住民でお互いの存在が感じられている。

・幼稚園・保育園や小学校など活発な施設が隣接している。 
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（２）緊急時の対応

まちづくり協会は、長年の管理経験をもとに、災害発生時を想定した事業継続基本方針を

策定する他、大地震発生時の対応として「事業継続計画（ＢＣＰ）地震編」（以下「ＢＣＰ地

震編」といいます。）及び感染症発生時の対応として「事業継続計画（ＢＣＰ）感染症編」（以

下「ＢＣＰ感染症編」といいます。）を策定しました。災害や感染症の発生時にはまちづくり

協会が策定した「ＢＣＰ地震編」及び「ＢＣＰ感染症編」に基づいて、グループの全員が共

通の認識を持ち、速やかな対応を行えるよう備えています。

また、公園内の樹木も大きく生育していることから、気象災害による倒木等で来園者や近

隣住宅への危険性も懸念されます。こうした状況を踏まえ私たちは、日頃より防災対策に関

心を持ち、災害時には来園者や地域住民の安全確保を第一に迅速かつ適切な措置を講じます。

【災害発生時（緊急時）の対応】

大地震発生時には、「ＢＣＰ地震編」に基づき、職員が危機管理体制をとるとともに、地

震情報を速やかに入手して防災政策課（災害対策本部）、危機管理課、公園課、各市民セン

ター等と連携し来園者の安全を確保します。 

また、必要に応じて、津波避難場所や避難所への誘導等の対応を図るとともに、大地震に

より生じた被害については関係機関と連携し、速やかな復旧対応を図ります。 

津波警報が発令された際の津波避難場所を来園者等に周知するため、「津波ハザードマッ

プ」や「ぐるっと藤沢マップ」等を各公園の管理事務所及び管理人室等に常備し、速やかな

対応を図ります。 

台風等の風水害時には、藤沢市防災配備体制に準じて運営管理責任者の指示のもと、職員

を配備し、園内の巡回調査により危険箇所の発見、対策、報告を行い、利用者への情報提供

並びに安全確保及び施設に隣接した道路や民家への被害拡大を防ぎます。 

インフルエンザ等の感染症が発生した場合についても、「ＢＣＰ感染症編」に基づき、感

染が蔓延しないよう速やかな対応を行います。 

【藤沢市指定文化財の防火対策】

藤沢市の歴史ある貴重な文化財である新林公園の古民家と長屋門については、防火管理者

である運営管理総括責任者のもと、運営管理担当者と現地管理人で災害時を想定し、放水銃

１ 運営管理総括責任者、現場管理総括責任者、運営管理担当者が対応の協議を行います。 

２ 運営管理担当者から各公園現場責任者へ巡回等対応の指示を行います。 

３ 各公園現場責任者が公園内を巡回（危険個所を発見した場合は速やかに危険回避の処置

をとります。また、台風等通過後は被害の処置（修復等）をとります）を行います。 

４ 各公園現場責任者から運営管理担当者へ巡回・処置の結果を報告します。 

５ 運営管理担当者が運営管理総括責任者と現場管理総括責任者に報告します。 

６ 運営管理担当者から公園課に報告します。 

台風等災害が予想される場合（緊急時） 
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Ⅱ－３ 危機管理体制 

の操作及び放水確認、訓練用水消火器での模擬消火訓練を実施します。

【広域避難場所としての管理】

新林公園、片瀬山公園、大庭城址公園、遠藤 

公園、湘南台公園及び神台公園は、「藤沢市地域 

防災計画」に基づき、地域住民を大火災の輻射 

熱や煙から守るための広域避難場所に指定され 

ており、その機能を維持するよう管理します。

【事故等緊急時の対応】 

事故等発生時にはケガ人の救助を最優先としたうえ、二次災害防止のため現場付近を立ち

入り禁止にするなどの処置をし、事故発生状況の確認、事故原因の究明、再発防止策を検討

し、迅速な対応を図ります。 

【災害時における協定】 

藤沢市緑化事業協同組合は、藤沢市と「公園・みどりの広場・緑地等に関する災害応急

処置の協力に関する協定書」を締結しております。 

災害時には、迅速かつ適切な防災活動及び復旧作業にあたります。

運営管理総括責任者 

現場管理総括責任者 

（協議・確認） 

運営管理担当者 

（協議・確認・報告）

各公園現場責任者 

・巡回 

・危険個所の対応 

・被害箇所の修復 

・報告 
公園課 

指定管理担当者

事故対応フロー 事故発生！

救急車要請

負傷者の有無の確認

発生状況の把握

運営管理総括責任者に連絡 

現場管理総括責任者に連絡

危険箇所の立入禁止処置

藤沢市

公園課他、

関係機関に連絡

意識、呼吸、脈拍、

出血など身体の確認

救急受診ガイド等に 
より対応を判断

応急処置

藤沢市

公園課他、

関係機関に連絡

運営管理総括責任者に連絡 

現場管理総括責任者に連絡

運営管理総括責任者に連絡 

現場管理総括責任者に連絡

無し

有り
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Ⅱ－３ 危機管理体制 

ＡＥＤの使用講習会状況

作業前

（ミーティングと

 使用器具等点検）
・職員間で作業内容の確認

・安全作業ミーティング実施

・使用器具等のチェック

作業後

（発生材処理と

ミーティング）
・周辺の安全確認

発生材飛散等の処理

・ミーティング

（反省、課題確認等）

作業中

（来園者への周知と

立入制限）
・管理作業中の表示板設置

・作業区域の立入制限

安全確認の基本

【ＡＥＤの設置】

公園利用者等が事故や病気で心肺停止状

態になった時のために、職員は救命救急の

研修を受けています。有料公園施設のある

引地川親水公園、遠藤公園、湘南台公園、辻

堂南部公園、西浜公園と新林公園、大庭城

址公園に設置してあるＡＥＤ[自動体外式

除細動器]の操作研修も受講し、救急車の到

着までに早い段階での応急処置ができる体

制を整えています。 

【植物管理における安全対策】

植物管理作業時には、剪定器具や機械等の使用により、利用者はもちろんのこと、作業者

自身への危険も予測され、天候や作業形態、作業場所によっても危険度が変化します。 

作業前に作業内容と使用器具等の確認を行い、作業者に「安全第一」であることを周知徹

底します。 

作業者は、作業実施前にカラー

コーン等で作業区域への立ち入り

制限と「作業中」の表示板を設置

し、来園者に作業中であることを

周知します。また、作業者自身は、

作業時に安全ベルトやヘルメット

等の着用を徹底し、発生材が飛散

しないよう、周辺の安全を確認し

ながら作業を行います。 

作業後は、発生材等が飛散して

いないか確認するとともに、適切

な処理を行い、作業において課題

や問題がなかったかを確認します。 

また、使用器具や道具類につい

ては、定期的に安全点検等を行い、

事故の無い施設管理に努めます。 

【ボランティア等の作業時における安全対策】

公園美化推進団体「新林公園みどりの会」をはじめ公園愛護会等との協働作業時には、天

候や現場状況をあらかじめ確認し、安全に作業ができることを条件に作業を行います。職員

は作業者の服装や使用する用具を確認するとともに、作業時の安全対策や熱中症などに対す

る指導・助言も行います。 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

（１）人員体制

【労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮について】 

まちづくり協会では、職員の雇用・労働条件について、「労働基準法（昭和２４年法律第４

９号）」、「労働契約法（平成１９年法律第１２８号）」、「労働安全衛生法（昭和４７年法律第

５７号）」、「最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）」、及び「障がい者の雇用の促進等に関

する法律（昭和３５年法律第１２３号）」等を遵守しています。 

また、まちづくり協会と緑化組合は、当該指定管理事業を共同連携して効果的かつ効率的

に運営及び維持管理することを目的に共同事業体を設立したことから、それぞれの役割と責

任を明確にして管理運営を行います。 

【業務の分担】

団 体 名 主な業務内容 

まちづくり協会 

藤沢市及びその他関係機関との調整・協議・報告、公園利

用者集計、市民の苦情や要望の取りまとめ、アンケート調

査の分析・結果集計、企画事業の立案実施、公園巡回等 

緑化組合 
植物及び施設の管理、警備、小規模修繕、有料公園施設の

現地利用者対応、日常的な維持管理業務等 

【執行体制】

指示 

（緊急時等） 

藤沢市役所 

公園課 

藤沢市まちづくり協会・藤沢市緑化事業協同組合グループ 

① グループ総括責任者（まちづくり協会理事長） 

② 運営管理総括責任者（まちづくり協会事業課長）

③ 現場管理総括責任者（緑化組合理事）

④ 運営管理担当者 

（まちづくり協会職員） 

（緑化組合員） 

⑤ 各公園現場責任者 

（緑化組合員）

新林公園・片瀬山公園・大庭城址公園・

湘南台公園・桐原公園・遠藤公園・ 

引地川親水公園・神台公園・引地川緑

地・境川緑地・西浜公園・辻堂南部公園 

⑥ 現場管理人等従事者 

・新林公園 古民家・長屋門 

 ・大庭城址公園管理棟 

 ・引地川親水公園管理棟 

 ・湘南台公園テニスコート 

 ・遠藤公園テニスコート 

 ・西浜公園テニスコート 

 ・辻堂南部公園テニスコート・野球場 

指示・協議

連絡・報告等 

指示

指示

連絡・報告・協議

連絡・報告等 

協

議 

協

議

指示 指示 連絡 

報告等 

連絡 

報告等 

連絡 

指示等 

連絡 

報告等 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

【配置と役割】         《花見時期やイベント開催時は配置人数の増員あり》

【各公園の予定担当会社】（緑化組合） 

各公園の担当会社は、緑化組合の共同受注委員会の選定後、理事会に諮り決定します。 

公園名 担当会社 公園名 担当会社 

新林公園 

引地川緑地左岸 
（株）小池造園 

引地川親水公園

右岸 
（株）登志ま園 

片瀬山公園 

引地川緑地右岸 

境川緑地 

湖南造園（株） 
引地川親水公園

左岸 
（株）嵯峨造園土木 

大庭城址公園 （株）湘南グリーンサービス 神台公園 蛭田造園（株） 

湘南台公園 

桐原公園 
（株）青木造園土木

西浜公園 

辻堂南部公園 
（株）橋本造園土木 

遠藤公園 帖佐造園土木（株） 資料編Ｐ４１ 従事者の経験年数 

 配 置 役 割 人数 

①
グループ総括責任者 

（まちづくり協会理事長） 
事業全体の総括責任者 １ 

②
運営管理総括責任者 

（まちづくり協会事業課長） 

市や関連機関、市民との調整、文書の保管、

企画事業の立案・実施、施設の防火管理者、

予算執行管理の総括責任者 

１ 

③
現場管理総括責任者 

（緑化組合理事） 

各公園の執行管理、現場予算管理の総括責任

者 
１ 

④

運営管理担当者 

（まちづくり協会職員） 

市や関連機関、市民との調整、文書の保管、

企画事業の立案・実施、予算執行管理、事業

全体の調整 

２ 

運営管理担当者 

（緑化組合員） 

公園全体の工程・出来高・品質・予算管理の

責任者 

２ 

⑤

各公園現場責任者 

（緑化組合員） 
各公園の工程・出来高・品質・予算管理等 １ 

現場作業員 

（緑化組合員） 
公園での直接作業 

作業に

より２

～６人 

⑥ 古民家・長屋門管理人 
古民家・長屋門の管理、見学者への対応、園

内パトロール及びゴミ拾い等 
２ 

⑦ 大庭城址公園管理人 管理事務所の管理、園内巡回及びゴミ拾い等 1 

⑧ 引地川親水公園管理人 管理棟の管理、園内巡回及びゴミ拾い等 1 

⑨
湘南台公園テニスコート管理

人 

テニスコート利用者への対応（対応時間は原

則として受付時間帯のみとします。）、門扉開

閉及びテニスコート整備等 

1 

⑩ 遠藤公園テニスコート管理人 

テニスコート利用者への対応（対応時間は原

則として受付時間帯のみとします。）、門扉開

閉及びテニスコート整備等 

1 

⑪ 西浜公園テニスコート管理人
テニスコート利用者への対応、門扉開閉及び

テニスコート整備、園内巡回及びゴミ拾い等
１ 

⑫ 辻堂南部公園管理人 

テニスコート・野球場利用者への対応、門扉

開閉及びテニスコート・野球場整備、園内巡

回及びゴミ拾い等 

３ 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

【職員等の育成と研修計画について】

職員等の育成に係る全体方針                                  

まちづくり協会は、藤沢市の出資法人として人材育成に係る全体方針を次のように定め、

取り組んでいますが、当該指定管理事業に携わる全ての職員と社員がこの方針に基づき、藤

沢市の公共施設の管理を行うものとしての自覚と意識をさらに高めるよう人材の育成を行い

ます。 

「藤沢市まちづくり協会の人材育成に係る全体方針」 

 藤沢市まちづくり協会は、きめ細かな市民サービスの向上を図るこ

とにより、魅力ある都市形成と豊かな地域社会の実現に努めるため藤

沢市により設立された公益法人であるとともに、公共施設の管理事業

を主に行なっていることから、次の職員像を理想に掲げ、市民一人ひ

とりから信頼を寄せられる職員を育成するよう努めるものである。 

 ・市民に信頼される職員 

・高い業務遂行能力を持った職員 

 ・まちづくり協会の役割を理解し、自ら考え行動する職員 

研修計画                                       

人材育成の考え方とともに、まちづくり協会の「職員研修要綱」に基づいて、公園管理や

緑化推進事業に役立つ各種研修や接遇研修を組み合わせた体系的な研修を実施します。 

なお、研修についてはグループ全員を対象として毎年実施します。 

・接遇研修 

・個人情報保護及び情報公開研修 

・普通救命講習 

・危機管理研修 

・その他研修 

施設を管理するうえで必要な以下の講習会については、施設管理責任者又は担当職員が受

講します。 

・農薬販売者講習会 

・農薬安全使用講習会 

・不当要求防止責任者講習 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

職員の資格取得制度について                             

まちづくり協会では、資格の取得が担当業務に関する知識の獲得に役立つとともに、業務

の質の向上を図るうえでも大変重要と考え、次の制度等により積極的に資格の取得を推進し

ています。 

・通信教育助成制度 

職員の自己研鑽を支援し、業務に必要な知識やビジネスの常識の習得、業務遂行能力の

向上を目的に、通信教育の費用の一部助成を行っています。 

・資格取得支援制度 

法的に必要な資格の取得や組織的に業務遂行能力の向上を図る場合など、取得に必要な

費用の支援を行い、資格の取得を推進しています。 

・ｅラーニング 

情報セキュリティやハラスメント防止等に関する必修コースに加え、職員の職務遂行能

力の向上などのため、１００以上のコースから受講することが可能になっています。 

グループの資格取得実績について                             

グループの職員及び社員が取得している、当該指定管理事業の業務遂行上、必要な資格及

び受講した講習の一例は次のとおりです。 

資料編Ｐ４２ 資格取得状況

ＮＯ 資格名 （藤沢市まちづくり協会職員取得） ＮＯ 資格名 （藤沢市緑化協同組合社員取得） 

１ 公園管理運営士 １ １級造園施工管理技士 

２ 1 級園芸装飾技能士 ２ ２級造園施工管理技士 

３ ２級造園施工管理技士 ３ 1 級土木施工管理技士 

４ 園芸福祉士 ４ ２級土木施工管理技士 

５ グリーンアドバイザー ５ １級造園技能士 

６ ハーブコーディネーター ６ ２級造園技能士 

７ ユニバーサルデザインコーディネーター３級 ７ 体育施設管理士 

８ 甲種防火管理者 ８ 樹木医 

９ 農薬安全使用講習会受講 ９ 環境再生医上級及び中級 

１０ 不当要求防止責任者講習 １０ 街路樹剪定士 

１１ 普通救命講習Ⅰ １１ ２級ビオトープ計画管理士 

  １２ 自然再生士 

  １３ 農薬安全使用講習会受講 

  １４ 遊具の日常点検講習 

  １５ 普通救命講習Ⅰ 

１６ 
藤沢市認定 

公園・緑地及び街路樹管理事業者養成講座 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

（２）収支予算書 資料編Ｐ４４ 収入支出予算書団体別内訳

平成３１年度 収支予算書                              

収入内訳  単位：円 

名  称 金  額（円） 摘    要 

事業収入 253,609,440   

 指定管理料 231,809,440  市からの指定管理料 

 利用料金収入 13,550,000  有料公園施設利用料金 

 販売手数料収入 8,100,000  自動販売機等収入 

 企画事業収入 150,000  講習会参加料等 

寄付金収入 100,000  寄付金 

雑収入 650,000   自動販売機電気料等 

合 計 254,359,440 

支出内訳   単位：円 

名  称 金 額 摘   要 

人件費 153,253,000  まちづくり協会、緑化事業協同組合人件費 

配分金 31,075,000  公園管理、便所等開閉・清掃業務、辻堂南部公園等 

諸謝金支出 200,000  企画事業講師料等 

福利厚生費 40,000  福利厚生会費、健康診断料等 

旅費交通費支出 10,000  講習会等参加旅費 

需用費支出 9,907,000   

 消耗品費支出 2,700,000  事務用品、現場作業用品、草花等 

 印刷製本費支出 50,000  パンフレット印刷代等 

 燃料費支出 200,000  ガソリン代 

 修繕費支出 6,957,000  施設等小規模修繕 

光熱水料費支出 12,700,000  電気・上下水道料 

役務費支出 13,807,000   

 手数料支出 12,917,000  施設利用受付手数料、現場作業手数料等 

 通信運搬費支出 180,000  電話代（古民家・大庭城址・西浜・辻堂南部） 

 保険料支出 710,000  施設賠償・指定管理者賠償保険料 

委託費支出 5,300,000  新林公園他２管理事務所警備等 

使用料及び賃借料支出 707,000  車両リース料、ＡＥＤリース料等 

原材料支出 100,000  丸太、ベニヤ等 

支払負担金 240,000  辻堂南部公園電気、水道料 

工事請負費 559,000  公園施設工事料 

租税公課支出 20,000  契約印紙代 

小 計 227,918,000   

一般管理費 7,600,000   

計 235,518,000   

消費税相当額 18,841,440 8% 

合 計 254,359,440 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

資料編Ｐ４６ 収入支出予算書内訳

平成３２年度 収支予算書                              

収入内訳  単位：円 

名  称 金  額（円） 摘    要 

事業収入 253,609,440   

 指定管理料 231,809,440  市からの指定管理料 

 利用料金収入 13,550,000  有料公園施設利用料金 

 販売手数料収入 8,100,000  自動販売機等収入 

 企画事業収入 150,000  講習会参加料等 

寄付金収入 100,000  寄付金 

雑収入 650,000   自動販売機電気料等 

合 計 254,359,440 

支出内訳   単位：円 

名  称 金 額 摘   要 

人件費 153,283,000  まちづくり協会、緑化事業協同組合人件費 

配分金 31,075,000  公園管理、便所等開閉・清掃業務、辻堂南部公園等 

諸謝金支出 200,000  企画事業講師料等 

福利厚生費 40,000  福利厚生会費、健康診断料等 

旅費交通費支出 10,000  講習会等参加旅費 

需用費支出 9,907,000   

 消耗品費支出 2,700,000  事務用品、現場作業用品、草花等 

 印刷製本費支出 50,000  パンフレット印刷代等 

 燃料費支出 200,000  ガソリン代 

 修繕費支出 6,957,000  施設等小規模修繕 

光熱水料費支出 12,700,000  電気・上下水道料 

役務費支出 13,807,000   

 手数料支出 12,917,000  施設利用受付手数料、現場作業手数料等 

 通信運搬費支出 180,000  電話代（古民家・大庭城址・西浜・辻堂南部） 

 保険料支出 710,000  施設賠償・指定管理者賠償保険料 

委託費支出 5,300,000  新林公園他２管理事務所警備等 

使用料及び賃借料支出 707,000  車両リース料、ＡＥＤリース料等 

原材料支出 100,000  丸太、ベニヤ等 

支払負担金 240,000  辻堂南部公園電気、水道料 

工事請負費 529,000  公園施設工事料 

租税公課支出 20,000  契約印紙代 

小 計 227,918,000   

一般管理費 7,600,000   

計 235,518,000   

消費税相当額 18,841,440 8% 

合 計 254,359,440 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

資料編Ｐ４８ 収入支出予算書内訳

平成３３年度 収支予算書                              

収入内訳  単位：円 

名  称 金  額（円） 摘    要 

事業収入 253,609,440   

 指定管理料 231,809,440  市からの指定管理料 

 利用料金収入 13,550,000  有料公園施設利用料金 

 販売手数料収入 8,100,000  自動販売機等収入 

 企画事業収入 150,000  講習会参加料等 

寄付金収入 100,000  寄付金 

雑収入 650,000   自動販売機電気料等 

合 計 254,359,440 

支出内訳   単位：円 

名  称 金 額 摘   要 

人件費 153,358,000  まちづくり協会、緑化事業協同組合人件費 

配分金 31,075,000  公園管理、便所等開閉・清掃業務、辻堂南部公園等 

諸謝金支出 200,000  企画事業講師料等 

福利厚生費 40,000  福利厚生会費、健康診断料等 

旅費交通費支出 10,000  講習会等参加旅費 

需用費支出 9,907,000   

 消耗品費支出 2,700,000  事務用品、現場作業用品、草花等 

 印刷製本費支出 50,000  パンフレット印刷代等 

 燃料費支出 200,000  ガソリン代 

 修繕費支出 6,957,000  施設等小規模修繕 

光熱水料費支出 12,700,000  電気・上下水道料 

役務費支出 13,807,000   

 手数料支出 12,917,000  施設利用受付手数料、現場作業手数料等 

 通信運搬費支出 180,000  電話代（古民家・大庭城址・西浜・辻堂南部） 

 保険料支出 710,000  施設賠償・指定管理者賠償保険料 

委託費支出 5,300,000  新林公園他２管理事務所警備等 

使用料及び賃借料支出 707,000  車両リース料、ＡＥＤリース料等 

原材料支出 100,000  丸太、ベニヤ等 

支払負担金 240,000  辻堂南部公園電気、水道料 

工事請負費 454,000  公園施設工事料 

租税公課支出 20,000  契約印紙代 

小 計 227,918,000   

一般管理費 7,600,000   

計 235,518,000   

消費税相当額 18,841,440 8% 

合 計 254,359,440 

60



Ⅱ－４ 人員体制・経費 

資料編Ｐ５０ 収入支出予算書内訳

平成３４年度 収支予算書                              

収入内訳  単位：円 

名  称 金  額（円） 摘    要 

事業収入 253,609,440   

 指定管理料 231,809,440  市からの指定管理料 

 利用料金収入 13,550,000  有料公園施設利用料金 

 販売手数料収入 8,100,000  自動販売機等収入 

 企画事業収入 150,000  講習会参加料等 

寄付金収入 100,000  寄付金 

雑収入 650,000   自動販売機電気料等 

合 計 254,359,440 

支出内訳   単位：円 

名  称 金 額 摘   要 

人件費 153,427,000  まちづくり協会、緑化事業協同組合人件費 

配分金 31,075,000  公園管理、便所等開閉・清掃業務、辻堂南部公園等 

諸謝金支出 200,000  企画事業講師料等 

福利厚生費 40,000  福利厚生会費、健康診断料等 

旅費交通費支出 10,000  講習会等参加旅費 

需用費支出 9,907,000   

 消耗品費支出 2,700,000  事務用品、現場作業用品、草花等 

 印刷製本費支出 50,000  パンフレット印刷代等 

 燃料費支出 200,000  ガソリン代 

 修繕費支出 6,957,000  施設等小規模修繕 

光熱水料費支出 12,700,000  電気・上下水道料 

役務費支出 13,807,000   

 手数料支出 12,917,000  施設利用受付手数料、現場作業手数料等 

 通信運搬費支出 180,000  電話代（古民家・大庭城址・西浜・辻堂南部） 

 保険料支出 710,000  施設賠償・指定管理者賠償保険料 

委託費支出 5,300,000  新林公園他２管理事務所警備等 

使用料及び賃借料支出 707,000  車両リース料、ＡＥＤリース料等 

原材料支出 100,000  丸太、ベニヤ等 

支払負担金 240,000  辻堂南部公園電気、水道料 

工事請負費 385,000  公園施設工事料 

租税公課支出 20,000  契約印紙代 

小 計 227,918,000   

一般管理費 7,600,000   

計 235,518,000   

消費税相当額 18,841,440 8% 

合 計 254,359,440 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

資料編Ｐ５２ 収入支出予算書内訳

平成３５年度 収支予算書                              

収入内訳  単位：円 

名  称 金  額（円） 摘    要 

事業収入 253,609,440   

 指定管理料 231,809,440  市からの指定管理料 

 利用料金収入 13,550,000  有料公園施設利用料金 

 販売手数料収入 8,100,000  自動販売機等収入 

 企画事業収入 150,000  講習会参加料等 

寄付金収入 100,000  寄付金 

雑収入 650,000   自動販売機電気料等 

合 計 254,359,440 

支出内訳   単位：円 

名  称 金 額 摘   要 

人件費 153,485,000  まちづくり協会、緑化事業協同組合人件費 

配分金 31,075,000  公園管理、便所等開閉・清掃業務、辻堂南部公園等 

諸謝金支出 200,000  企画事業講師料等 

福利厚生費 40,000  福利厚生会費、健康診断料等 

旅費交通費支出 10,000  講習会等参加旅費 

需用費支出 9,907,000   

 消耗品費支出 2,700,000  事務用品、現場作業用品、草花等 

 印刷製本費支出 50,000  パンフレット印刷代等 

 燃料費支出 200,000  ガソリン代 

 修繕費支出 6,957,000  施設等小規模修繕 

光熱水料費支出 12,700,000  電気・上下水道料 

役務費支出 13,807,000   

 手数料支出 12,917,000  施設利用受付手数料、現場作業手数料等 

 通信運搬費支出 180,000  電話代（古民家・大庭城址・西浜・辻堂南部） 

 保険料支出 710,000  施設賠償・指定管理者賠償保険料 

委託費支出 5,300,000  新林公園他２管理事務所警備等 

使用料及び賃借料支出 707,000  車両リース料、ＡＥＤリース料等 

原材料支出 100,000  丸太、ベニヤ等 

支払負担金 240,000  辻堂南部公園電気、水道料 

工事請負費 327,000  公園施設工事料 

租税公課支出 20,000  契約印紙代 

小 計 227,918,000   

一般管理費 7,600,000   

計 235,518,000   

消費税相当額 18,841,440 8% 

合 計 254,359,440 
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Ⅱ－４ 人員体制・経費 

（３）効率的な運営

① 清掃・植物等管理経費の縮減（収支予算書緑化組合人件費）               

清掃や植物等の管理経費については、緑化組合が直接行うことで、市場積算価格の８５％

相当額を提案し、経費の縮減に努めます。

  市場積算金額 約１５９,９００,０００円（消費税含まず）

  提案金額    １３５,９１５,０００円（消費税含まず）

  縮減金額     ２３,９８５,０００円（消費税含まず）

資料編Ｐ５４ 各公園の清掃・植物等維持管理費内訳

② 公園美化推進団体「新林公園みどりの会」との連携による管理経費の縮減           

 新林公園の管理については、長年にわたり私たちグループと連携してきた「新林公園みど

りの会」が清掃や除草、花壇管理、森林保全等を行うことで、年間約３,５００,０００円程

度（平成２９年度は延べ９２０人×４時間）の管理経費の縮減効果を試算しています。 

③ 里山保全団体「ＮＰＯ法人藤沢グリーンスタッフの会」との連携による管理経費の縮減

 引地川親水公園内、湿性植物園周辺の管理については、長年にわたり私たちグループと連

携してきた「ＮＰＯ法人藤沢グリーンスタッフの会」が除草やツルの除去作業等を行うこと

で、年間約３００,０００円程度の管理経費の縮減効果を試算しています。 

④ 飲料用自動販売機等の設置による自主財源の確保

 公園利用者の利便性向上を目的に自主事業として、公園内に飲料用自動販売機やアイスク

リームの自動販売機を設置することにより、年間約８,１００,０００円程度の手数料収入を見

込みます。また、講習会やイベントの開催により企画事業収入を年間約１５０，０００円程

度、見込んで自主財源の確保を図ります。

⑤ 協働管理や内部人材による経費の縮減

清掃や草花植栽等の公園管理を市民ボランティアや各種団体と協働で行うことによる経費

の縮減を図ります。また、関連する資格を持ち長年の経験を有するグループの人材が講習会

の講師を務めることにより、講師謝礼金の縮減を図ります。 

⑥ 環境に配慮した取組みによる経費の縮減                         

イベント開催時の材料は、既製品を購入するのではなく剪定や伐採した樹木の枝や幹を使

用することにより、処分費と材料の購入費を縮減し環境にも配慮します。 

また、公園内に設置してある看板やベンチについても、修理が必要になった場合は、すぐ

に既製品を購入したり、業者に修繕の依頼をするのではなく、材料を購入して優れた修繕技

術を持った職員が修繕することで、経費の縮減を図ります。 

①から④の取組みにより、年間約３６，０３５，０００円程度の経費 

減を見込んでいます。  
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Ⅱ－５ 市の施策への理解 

（１） 情報の管理体制

【情報公開について】 

情報公開に関する基本的な考え方                          

私たちグループの保有する情報については、公開を原則とし、非公開とする情報は必要最

小限にとどめ、積極的に情報提供するよう努めます。 

また、公開請求にあたっては、個人情報の保護に配慮しつつ、緑化組合の情報についても

まちづくり協会が「藤沢市情報公開条例」及びまちづくり協会の規程に基づき迅速かつ適正

に対処します。 

情報公開に関する規程の整備状況                          

既に次の規程を整備するとともに周知し、保有する情報の公開に努めます。 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会情報公開規程 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会情報公開要綱 

・理事会の会議の公開に関する要綱 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会が藤沢市の公の施設の指定管理者として行う業務に係

る藤沢市情報公開条例施行規程 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会情報公開事務取扱要領 

評議員会及び理事会の会議の公開                          

透明かつ公正で開かれた運営を進めるため、評議員会及び理事会の会議を原則公開とし、

どなたでも傍聴することができます。会議開催の情報は、まちづくり協会のホームページで

公開するとともに、藤沢市まちづくり協会ビル内にも掲示します。 

積極的な情報開示                                 

まちづくり協会では、事業報告書、収支計算書等、財務、運営状況を表す情報を、次の方

法により積極的に公開します。 

・まちづくり協会ホームページより閲覧が可能です。 

・全国公益法人協会ホームページのリンクより閲覧が可能です。 

・まちづくり協会に書類として常備しており、パソコンが無い場合も閲覧が可能です。 

 また、緑化組合の財務諸表については、緑化組合事務所に書類として常備しています。 

【文書管理について】 

まちづくり協会では、「藤沢市行政文書取扱規程」に準じ、次の規程及び要綱を整備して

います。この規程等に基づき、指定管理者として作成または受領する文書について管理を行

い、指定期間終了後は速やかに藤沢市に引継します。 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会文書取扱規程 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会文書取扱要綱 

64



Ⅱ－５ 市の施策への理解 

【守秘義務について】 

私たちグループは職務上知り得た秘密は、一切外に漏らしません。また、その職を辞した

後も同様とし、徹底します。 

【情報セキュリティ対策について】 

まちづくり協会が保有する個人情報及び重要な情報については、「情報セキュリティポリ

シー」等を整備するとともに、情報セキュリティ対策及び情報セキュリティ研修を継続的に

実施し、その保護に努めます。 

情報セキュリティポリシー等                            

・情報セキュリティポリシー 

情報の適切な管理が重要な経営課題であることを認識し、まちづくり協会内の情報セキュ

リティを確保するための方針、体制、対策等を包括的に定めた文書として「情報セキュリテ

ィポリシー」を平成２７年１２月１日に制定しています。 

・ＵＳＢメモリ取扱要綱 

情報セキュリティポリシーに関連し、ＵＳＢメモリ等の取扱いについて必要な事項を定

め、ＵＳＢメモリ等による情報漏えい事故の発生を防止することを目的として「ＵＳＢメモ

リ取扱要綱」を平成２６年４月１８日に制定しています。 

情報セキュリティ対策                               

「情報セキュリティポリシー」に基づき、次のように組織的に統一した体系的な対策を実

施しています。 

・組織的管理 （情報セキュリティ方針や組織体制の確立・運用による管理） 

・情報管理 （情報の分類及び作成時・保存時・利用時・廃棄時の遵守事項） 

・物理的セキュリティ（物理的エリアの区分、入退室管理及び機器・媒体等の管理） 

・技術的管理 （ネットワーク管理、ソフトウェア管理、ハードウェア管理、運用管理、ログ

の取得と分析、バックアップの取得及び管理、コンピュータウィルス対策） 

・携帯電話・スマートフォンの管理（携帯電話・スマートフォン利用時の遵守事項） 

情報セキュリティ研修                               

情報セキュリティに関する事故を防ぎ、情報資産を守るため重要な人的対策として、個人

情報の取り扱いに関する注意喚起、離席時等のパソコンロックの徹底及びＩＤ、パスワード

管理の徹底を周知するとともに、毎年度次の研修を実施しています。 

・ｅラーニングによる情報セキュリティコースの必修受講 

・情報セキュリティ研修の実施と組織内周知 

【個人情報の取り扱いについて】 

「個人情報保護法」及び「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、並びに「藤沢市個人情報の保護に関す

る条例」を遵守し指定管理者として次の施策を実施します。 
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Ⅱ－５ 市の施策への理解 

【個人情報保護方針】 

「個人情報保護方針」を制定して職員に周知徹底を図るとともに、ホームページ上で公開

しています。個人情報を収集する際には、その利用目的を明らかにし適正かつ公正な手段に

より本人から直接収集します。収集した個人情報については、事前に同意を得た目的のみに

利用し、適正かつ安全に管理します。 

【個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針】 

「個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を平成２７年１２月９日

に制定し、職員に周知徹底するとともにホームページ上で公表しています。 

特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むため、事業者の名称、

関係法令及びガイドライン等の遵守、利用目的、安全管理措置に関する事項、委託に関する

事項、継続的改善、特定個人情報等の開示及び質問及び苦情処理の窓口について明示、周知

しています。 

個人情報に関する規程の整備状況        

既に次の規程を整備、職員に周知し個人情報の保護に努めています。 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会個人情報の保護に関する規程 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会個人情報の保護に関する要綱 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会が藤沢市の公の施設の指定管理者として行う業務に係

る藤沢市個人情報の保護に関する条例施行規程 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会個人情報保護事務取扱要領 

・個人番号及び特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針 

・個人番号及び特定個人情報取扱規程 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会防犯カメラ運用基準 

個人情報管理責任者の選任                             

個人情報保護の責任体制として、個人情報管理責任者を選任し、法令遵守のため職員研修

と管理体制の運用、改善を行っています。また、個人情報管理責任者の下で、現場には個人

情報管理補助者を選任し、個人情報の保護に努めています。さらに、万一個人情報に関する

事故が起きた場合は、加入済みの個人情報賠償責任保険を活用し対応します。 

個人情報取扱業務の登録と公開                           

個人情報を取り扱う業務については、「藤沢市個人情報の保護に関する条例」に基づいて

藤沢市に登録するとともに藤沢市市政情報コーナーで一般に公開し、市民のチェックを受け

ることにより個人情報の取扱いを徹底します。 

個人情報保護研修の実施と委託会社への対応                     

職員は個人情報の保護に関する研修を継続して受講しています。 

また、委託会社との契約書には、「藤沢市個人情報の保護に関する条例」に従い個人情報を

保護する条項を規定し対応します。 
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Ⅱ－５ 市の施策への理解 

Re 
cycle

Re 
pair 

Re 
duce 

Re 
use 

Re 
fuse 

（２）環境への配慮

【藤沢市地球温暖化対策実行計画への取組みについて】 

私たちグループでは、市民として、そして地球人として、環境問題を深刻に受け止め、環

境への負荷を小さくしたライフスタイルの確立及び環境保全活動に取り組みながら、指定管

理者として事業に５つのＲを取り入れ、「豊かな自然と都市機能が調和した安心して暮らせ

るまち」藤沢の実現を目指すとともに、まちづくり協会は、環境省の行っている低酸素社会

の実現に向けた取組み「Ｆｕｎ ｔｏ Ｓｈａｒｅ」に賛同し“グリーンカーテンで、低炭

素社会へ”を宣言しています。 

また、藤沢市が地球温暖化対策のための取組みとして掲げている、次の６つの基本方針と

８つの施策の柱を念頭に、私たちは以下の取組みを行っていきます。 

藤沢市が掲げる実行計画の６つの基本方針と８つの施策の柱

６つの基本方針 

Ⅰ 市民・地域・行政の力を活かした地域からの行動 

Ⅱ 環境に優しい都市システムによる低酸素社会の創造 

Ⅲ エネルギーの地産地消を見据えた再生可能エネルギーの活用とマネジメント 

Ⅳ 環境への負荷を低減し、未来へつなげる循環型社会の実現 

Ⅴ 市民や事業者と協働・連携するための行政の率先的取組み 

Ⅵ 民間事業者を誘導する取組み 

８つの施策の柱 

１  地球温暖化対策普及・啓発事業 ２  温室効果ガス発生抑制

３  温室効果ガスの吸収 ４  気温上昇（ヒートアイランド現象）抑制

５  資源の有効利用 ６  再生可能エネルギーの利用促進

７  一事業者としての市自らの取組み ８  国・県の施策及び近隣自治体との連携

５つのＲ

１ Ｒｅｕｓｅ

  繰り返し使う

２ Ｒｅｃｙｃｌｅ

 再生利用する

３ Ｒｅｆｕｓｅ

  断る

４ Ｒｅｐａｉｒ

  修理する

５ Ｒｅｄｕｓｅ

  減らす
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Ⅱ－５ 市の施策への理解 

私たちグループの取組みについて                                

※（基本方針－施策の柱）

・事務所内の昼休み消灯を徹底し、「CO2 削減／ライトダウンキャンペーン（環境省）」の一翼

を担います。（Ⅰ－２、４） 

・事務所内や公園管理棟の蛍光灯や電灯の使用を来客者や来園者に影響のない範囲で控えま

す。（Ⅰ－２、４） 

・エレベーターの使用を控えます。（Ⅰ－２） 

・ゴミの持ち帰りなど、来園者啓発によるゴミ処分量を削減します。（Ⅰ－１） 

・排ガス対策型の車両や機械を使用します。（Ⅱ－２） 

・作業車両はアイドリングストップを心がけ二酸化炭素排出を減少させます。（Ⅱ－２） 

・事務所内や車内での冷暖房温度を徹底します。（Ⅳ―２） 

・植物への散水は、極力節水に努めます。（Ⅳ―５） 

・発生材等の処分では、可燃物、不燃物、資源ごみ等の分別を徹底します。（Ⅳ―５） 

・藤沢市環境保全職員率先実行計画の取組みである「グリーン購入とリサイクル商品購入の

推進」に努めます。（Ⅴ－２） 

・伐採した樹木の枝や幹をクラフトづくりの材料等に再利用します。（Ⅴ―５） 

・藤沢市主催の環境フェアに参加し、資源の有効利用や緑の普及を行います。（Ⅴ－５） 

ゴミのポイ捨てや不法投棄への対応                         

「物が野積みされている、散乱している」「草木が生い茂っている」このような場所は心

理的にもゴミを捨てやすい、捨てられやすい場所だと言われています。そのため、定期的に

清掃を行うことにより施設内を常に綺麗にし、ゴミを捨てられにくい環境をつくります。 

 不法投棄を発見した場合は、警察や市と連携を取り、新たな犯罪を誘発しないように適切

に処理します。 

（３）人権施策への理解 

【藤沢市人権施策推進指針の遵守】 

私たちグループは、「藤沢市人権施策推進指針」に基づき、人権尊重の視点に立って、管

理運営を行っています。不特定多数のさまざまな方が来園されることを常に意識し、今後も

事業に取り組む際には、平成２８年３月に改定された「藤沢市人権施策推進指針【改訂

版】」に沿ったものになっているかをチェックしながら行います。 

・来園者とのコミュニケーションを大切にし、積極的な挨拶と声かけに努めます。 

・来園者に注意する際は、相手の気持ちを傷つけないよう言葉使いに配慮します。 

・苦情対応においては、苦情を申し出た方の話をよく聞き、尊厳を損なうことのないよう誠

意をもって対応します。 

・人権擁護の視点からも、個人情報については漏洩がないよう十分留意し、適正な保護、管

理を行います。 
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Ⅱ－５ 市の施策への理解 

・全ての方にやさしい園内のユニバーサルデザイン化・バリアフリー化を進めます。また、

高齢者やハンディキャップのある方も園内を気持ちよく利用できるよう工夫と改善をして

いきます。 

・公園内にホームレスと思われる人がいた場合は、差別や偏見のない態度で接し、藤沢市と

連携して対応します。 

・心のバリアフリーの促進やセクシャル・マイノリティ（性的少数者）の人権尊重等につい

ても、藤沢市の施策に沿った取組みを積極的に推進します。 

（４）暴力団排除への対応 

【暴力団による不当な行為に対する取組みについて】 

私たちグループは、指定管理者として公の施設

の管理運営業務を実施するにあたり、平成２０年

度より「不当行為等の対策に関する要綱」や対応

マニュアルを整備し、不法行為・不当行為に対応

してきました。 

これからも、「藤沢市暴力団排除条例」に基づ

き、安全で安心な社会の実現に貢献できるよう、

不当な行為に対しては、適切に対応し管理運営を

行っていきます。 

不当行為等の対策に関する要綱等の整備状況                     

私たちグループでは、まちづくり協会の次の規程に沿った対応を行うよう、グループの全

員に周知しています。 

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会不当行為等の対策に関する要綱  

・公益財団法人藤沢市まちづくり協会不当行為等対応マニュアル    

不当要求防止責任者の選任                             

まちづくり協会では、運営管理総括責任者を不

当要求防止責任者として選任し、不当行為に対し

職員一丸となって適切な対応をする体制づくりを

しています。 

責任者は、「暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律」に基づき（公財）神奈川県暴力

追放推進センターが主催する講習を受講し、暴力

団に関する情報、対策法、対応要領等について職

員に伝え、適切な対応がとれるようにしていま

す。 
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Ⅱ－６ 特記項目 

（１）関係機関・団体との連携

【公園の協働作業や連携事業について】 

市民ボランティアや関係団体と行う協働や連携については、まず目標を設定し共有すると

ともに責任や役割分担を明確にしたうえで、場所や情報の提供、運営支援、事業の協力等を

行うものと考え、私たちグループは多くの実績を積み重ねてきました。 

これからも市民の声を反映させたより良い公園運営を継続していくため、新たな市民ボラ

ンティアや団体の協力を得ながら引き続き公園の運営を行っていきます。 

私たちグループの管理と協働・連携のあり方

市民ボランティアとの協働                             

西浜公園や湘南台公園において、近隣住民と協働で行っているゴミ清掃については、

清掃用具の貸し出しやゴミの処分等を私たちグループが行っていますが、今後も地域住

民の意見や要望を聴き入れながら、公園の利用者に不快感を与えないよう美観の保持に

努めていきます。 

協働・連携

・場所や情報の提供

・運営支援、各種事業の協力

・課題の発掘

・積極的な参加

・要望や評価

・協働作業、連携事業の提案

・目標の設定・共有

・役割・責任分担

・情報の提供や収集

・啓発活動や人材募集

利用者（市民）

関係団体

・新林公園みどりの会

・湘南にドッグランを作る会

・グリーンバード

・ローズマリーの会

・その他団体

市民ボランティア

施設管理者

・まちづくり協会

・緑化組合
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Ⅱ－６ 特記項目 

関係団体との協働                                 

「新林公園みどりの会」との協働

新林公園において、清掃や花壇管理、貴重な植物の保護等、幅広く活動している公園美

化推進団体である、新林公園みどりの会と定例会議を開催し、意見交換を行いながら年

間を通して円滑な協働管理を行います。 

「長久保公園ハーブ部会」との協働 

平成２６年度環境省主催の「第９回みどり香

るまちづくり」企画コンテストで入賞し、引地

川緑道に植栽した香りのある植物は、長久保公

園ハーブ部会の会員と協働で剪定や刈込み、除

草等の年間管理作業を行うとともに、収穫物を

使って近隣の小学生や保護者とワークショップ

を開催します。 

「ＮＰＯ法人藤沢グリーンスタッフの会」との協働 

引地川親水公園左岸の湿性植物園の周辺環境を整えるため、藤沢グリーンスタッフの

会と現地調査を行い、池周辺の除草やツルの伐採作業等を行い発生したゴミの処分を行

います。 

「ＮＰＯ法人湘南にドッグランを作る会」との協働 

 引地川親水公園ドッグパークについては、藤

沢市、ＮＰＯ法人、指定管理者の三者で取り交

わす協定書に基づき役割を分担し、ＮＰＯ法人

が申請の受付や施設の運営、私たちグループが

施設内の草刈りや砂撒き等の管理作業を行いま

す。 
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Ⅱ－６ 特記項目 

「ローズマリーの会」藤沢市地域住民グループ支援事業委託所との協働 

引地川緑地の引地橋から上村橋の間において、清掃用具や草花等を提供し発生したゴ

ミの処分を当グループが行うなどローズマリーの会と協働で緑地や花壇の管理を行いま

す。 

「いすゞ自動車藤沢工場エンジン実験二部有志」、「ＮＰＯ法人グリーンバード辻堂チ

ーム」、「天理教湘南支部」との協働

地元企業であるいすゞ自動車藤沢工場の有志の方々や国内外で清掃活動を行っているＮＰ

Ｏ法人グリーンバード辻堂チーム、天理教湘南支部の方々と協働で湘南台公園や引地川緑

地、神台公園等のゴミ清掃を行います。 

花のボランティア「はなまる」との協働 

湘南台公園に設置した大型プランターの草花育成管理を湘南台市民センターで活動し

ている花のボランティアはなまるの方々と協働で行います。 

「招福くらぶ」との協働 

  桐原公園に新たに整備する予定の花壇管理や園内清掃等を桐原公園周辺で活動してい

るボランティア団体の招福くらぶの方々と協働で行います。 

関係機関との連携                                 

私たちグループでは、市民ボランティアやＮ

ＰＯ法人との協働管理以外にも、藤沢市運動施

設指定管理者と公園使用にあたっての協議や調

整を行うとともに、地域の自治会や学生が公園

でイベントやまつりを開催する際には、トイレ

の開閉時間の変更や電灯の点灯時間を調整する

などの協力をします。 

また、テニスコートや球技場を使用するスポ

ーツ団体とも連携し、市民を対象としたスポー

ツ大会や教室の開催とともに、辻堂南部公園で

新規事業として行うテニス用具の無料貸し出し

についても、テニス用具の提供をいただきます。 
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（２）市内経済活性化への配慮

まちづくり協会は、藤沢市の全額出資により設立された法人であり、物品の購入等に当た

っては、「藤沢市第二次出資団体改革基本方針」における「２出資団体への取組み要請事項」

に基づいてまちづくり協会で決定した取組みである「市内本支店業者への発注」に可能な限

り努めております。

緑化組合は、市内の造園業者２４社により設立された法人で、造園工事等の共同受注によ

る受注量の安定や、造園資材等の共同購入による安定的で廉価な確保及び広範な資材情報の

取得によって、多様化するニーズに対応し、工事原価を縮小することなどを設立の目的とし

ています。

私たちのグループが指定管理者として施設の運営管理を担うことは、即ち、市（契約課）

が示している「平成３０年度の入札・契約制度について」における「市内業者への優先発注

について」の趣旨に沿うものであり、「藤沢市市政運営の総合指針２０２０」の基本目標の一

つである「地域経済を循環させる」の実現に向けた、市内経済の活性化及び市内企業の育成

に資するものであります。

【市内業者の活用】

 私たちグループでは、当該指定管理事業における施設修繕、業務委託及び工事等について、

遊具点検や新林公園古民家保守点検等の特殊な業務を除き、できる限り市内業者への発注に

努めております。

参考（平成２９年度決算額）

【「藤沢市地産地消推進計画」及び「藤沢市産業振興計画」に沿った取組み】 

 私たちグループは、市内経済活性化の取組みの一つとして、藤沢市が平成２８年４月に策

定した「藤沢市地産地消推進計画」及び平成２９年４月に策定した「藤沢市産業振興計画」

に沿った事業を実施します。

平成１９年度から毎年開催している親水公園まつりでは、市内の農家、障がい者施設、Ｎ

ＰＯ法人等による野菜の即売会や福祉バザー等を行っていますが、平成３１年度からは新

たに出店団体を増やし、「藤沢産」農産物、ふじさわ観光名産品、藤沢産利用促進店の普及啓

発と市民への購入機会を提供するなど、親水公園まつりの内容を拡充し、利用者の増加を図

ります。

科 目 市内業者発注額 市外業者発注額 市内業者発注率

修繕費 １６，８３８，３５５円 １６５，２４０円 ９９％

委託費 ６，６３４，２７０円 ６９８，７６０円 ９０．５％

工事費 ４，３４７，６４８円 ０円 １００％

消耗品費 ２，５１０，５３３円 ７５６，７８５円 ７６．８％

※ 消耗品費は、樹名板の製作会社が市内になく市外業者に発注したため、

７６．８％の発注率となっていますが、樹名板代の５１３，５７４円

を除くと、９１．１％の発注率となります。
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Ⅱ－６ 特記項目 

（３）公園内植栽の維持管理

【植物管理方針について】

私たちグループでは、事業計画書２５ページに記載の「植栽等管理方針」に沿って維持管

理を行いますが、具体的な維持管理方法については「公園植栽管理仕様書」に基づき、広場

や園路等の修景、緑陰、遮へい、観賞、景観構成などの機能を維持向上させるとともに、樹

木の生育状態、生育環境を適切に診断し、公園利用者への安全確保、快適確保、自然保護に

努めます。                      

「安全確保」・・・枯枝の剪定や枯木の伐採、病害虫の早期発見と駆除を行います。 

「快適確保」・・・花壇の整備や植栽地の除草、開花時期や結実時期を考慮した花木

の剪定及び園内、園路の清掃を行います。 

「自然保護」・・・カワセミやアオサギ等の野鳥や昆虫類の生息できる環境を保全す

るとともに、園内に植栽されている多種多様な植物を藤沢に本来

自生する植物が生育しやすい環境に整備するなど、生物多様性に

配慮した機能向上も図ります。 

除草作業例 

除草

作業前

除草

作業中

除草

作業後
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【公園内植栽の計画的な維持管理について】 

私たちグループでは、長年の管理経験を基に各公園の特徴を活かしながら、計画的

に以下の６つの植栽管理を行います。 

① 高木・低木等の樹木管理、②樹林管理、③芝生管理、④草花管理、⑤草地管理、⑥ビオ

トープ管理 

「樹木管理」は、次の目的のために行います。                

・造形整姿し、樹種固有の樹形にします。 

・樹木の生理バランス、着花結実の促進などの生理的調整を図ります。 

・樹木の枝抜き、枝透かしを行い、植栽景観を維持します。 

・徒長枝を整理し、樹勢の若返りを図り、生長の助勢、助長及び抑制を行います。 

・樹冠内への日照通風の確保、倒伏枝折れの防止など、樹木の保護を行います。 

・防犯を目的とした、外周道路等からの見通しの確保及び照明器具の機能を阻害し

ないよう適切に剪定し照度を確保します。 

樹 種 剪 定 時 期        備  考 

常 緑 樹      ５月～６月、又は、９月～１０月 
５～６月の剪定では再萌が強く出

るものに注意します 

落 葉 樹      ７月～８月、又は、１１月～３月 
夏期剪定は必要な樹木に限り、整姿

剪定を行います 

針 葉 樹      １０月～１１月、又は、２月～３月
氷点下になるような真冬は避けま

す 

刈 込 み 樹      ５月～１０月 

花木類は年１回とし、後で伸長した

ものについては、トビ取りにとどめ

ます（サツキ、ツツジ等） 

「樹林管理」は、次の目的のために行います。                  

・植栽された樹木群を成熟し、安定した樹林へと育成、保全します。 

・公園区域に取り込まれた既存樹林を中長期的に育成します。 

・生態系も視野に入れた、植物空間の長期にわたる造成を視野に入れます。 

「芝生管理」は、次の目的のために行います。                

・芝生面を平滑にし、美観を高めます。 

・芝生の分けつを促進し、ターフを密生させます。 

・利用、修景目的に応じた芝生の刈込高を維持します。 

・雑草の消滅や雑草の侵入防除等の除草効果を高めます。 

・日照通風の確保、健全な生育を促します。 
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「草花管理」は、次の目的のために行います。                  

・季節を感じる美しい緑化空間を形成し、訪れる人に感動とやすらぎを提供します。 

・防犯を目的とし、公園内に彩りを施し常に人の手がかかっている印象を与えます。 

・積極的に地域固有種などの野草の保護や藤沢市の花、フジの開花に努めます。 

※フジの管理については別紙「フジ剪定仕様書」に基づいた作業を実施します。 

資料編Ｐ８３ フジ剪定仕様書

「草地管理」は、次の目的のために行います。                  

・雑草の除去や草丈を抑制し、美観維持・安全管理に努めます。 

・草本類の繁茂時期、結実時期、花を楽しむ植物や昆虫等の生育に配慮し作業時期

を決定します。 

「ビオトープ管理」は、次の目的のために行います。               

・水質の保全や修景の維持を基本に、環境学習の場としての安全性にも配慮します。 

・生息する動植物、生息基盤となる水や土壌、地形までの総合的な管理を行います。 

・植物の管理においては、個々の植物管理だけではなく、群落や植物相（フローラ）

単位での管理や植生の遷移を見通した管理を目指します。 

・「公園美化推進団体」及び「公園愛護会」との連携を深め管理を行います。 

【特定外来生物の扱いについて】                              

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」を遵守し、 

生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすおそれがある特定外来生物による被 

害の防止に努めます。 

   また、以下に示す４つのカテゴリーに該当する外来生物については、環境省において要注 

意外来生物としてリスト公表されています。これらについても最善の注意を払うとともに、 

該当する生物を発見した際には藤沢市や関係各所と情報の共有を図り、対応策を講じ、公園 

内植栽の維持管理を行います。 

≪特定外来生物（植物）≫ 

ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ、オオキンゲイギク、オオハンゴンソ

ウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、アレチウリ、オオフサモ、ボタンウキクサ、アゾルラ・クリ

スタタ、ルドウィギア・グランディフロラ、スパルティナ属全種、ツルヒヨドリ、ナガエモウセンゴ

ケ、ビーチグラス  （平成３０年現在 全１６種）

① 被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物  

② 被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物 

③ 剪定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物（他法令の規制対象種） 

④ 別途総合的な取り組みを進める外来生物（緑化植物） 
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（４）自主事業における実績

【基本理念を念頭においた自主事業】

グループの基本理念を念頭に置きながら、地域住民や地域美化貢献団体との協働・連携を

確立することにより、市民の活力導入と市民サービスの向上及び施設の効用を高める各種自

主事業を企画し開催しました。

現在行っている各種自主事業は以下のとおりです。

№ 事業名 公園名 内容 

１ 
サクラの花見対策 

（花見期間中） 

大庭城址公園 

駐車場を障がい者等の専用とし、介護タクシーを

配置して公園上部まで送迎しました。 

地域の名産品である「大庭城最中」と、同じく地

域の民芸品である「舟地蔵人形」を販売しました。 

引地川親水公園 
臨時駐車場を約１００台分設営し、全体で２３５

台の車両が駐車できる体制を整え対応しました。 

桐原公園 
野球場利用者専用の駐車場を花見利用者に開放

しました。 

大庭城址公園 

引地川親水公園 

ガードマン等の配置及び公園外周道路にカラー

コーン等の設置を行い、駐車場利用者の整理及び

違法駐車の抑止に努めました。 

２ 親水公園まつり 引地川親水公園 

平成３０年度には第１２回目を数える「親水公園

まつり」を開催し、樹木のリサイクル品（市内造

園業者協力）・野菜の販売（地元農家協力）、福祉

バザー（市内障がい者支援施設協力）等を行い、

約１，９５０名の来場者で賑わいました。 

３ 
バラの手入れ講習

会（開花中及び春） 
大庭城址公園 

初夏と初春に園内バラ園を活用し、バラの手入れ

（剪定方法、施肥、病害虫対策、品種の説明等）

方法の体験講習会を開催しました。 

４ 
樹木の手入れ講習

会 
大庭城址公園 

春と秋に、参加者に園内の低中木を使って実際に

手入れをしてもらう樹木の手入れ（剪定方法、剪

定時期、刈込方法、害虫対策、鋏等器具の適切な

使用方法）の体験講習会を開催しました。 

５ 
ハーブ栽培と寄せ

植えづくり講習会 
大庭城址公園 

ハーブについての座学（様々な種類のハーブを手

に取りながら解説）や土づくりや肥料について説

明及び実際に用意したプランターへ寄せ植え作

り体験講習を開催しました。 
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６ 
子ども向けワーク

ショップ教室
大庭城址公園

次世代を担う子ども達に向けた、木の実等を使用

したワークショップを開催しました。 

平成３０年度秋季には、自然や緑の大切さを教え

る同様のワークショップを開催します。 

７ 
生物多様性への対

応

新林公園

大庭城址公園

引地川親水公園

引地川緑地

西浜公園

湿性池に生息するホタルやメダカ、飛来する市の

鳥カワセミやアオサギの野鳥等がこれからも長

く生息できるよう、池の浚渫やアシの除去、適切

な樹木の剪定等作業を行いました。 

８ 
特定外来生物の対

応
全公園

特定外来生物（オオキンケイギクやカミツキガメ

等）については、外来生物法に基づいて防除等の

必要な対応を行いました。 

９ 星空の観望会 
新林公園 

湘南台公園 

街明りの届きにくい公園内深部を活用し、街なか

では見られない天体を観望し、星に関する知識を

深める観望会を開催しました。 

平成３０年度夏季には、湘南台公園において火星

の大接近に伴う観望会を開催します。 

10 
プランター花壇の

増設 
湘南台公園 

公園内に彩りを与え、季節感を演出する目的で大

型プランター花壇１０基を増設し、ボランティア

との協働で植栽を行いました。 

11 
ホタル観賞エリア

の提供 
新林公園 

公園美化推進団体「新林公園みどりの会」の協力

を得て、ヘイケボタルの育成および公園利用者へ

の観賞エリアの提供を行いました。 

12 
山道への安全対策

ロープの設置 
新林公園 

公園美化推進団体「新林公園みどりの会」の協力

を得て、園内山道部の危険個所に約３０ｍの安全

対策ロープを設置しました。 

13 
貴重植物の保護育

成等 
新林公園 

公園美化推進団体「新林公園みどりの会」の協力

を得て、レッドリスト（絶滅の恐れのある野生植

物）の保護育成を行いました。 

14 
季節を感じる公園

づくりの創出 

新林公園 

大庭城址公園他 

アジサイやミツマタ、クチナシ等を植栽し、公園

内に季節を感じる彩りを創出しました。 

15 
樹木への樹名板の

設置 
大庭城址公園他 

より細かな植物の特性を瞬時に検索できるＱＲ

コード付きの樹名板を設置することで利便性の

向上を図りました。 
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16 
ドッグパークの維

持管理 
引地川親水公園 

「ＮＰＯ法人湘南にドッグランを作る会」と連携

し、利用者が快適にドッグパークを利用できるよ

う草刈りや砂を撒く等の管理作業を行いました。 

17 ＡＥＤの設置 

新林公園 

大庭城址公園 

引地川親水公園 

遠藤公園 

湘南台公園 

辻堂南部公園 

西浜公園 

公園利用者の緊急時 

に備え、ＡＥＤを設 

置するとともに、管 

理人や各公園現場責 

任者に使用方法等の 

講習会を開催しまし 

た。 

18 
飲料用自動販売機

の設置 

新林公園 

大庭城址公園 

引地川親水公園 

遠藤公園 

湘南台公園 

辻堂南部公園 

西浜公園 

桐原公園 

神台公園 

公園利用者の利便性向上を目的に飲料用自動販

売機を設置しました。 

飲料水メーカーとの契約により、売上の規定パー

セントを収入とし、公園維持管理費として執行し

ました。 

19 
みどり香るまちづ

くりプロジェクト 
引地川緑地 

環境省主催「第９回みどり香るまちづくり」企画

コンテストにおいて、企画名「かおりの発信地か

ら」～ハーブの香りに包まれた生活を～が入賞を

果たしました。 

20 

公園案内パンフレ

ットの増刷及び刷

新 

新林公園 

大庭城址公園 

公園美化推進団体「新林公園みどりの会」の協力

を得て、公園利用案内パンフレットの増刷および

刷新を行いました。 

21 

夏休み期間中の夜

間パトロールの実

施 

全公園 

犬のノーリード、花火、落書き、スケートボー

ド利用等の迷惑行為防止や外灯の点灯確認の

ため、夏季に夜間パトロールを実施しました。

平成３０年度は８月中概ね週３回実施予定で

す。

22 太極拳教室 大庭城址公園 

健康増進を目的とした太極拳教室を春と秋に５

回シリーズで開催しました。 

23 

ふぁふぁランド 

（エアートランポ

リン） 

引地川親水公園 

新林公園 

湘南台公園 

神台公園 

夏休み期間中に幼児から小学生（低学年）を対象

にふぁふぁランド（エアートランポリン）を各公

園２日間設営しました。 
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24 
ホームページの開

設・リニューアル 
全公園 

各公園の利用案内や公園内で開催するイベント

や講習会等の情報を公開するとともに、サクラや

フジ、アジサイ等の開花状況を写真付きで適時更

新し、利用者サービスに寄与しました。 

25 アンケート調査 
大庭城址公園 

引地川親水公園 

サクラの開花時期等の繁忙期に、満足度調査を実

施し、結果の集計・分析を行い、ホームページで

公開するとともに、意見や要望等を管理運営に反

映させました。 

アンケート調査の市民要望を反映させて行った、平成２９年度の対応の一例

・テニスコートのベンチ上に日よけ屋根を整備しました。

 ・人工芝のテニスコートにある程度滑りやすくなるように砂を多めに撒きました。

 ・公園の出入口がよくわかるように案内看板を設置しました。

 ・日よけ対策として休憩用のパラソルを設置しました。

【スポーツ事業に係る自主事業】

有料公園施設を管理運営するにあたっては、「藤沢市スポーツ振興基本計画」（平成２７年

に「藤沢市スポーツ推進計画」みらいふじさわスポーツ元気プランに改定）に基づき、生涯

スポーツ活動の推進として市民一人ひとりが「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」

スポーツを楽しみ、健康で豊かなスポーツライフの確立を目指して各種自主事業を企画して

まいりました。

これまでに行ったスポーツ自主事業は以下のとおりです。

№ 事業名 内容 

１ テニス教室 

湘南台公園テニスコートにおいて、春、秋、冬にそれぞれ

のクラス（一般男女対象とシニア男女対象、初級クラス・

中級クラス等）を設定し、５回シリーズのテニス教室を開

催しました。 

２ 
辻堂南部公園杯ベテラン

テニス大会 

辻堂南部公園テニスコートにおいて、秋にシニアの男女を

対象に、ダブルスのテニス大会を開催しました。 

３ タグラグビー講習会 

引地川親水公園球技場（大庭スポーツ広場）において、タ

グラグビー講習会を、小学生から中学生までを対象に開催

しました。 

４ アンケート調査 

辻堂南部公園テニスコート、西浜公園テニスコート、湘南

台公園テニスコート、遠藤公園テニスコートの利用者を対

象に満足度調査を実施し、結果の集計・分析を行い、ホー

ムページで公開すると共に、スポーツ施設を利用するにあ

たっての意見や要望等を管理運営に反映させました。 
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接遇基本マニュアル

新林公園他１１公園指定管理者
(代表)公益財団法人 藤沢市まちづくり協会 

藤 沢 市 緑 化 事 業 協 同 組 合 
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は じ め に 

  「接遇」とは…… 

自分以外の誰か別の人と接した時、どのように対応するか、処遇するか 

ということです。 

  公園には、いろいろな方が、それぞれの目的で来園されます。 

公園に遊びに来る親子連れ。 

花を楽しみに来園される高齢者施設のお年寄り。 

遠足で訪れる元気な小学生たち。 

講習会を受講する方。 

      リハビリでゆっくり散策する病後の方。 

      心を癒しに来園される方もいらっしゃいます。 

  いろいろな方が来園される公の施設である公園に勤務する職員（社員）として、来園され

たに対して、どのように接したらよいのでしょうか。 

  来園された方に「来てよかった！」と満足して頂けるよう、また、よりよい職場づくりが

出来るよう、この基本マニュアルを作成しました。 

  接遇への意識を高め、よりよい接遇マナーを身につけて、一層の市民サービス向上を目指

しましょう。 

笑顔で 

お迎えしたいですね！ 
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身だしなみの基本

来園された方に園内で気持ち良く過ごしていただくためには、第一印象が大切です。一

度悪い印象をもたれてしまうと、その印象が強く残ってしまい、訂正していただくことが

難しくなりがちです。公の施設に勤務する職員（社員）として、まず清潔な身だしなみを

心がけましょう。 

○ 髪・爪

清潔を心がけましょう。 

ふけ・寝癖はありませんか？ 

派手すぎるヘアーカラーではありませんか？ 

○ 顔

不精髭になっていませんか？ 

お化粧は自然な感じですか？ 

○ 服装

決められた貸与被服・氏名札を着用していますか？ 

だらしない着こなしになっていませんか？ 

○ 靴

サンダル履きはやめましょう。 

いざというときに、動きやすい格好ですか？ 

○ その他

マニキュア・アクセサリーなどが華美になっていませんか。 

香水等のかおりが、周囲の人に迷惑をかけていませんか？ 

○ 今日のあなたの身だしなみはいかがですか？ 

第一印象が大切です！ 
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職 場 の マ ナ ー 

来園された方により良い対応が出来るように、自分たちの職場環境を整えておく事も大

切になります。一人だけで仕事をしている訳ではありません。気持ち良く仕事ができるよ

う、勤務者同士がお互いに協力して明るい職場環境を作りましょう。 

(1) 職場内のコミュニケーション  

あいさつは人間関係のはじまりです。気持ち良く挨拶しましょう。 

     『おはようございます』 

     『お先に失礼します』 

     『おつかれさまでした』  など 

職場での人間関係 

     相手に対する敬意を忘れずに。 

     基本は『○○さん』を付けて呼びましょう。 

     声をかけられた時には返事をしましょう。 

『ほう・れん・そう』を忘れていませんか？ 

     報告・連絡・相談 が大切です。 

命令を受けたときは要点を確認しましょう。 

上司（責任者）への報告は早めに。積極的に中間報告をすることも

大切です。また、ミスをしたときほど早く報告をしましょう。 

離席する際には、事前に、上司・同僚に『行き先・目的・時間』を

伝えましょう。 

『ありがとう』の気持ちを伝えよう！ 

     協力してもらった時は『ありがとうございます』を忘れずに！ 

     感謝の気持ちを言葉に表しましょう。 

勤務者同士のマナーも 

忘れずに…… 
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(2) お互いに仕事上のストレスを減らすために… 

ギリギリ出勤していませんか？ 

     朝はその日の勤務のはじまり、いいスタートを切りたいですね。 

     あなたの分まで、業務の準備をしている人がいませんか？ 

始業後スムーズに仕事に取りかかれるだけの余裕をもって出勤する

ようにしましょう。 

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントについて 

     自分では気づかなくても、あなたのちょっとした言葉・動作が相手

を傷つけたり不快感を与えたりしているかもしれません。

  ものごとの捉え方は人によって大きく違います。たとえ相手が気心

知れた人であっても、「その人がどう思うか」についてちょっと立ち止

まって考えてみましょう。 

休み（年休等）の取り方を考えよう 

職場（ローテーション）の状況を考えながら、すでに予定が分かっ

ている場合には、早目に申請するようにしましょう。 

     逆に緊急の場合には「仕方ないこと」として受け止めてあげましょ

う。相手の立場になって考えることが大事です。 
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環 境 づ く り

来園された方には、応対した職員（社員）だけでなく、園内・所内の様子や周囲の職

員（社員）の様子も目に入ります。その全てが公園の印象を形作る要素になることを意

識して環境づくりを行いましょう。「見られている」ことを意識することが大事です。 

（１） 園内を見まわしてチェック！

   危険なところが放置されていませんか？ 

犬のフンが放置されたままになっていませんか？ 

ゴミや吸い殻がちらかっていませんか？ 

   看板類は倒れていませんか？ 

器具類、備品類は片付けましたか？ 

安全・清潔が 

第一です！
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（２） 管理事務所内を見まわしてチェック！ 

机の上は整理整頓されていますか？ 

     書類などが積もっていて雪崩が起きるような机では、手際よく仕事

ができませんよね。 

机の上に大量の情報が存在していると、情報を紛失・漏えいする危

険が高まります。 

個人情報保護のため、書類などの置き方などにも注意したいもので

す。また、退所時には、必ず整理整頓してから帰りましょう。 

どんな姿勢で仕事をしていますか？ 

足を組んだり、頬杖をついたり、何かに寄りかかったりしながら仕

事をしていませんか？  

皆さんが働くのは公の施設であって自宅ではありません。見られて

いるという意識を持つことが大切です。 

ヒソヒソ話・高笑いはやめましょう 

 近くでヒソヒソ話をされていると、それを見て『何だろう？』と気に

なるものです。中には『私のことかしら？』と思ってしまう人もいるで

しょう。実際は違うのに、このような勘違いはトラブルの原因です。 

       また、仕事中に高笑いしている人を見るのは、気分のいいものではな

いですよね。 

携帯電話はマナーモードにしていますか？ 

仕事中はマナーモードを活用しましょう。 

     勤務時間中の私用電話は、緊急時以外は慎みましょう。 
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来園された方への接遇心得

① こちらから挨拶や声かけを。 暖かく迎え入れられていると感じます。 

（例）｢おはようございます。良い天気ですね。｣

② やさしい笑顔で。 安心感と親近感を与えます。

③ 明るくハキハキと。  やる気とさわやかさを感じさせます。

④ 相手の目を見て。  誠意を感じます。

⑤ 相手の話をゆっくり、じっくり聞こう！ 相手が言いたいことは何ですか。

⑥ やさしい言葉、誤解を生じさせない言葉づかいで。

専門用語や、略語、外国語（カタカナ用語）、難しい言い回しはやめ、出来る限り

わかりやすい言葉を選びましょう。 

「結構です」「それでいいです」など、誤解を生じるような言葉は使わないように

しましょう。 

⑦ 高齢の方・耳の遠い方には、聞き取れる大きさの声で。

 ⑧ 多忙なときでも相手のことを考えて。

時計を気にしたり、早く切り上げたいような素振りをしていませんか？  

忙しい時ほど気をつけたいですね。 

心のこもった 

応対を！ 
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⑨ 肯定的な言い方、上向きな表現で。

相手の言動を否定する言い方になるので、「だめです」「できません」などの表現

は、よくありません。 

（例）座ってはいけないところに座った人に対して…… 

× 「そこには座れません」 「そこには座らないで下さい」

○ 「どうぞこちらの方へおかけ下さい」 「こちらをご利用下さい」 

      もっとも、場合によっては相手の要求を断らなければいけないことがあります。

そのときには、単に否定するのではなく、できない理由を一言だけでも説明して納

得してもらいましょう。上から押し付けるような言い方は厳禁です。 

（例）園内での禁止行為をしている人に対して……

× 「やらないでください」

○ 「申し訳ありませんが、藤沢市の条例で禁止事項として定められて

おりますのでご遠慮ください」 

⑩ 相手の目的、望むものは何かを把握しよう。

何を聞きたいのか、何を言いたいのか 

急いでいて、手短に話した方がいいのか 

     じっくり話を聞きたいのか

      特定の人を特別扱いするのではなく、分け隔てなく相手の望むことに応じるよう

にしましょう。 

 ⑪ 迅速、的確な説明や応対を！ 信頼感、安心感につながります。 

 ⑫ 最後も笑顔で！ 別れ際も、笑顔で挨拶しましょう。

16



電話での応対 

（１） 電話の応対の基本 

① 明るくさわやかな声で 最初の一言を。

（例）「おはようございます。 ○○公園 ○○です。」 

      なるべく、コールが３回位まででとりたいですね。 

      出るのが遅れた場合は、「お待たせしました。」の一言も添えましょう。 

      電話に出るときは、必ず所属施設と名前を名乗るようにしましょう。 

② 顔が見えないからこそ、笑顔で会話しよう！

     きちんとした、よい姿勢で、笑顔で、会話しましょう。 

      顔は見えなくても息遣いや発声の状態、雰囲気などで、横柄な態度、いやいや

ながらの応対は、伝わってしまうものです。 

③ 声の大きさやテンポに気を配って 聞き取りやすく！ 

④ 常にメモをとれる状態にしておこう！

      意向、用件を正確に書き取りましょう。 

      不在者への取り次ぎミスはトラブルの原因です。 

⑤ 説明は、より親切・丁寧・やさしくをモットーに！ 

⑥ 最後に電話を切る際も、気持ちよい締めくくりの挨拶を！

     （例）お電話ありがとうございました。 

         ○○が承りました。 

         どうぞよろしくお願い致します。 

         また次回よろしくお願い致します。  

         失礼致します。       など 

より一層の 

心配りを！ 
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（２）電話をかける時 

電話をかけるということは、基本的にかける側の一方的な行為になります。時と

場所と場合を考えて、失礼のないようにしましょう。不快感を与えないよう、より

一層の注意が必要です。

 ① こちらから電話する際は、Ｔ．Ｐ．Ｏ．（時と場所と場合）を考えて 

失礼のないように！ 

    （例） 朝早くから申し訳ございません。 

         突然で恐縮ですが、○○の件で連絡させていただきました。 

         お呼び立てして申し訳ありません。 

         今、お時間よろしいでしょうか。 

 ② 事前に、話す用件と順序を整理し、手元に資料を用意しておきましょう。

 ③ 伝える用件は、必ず繰り返して確認しましょう。

 ④ 本人不在のときは……

かけ直す場合      （例）ご都合のよろしい時間はございますか。 

                      また、改めてお電話させていただきます。

折り返し電話を頂く場合 （例）申し訳ありませんが、お戻りになったら、 

                      お電話いただけませんでしょうか。 

伝言をお願いする場合  （例）○○の件、△△になりましたので、 

               よろしくお伝え下さい。 
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クレーム対応

クレームになるような事を起こさないのが一番ですが、苦情や 

クレームになってしまった場合はどうしたらよいでしょうか。 

これまで気づかなかったことを教えて頂いたと謙虚に受け止めて誠意をもって対応しまし

ょう。たとえ自分の方が間違っていなくても、言い負かそうとしたりすることはよくありませ

ん。相手の方によく分かって納得してもらい、おさめて頂くことが肝心なのです。 

① 気持ちを受けとめる

苦情を言いに来たという事は、何かが原因になり不快な思いをしたからなのだと

いう事を踏まえ、まずその気持ちを受けとめましょう。 

      苦情の内容に対し謝るのではなくて、その不快な思い、感情をわかろうとする気

持をもつ事が大切です。 

② じっくり話を聞く

とにかく、話を十分に最後まで聞きましょう。何が原因で、どういう事が不満な

のか、不快なのか、どうしてほしいのかを正確に把握するためには、まず話を聞か

なければなりません。 

その際、真剣に誠意をもって聞いている事をわかってもらう事が大切です。しっ

かり目を見て一生懸命聞きましょう。うなづきや相槌、共感の言葉、相手の言葉の

復唱などが効果的な場合もあります。 

態度、物腰、声の調子など、言葉以外の部分で印象が変わるので、注意します。 

（例）「そうでしたか。そんなことがありましたか。」 

        「それは、ご不快な思いをされたのですね。」 

        「ご不便をおかけし申し訳ありませんでした。」 など 

絶対に、途中で話を打ち切ったり、話の腰を折ったりしてはいけません。感情的

になって、さらにこじれる事があります。 

じっくり話を

聞きましょう。 
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③ 事実を確認し整理する

     話の内容、事実を確認し整理します。 

④ 説明し対応策を示す

      相手の方に話を聞いてもらえるような状態、受け入れてもらえるような状態にな

ったら、どうしてこのような結果になってしまったか必要な説明をしましょう。そ

れから、解決策あるいは代替案を示します。対応策を一生懸命にさぐる姿勢が大切

です。 

      要求に応じられない場合も代替案がないか、検討しましょう。 

      自分一人では解決出来ない場合、即答が出来ない場合は、きちんとその旨を説明

し理解して頂いて、後日回答する等の措置をとることが必要です。 

⑤ 感謝とねぎらいの気持ちをあらわす

解決出来たか否かにかかわらず、問題を提起してくれた事、足を運んでくれた事、

電話をかけてくれた事に感謝の言葉を伝えましょう。 

（例）「おしらせ頂きありがとうございました」 

       「今日は、このような事でご足労をおかけしました」など 

⑥ 全員で共有する

      クレームがあったことを全員に報告しましょう。応対した職員（社員）だけでな

く、職場全体の問題として共有することが大切です。職場全体にきちんと伝わって

おらず、対策が曖昧だったり、職員によって対応が異なったりすると、さらなるク

レームになる場合があります。 

⑦ 今後に生かす

原因の究明、対応策、予防策を考え、二度と同じクレームにならぬよう、今後

に生かします。 
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引地川親水公園 来園者アンケートのお願い 

本日は、引地川親水公園にご来園いただきありがとうございます。  . 

公園施設を今後より一層充実させるため、皆様方のご意見を参考にさせていただき 

たいと考えております。つきましては、下記アンケートにご記入いただき、回収ボ 

ックスに入れていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

※下記の質問に対し、該当する□の中にチェックを入れてください。 

①性別と年齢を教えてください。 

 □男性  □女性   

□１０代 □２０代 □３０代 □４０代 □５０代 □６０代 □７０代以上 

②お住まいを教えてください。 

 □藤沢市内   □藤沢市外  □神奈川県外 

③来園された交通手段を教えてください。 

 □徒歩   □自転車   □バイク   □自動車   □バス 

④来園された目的を教えてください。（複数回答可） 

 □花や樹木の観賞（桜の花見含）  □散歩   □ジョギング・ウォーキング   

□子供と遊ぶため（遊具遊び含）  □その他（              ） 

⑤引地川親水公園への来園頻度を教えてください。 

 □初めて   □年に数回   □月に数回   □週に数回   □ほぼ毎日 

⑥公園施設の管理について満足度をお聞かせください。
よく管理されている（満足）                  管理不足（不満） 

 1）植物の管理について  □５点  □４点  □３点  □２点  □１点

 2）トイレの管理について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 3）遊具の管理について  □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 4）管理人の対応について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 5）公園管理全般について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

⑦引地川親水公園で開催して欲しいイベント等がありましたら教えてください。 

⑧その他、ご意見やご要望があればお書きください。 

アンケートにご協力ありがとうございました。（公財）藤沢市まちづくり協会 0466-46-7788
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大庭城址公園にご来園いただきありがとうございます。    平成３０年３月～ 
今後、公園施設をより一層充実させるため、皆様方のご意見を参考にさせていた

だきたいと考えております。つきましては、下記アンケートにご記入いただき、

回収ボックスに入れていただきますよう、よろしくお願いいたします。※無記名

でのご記入でかまいません。 

【アンケート】（該当する□の中にチェックを入れてください） 

①性別と年齢を教えてください。 

 □男性  □女性   

□１０代 □２０代 □３０代 □４０代 □５０代 □６０代以上 

②お住まいを教えてください。 

 □藤沢市内  □藤沢市外 

③来園の目的を教えてください。 

 □桜花見  □散歩  □ジョキング・ウォーキング  □子供と遊具遊び 

□その他（          ） 

④大庭城址公園の利用頻度を教えてください 

 □初めて  □週に１～2回  □月に数回  □ほぼ毎日 

⑤公園の管理についての満足度をお聞かせください。
よく管理されている（満足）                  管理不足（不満） 

 1）植物管理について   □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 2）トイレの管理について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 3）遊具の管理について  □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 4）管理棟の管理について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 5）管理人の対応について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

 6）公園管理全般について □５点  □４点  □３点  □２点  □１点 

⑥その他ご意見ご要望があればお聞かせください。 

以上です。アンケートにご協力ありがとうございました。 

お問い合わせ （公財）藤沢市まちづくり協会 公園管理担当  

０４６６-４６-７７８８ 
大庭城址公園のホームページのQRコード
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公園植栽管理仕様書(有料施設内を含む)

公園内の広場や園路等の修景、緑陰、遮へい、観賞、景観構成などの機能を維持向上させる

とともに、樹木の生育状態、生育環境を適切に診断し、公園利用者への安全確保、快適確保、

自然保護のため、高木・低木等の樹木管理、樹林管理、芝生管理、草花管理、草地管理、ビオ

トープ管理を行います。 

「樹木管理」は、次の目的のために行います。

（１）造形整姿し、樹種固有の樹形にします。 

（２）樹木の生理バランス、着花結実の促進などの生理的調整を図ります。 

（３）樹木の枝抜き、枝透かしを行い、植栽景観を維持します。 

（４）徒長枝を整理し、樹勢の若返りを図り、生長の助勢、助長及び抑制を行います。 

（５）樹冠内への日照通風の確保、倒伏枝折れの防止など、樹木の保護を行います。 

（６）防犯を目的とした、外周道路等からの見通しの確保及び照明器具の機能を阻害しないよう適切に

剪定し照度を確保します。 

樹 種 剪定時期        備  考 

常緑樹      ５月～６月、又は、９月～１０月 ５～６月の剪定では再萌が強く出るものに注意します 

落葉樹      ７月～８月、又は、１１月～３月 夏期剪定は整姿のみ行います 

針葉樹      １０月～１１月、又は、２月～３月 氷点下になるような真冬は避けます 

刈込み樹
５月～１０月 

花木類は年１回とし、後で伸長したものについては、トビ取

りにとどめます 

（サツキ、ツツジ等） 

【樹木管理・基本事項】 

剪定にあたっては、剪定の目的が効果的に達成されるよう考慮することが大切であり、そのためには、樹

木の生長過程（枝葉の伸長、展開、花芽分化、開花、結実、落葉休眠の時期）を認識し、枝葉密度の

程度を見極め、剪定の方法、回数を決定します。 

（１）樹姿及び樹形の仕立て方は、特に修景上規格形にする必要が無い場合は、自然形に仕立てます。

（２）下枝の枯死を防ぐように、原則として上方を強く下方は弱く剪定します。また、一般的に南側の樹勢

の強い部分は強く、北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定します。 

（３）不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」等は原則として行いません。 

（４）花木類は花芽の分化時期と着生位置に注意して剪定します。 
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【剪定の施工】（剪定すべき枝） 

（１）枯れ枝 

（２）生長の止まった弱小な枝 

（３）著しく病害虫におかされている枝 

（４）通風、採光、架線、人車の通行などの障害となる枝 

（５）折損によって、危険をきたす恐れのある枝 

（６）樹冠や樹形の形成上、及び樹木の生育上不必要な枝（ヤゴ、胴吹き、徒長枝、からみ枝、フトコロ枝、

立枝など） 

【主な剪定方法】 

（１）太枝の剪定は、切断箇所の表皮が剥離しないように、切断予定箇所の数10㎝上で、あらかじめ切断

し、枝先の重量を軽くした上で切返しを行い切除します。また、太枝の切断面には、必要に応じて樹皮

保護剤を十分塗布します。 

（２）切詰剪定は、主として樹冠の形成のために行い、樹冠外に飛び出した新生枝を樹冠が整うように定

芽の頂上の位置で剪定します。この場合、定芽はその方向が樹冠を形成するのに良好となる方向の芽

（原則として外芽、シダレヤナギ等は内芽）を残すものとします。 

（３）切返し剪定は、樹冠外に飛び出した枝の切取り、樹勢を回復するため及び樹冠を小さくする場合等

に行います。剪定は適切な分岐点より長い方の枝を付け根から切取ります。また、骨格枝となっている枯

枝及び古枝を切り取る場合は、後継枝となる小枝、又は新生枝の発生する場所から先端の枝を切取り

ます。 

（４）枝抜き剪定は、主として混みすぎた枝の中透かしのために行い、樹形・樹冠のバランスを考慮し、不

必要な枝の付け根から切取ります。 

（５）枝下ろし剪定は、不用となった太枝、衰弱した老枝を切取ったり、若返らせたりする場合に行います。

剪定の際は、切り口の表皮が剥離しないよう二度切りし、切り口の太さに応じて防腐剤（トップジンＭペー

スト等）を塗布します。 

（６）樹皮保護材塗布は、強剪定時や、事故による樹皮の損傷時等による傷口や腐食している箇所を対

象とします。傷口・腐食部等を丁寧に取り除くとともに、雨水が溜まらないように調整し、切り口（概ね５㎝

～１０㎝以上を目安）に樹皮保護材（トップジンＭペースト等）を十分塗布し、防腐処理します。 

【軽剪定】 

（１）病害虫枝、障害枝は、全体の樹冠の整正を考慮して剪定します。 

（２）込みすぎによる枯損枝、弱小枝等はその枝の付け根から剪定します。 

【強剪定】 

（１）芯は原則として止めず、やむを得ず摘芯を行う場合はこれに代わる別の芯を仕立てます。 

（２）古枝で先端部分が大きな瘤となっているもの、又は亀裂・腐食等がある枝は、古枝の途中に良い方

向の新生枝を発見し、その部分から先端部分を切取り、若い枝と切返すものとします。 
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【刈込み剪定】 

（１）枝の密生した箇所は中透かしを行い、刈地原形を十分考慮し、樹冠周辺の小枝の輪郭線を形成し

ながら刈込みます。 

（２）花木類を刈込む場合は、花芽の分化時期と着生位置に注意します。 

（３）数年の期間をおいて刈込みを実施する場合には、数回の刈込みを除々に行い刈地原形に仕立て

ます。 

【大刈込み】 

（１）各樹種の成育状態に応じ、刈地原形を十分考慮し刈込みます。 

（２）植栽内に入って作業する場合は、踏込み部分の枝を損傷しないように注意し、作業終了後は枝返

しを行います。  

【生垣刈込み】 

（１）枯枝・徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後に一定の幅を定めて両面を刈込み、天端を形成しま

す。 

（２）枝葉の疎放な部分は、必要に応じて枝葉の疎密がなくなるように枝の誘引を行います。また、枝の結

束にはしゅろ縄を用います。 

（３）刈り取った枝葉は速やかに処理するとともに、植栽内に残っている枝葉も撤去し処分します。 

「樹林管理」は、次の目的のために行います。

（１）植栽された樹木群を成熟し、安定した樹林へと育成、保全します。 

（２）公園区域に取り込まれた既存樹林を中長期的に育成します。 

（３）生態系も視野に入れた、植物空間の長期にわたる造成を視野に入れます。 

【草刈り】 

（１）林床の安全性・快適性の確保のため樹木を損傷しないように注意し刈ります。 

（２）樹木、草花、施設等に絡んでいる、つる性雑草等もきれいに除去し美観を保持します。 

（３）樹林形態の維持、樹林更新、防災を念頭に置き除草します。 

      手刈：機械使用が出来ない場所が対象。 

肩掛け式：大面積または法面地でハンドガイド式の使用が困難な場所。 

ハンドガイド式：平地で草刈り条件の良好な場所。 

【枝払い剪定】 

（１）枯枝・下枝を剪定し、日照、通風を確保し病害虫の発生を抑えます。 

（２）園路沿い等においては、落枝による事故を予防する視点で作業にあたります。 

【除伐、間伐】 

（１）各個体間競争による劣勢木の除伐を行います。 

（２）形成不良木、枯損木、損傷木の除去を行います。 
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【病害虫防除】 

（１）周辺林地への病害虫被害の波及を防ぎます。 

（２）マツノザイセンチュウ（媒介マツノマダラカミキリ）の発見に努めます。 

「芝生管理」は、次の目的のために行います。

（１）芝生面を平滑にし、美観を高めます。 

（２）芝生の分けつを促進し、ターフを密生させます。 

（３）利用、修景目的に応じた芝生の刈込高を維持します。 

（４）雑草を消滅させたり、雑草の侵入を防ぐなど、除草効果を高めます。 

（５）日照通風の確保、健全な生育を促します。 

【刈込み】 

（１）芝生地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないように注意し、刈むら、刈残しがないように均一に

刈込みます。 

（２）樹木の根際、外柵等の周辺で機械刈込みが不可能な場合は手刈りで行います 

（３）縁切りは、寄植え・施設等にほふく茎が侵入しないようにします。また、 寄植類は、樹冠の垂直投影

線より10㎝程度外側で垂直に刈込み剪除します。 

【施肥】 

（１）所定の施肥量を芝生面にむらのないように均一に散布します。 

（２）原則として降雨直後等で葉面が濡れている場合は行いません。 

（３）使用材については普通肥料を使用し、所定の量及び時期に適切に散布します。 

「草花管理」は、次の目的のために行います。

（１）季節を感じる美しい緑化空間を形成し、訪れる人に感動とやすらぎを提供します。 

（２）防犯を目的とし、公園内に彩りを施し視覚的に明るい印象を与えます。 

（３）積極的に地域固有種などの野草の保護や藤沢市の花、フジの開花に努めます。 

※フジの管理については別紙、「フジ剪定仕様書」に基づいた作業を実施します。 

【材料一般】 

（１）花苗は発育良好で病害虫におかされていないものとし、あらかじめ植出しに耐えられるよう育成され、

細根が多く発生し、徒長していない形姿のものを使用します。 

（２）球根はよく充実し、傷がなく病害虫に侵されていないものを使用します。 

【地拵え】 

（１）古株、雑草等は根より掘り起こし、土を払った後に廃棄処理します。 

（２）花壇面は床土をシャベル等により30㎝程度まで掘り起こしよく反転した後にゴミ等を取除き凸凹のな

いように均一にならします。 

（３）肥料を施す場合は、所定の施肥量を花壇全面に均一に蒔き、鍬・レーキ等により床土とよく混合しま

す。 
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【植え付け】 

（１）花苗、球根の植付けはデザインを考えたうえで、花壇面にあらかじめヒモ又は石灰等で区切り、所定

の苗数を密度にむらのないように植付けます。 

（２）植え付け後はよく灌水し、傾いたり根が浮き上がる等植付けが確実でないものは植え直します。  

【巡回管理】 

（１）対象地の草花の生育状況に応じて、除草、花殻摘み、枯葉やゴミの除去、植え直し、灌水などの作業を行い

ます。 

（２）季節により土壌の乾燥、雑草の繁殖、開花、生育状況が異なるので、適宜巡回し行います。 

「草地管理」は、次の目的のために行います。

（１）雑草の除去や草丈を抑制し、美観維持・安全管理に努めます。 

（２）草本類の繁茂時期、結実時期、花を楽しむ植物や昆虫等の生育に配慮し作業時期を決定します。 

【草刈り】 

（１）樹木や施設等を損傷しないように注意し、刈むら、刈残しがないように均一に刈込みます。 

（２）樹木、草花、施設等に絡んでいる、つる性雑草等もきれいに除去します。 

（３）草刈の標準仕様は次のとおりとします。 

      手刈：機械使用が出来ない場所が対象 

肩掛け式：大面積または法面地でハンドガイド式の使用が困難な場所 

ハンドガイド式：平地で草刈り条件の良好な場所。 

【抜根除草】 

既存地被類等を痛めないように除草器具等を使用して根ごと除草します。 

【手刈り除草】 

既存植物を痛めないように鎌等を使用して根際より刈り取ります。 

「ビオトープ管理」は、次の目的のために行います。

（１）水質の保全や修景の維持、レクリエーションでの安全な利用に努めます。 

（２）生息する動植物、生息基盤となる水や土壌、地形までの総合的な管理を行います。 

（３）植物の管理においては、個々の植物管理だけではなく、群落や植物相（フローラ）単位での管理や

植生の遷移を見通した管理を目指します。 

（４）「公園美化推進団体」及び「公園愛護会」との連携を深め管理を行います。 
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2018年（平成30年）7月1日　現在
公園名 担当予定会社 人数 実務経験年数 資格等

新林公園 ㈱小池造園 1 16 2級造園施工管理技士

引地川緑地(左岸) 2級土木施工管理技士

街路樹剪定士

片瀬山公園 湖南造園㈱ 1 19 2級造園施工管理技士

引地川緑地(右岸) 2級造園技能士

境川緑地 街路樹剪定士

大庭城址公園 湘南グリーンサービス 1 5 １級造園施工管理技士

樹木医

湘南台公園 ㈱青木造園土木 1 26 2級造園施工管理技士

桐原公園 2級土木施工管理技士

遠藤公園 帖佐造園土木㈱ 1 28 2級造園施工管理技士

街路樹剪定士

引地川親水公園(右岸) ㈱登志ま園 1 21 １級造園施工管理技士

１級造園技能士

街路樹剪定士

引地川親水公園(左岸) ㈱嵯峨造園土木 1 22 2級造園施工管理技士

街路樹剪定士

神台公園 蛭田造園㈱ 1 7 2級造園施工管理技士

街路樹剪定士

西浜公園 ㈱橋本造園土木 1 23 2級造園施工管理技士

辻堂南部公園 街路樹剪定士

従事者の経験年数
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資格取得状況（まちづくり協会）

   ２０１８年（平成３０年）７月１日現在 

資格名 
資格

者数 
資格名 

資格

者数 

１級造園施工管理技士 1 第一種情報処理技術者試験 1 

２級造園施工管理技士 3 情報処理技術者試験 1 

１級土木施工管理技士 2 初級システムアドミニストレータ 2 

1 級園芸装飾技能士 1 司法修習生の修習を終えた者（最高裁判所） 1 

３級園芸装飾技能士 1 衛生推進者養成講座 10 

アロマテラピー検定１級 1 行政書士 1 

アロマテラピー検定 2 級 2 おもちゃコンサルタント 1 

グリーンアドバイザー 3 高等学校教諭１種免許 3 

ハーブコーディネーター 1 中学校教諭 1種免許 3 

ハンギングバスケットマスター 1 小学校教諭１種免許 1 

園芸福祉士 1 社会福祉主事 4 

アロマテラピー検定１級 1 サービス介助士２級 1 

公園管理運営士 1 福祉住環境コーディネーター３級 4 

公園・緑地及び街路樹管理事業者養成講座 3 日本商工会議所簿記検定２級 1 

（公財）日本ばら会インストラクター 1 日本商工会議所簿記検定３級 1 

ローズコンシェルジュ 1 マイクロソフトオフィスユーザースペシャリスト 4 

緑花文化士 1 マイクロソフトオフィスユーザースペシャリストエキスパート 2 

環境カオリスタ 1 アーク溶接技能講習 1 

自然観察指導員 2 アーク溶接特別教育 1 

農薬安全使用講習会受講 5 アーク溶接免許 1 

甲種防火管理者 16 ガス溶接技能講習 1 

上級救命講習 1 ガス溶接免許 1 

普通救命講習Ⅰ 52 エックス線作業主任者 1 

社会保険労務士 1 測量士 2 

第一種衛生管理者 3 測量士補 2 

建築物環境衛生管理技術者 1 第一種電気工事士 1 

三級知的財産管理技能士 1 第二種電気工事士 1 

乙種第４類危険物取扱者 5 玉掛技能講習 1 

不当要求防止責任者講習 1 食品衛生責任者 2 

二級ボイラー技士 1 図書館等職員著作権実務講習会 1 

学芸員 5 第３種電気主任技術者 1 

カラーコーディネーター３級 1 ショベルローダー等運転技能講習 1 

ユニバーサルデザインコーディネーター３級 17 パケット付天井走行クレーン技能講習 1 

メンタルヘルス・マネジメントⅡ種 1 フォークリフト運転業務特別教育 1 

宅地建物取引主任者 2 床上操作式クレーン運転技能特別講習 1 
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2018年（平成30年）7月1日　現在

資格名
新林公園他11公園
担当予定　資格者人数

１級造園施工管理技士 35人

2級造園施工管理技士 25人

1級土木施工管理技士 18人

2級土木施工管理技士 11人

1級造園技能士 15人

2級造園技能士 19人

体育施設管理士 1人

樹木医 4人

街路樹剪定士 28人

職長教育講習修了者 46人

刈払機取扱い 69人

ﾁｪｰﾝｿｰ(大径木等） 51人

玉掛 53人

高所作業車 41人

移動式クレーン 60人

車両系建設機械 16人

森林整備基本研修 1人

ロープ高所作業 1人

2級ビオトープ計画管理士 3人

植栽基盤診断士 6人

自然観測指導員 1人

環境再生医　上級 1人

環境再生医　中級 1人

自然再生士 3人

遊具の日常点検講習 1人

資格取得状況（緑化組合）

43



３１年度　収入内訳 単位：円

全体金額 まち協 組合 摘　　　　要

253,609,440 76,352,280 177,257,160

指定管理料 231,809,440 72,593,780 159,215,660

利用料金収入 13,550,000 3,658,500 9,891,500

1,200,000 324,000 876,000  桐原公園野球場

2,300,000 621,000 1,679,000  湘南台公園テニス

2,100,000 567,000 1,533,000  遠藤公園テニス

150,000 40,500 109,500  親水公園球技場

2,200,000 594,000 1,606,000  西浜公園テニス

4,500,000 1,215,000 3,285,000  辻堂南部テニス

1,100,000 297,000 803,000  辻堂南部野球場

販売手数料収入 8,100,000 0 8,100,000

7,500,000 0 7,500,000  飲料用自動販売機     

600,000 0 600,000  アイスクリーム自動販売機

企画事業収入 150,000 100,000 50,000

100,000 100,000 0  講習会参加料等

50,000 0 50,000  親水公園まつり売上等

寄付金収入 100,000 100,000 0  寄付金収入

650,000 650,000 0  自動販売機電気料

254,359,440 77,102,280 177,257,160

３１年度　支出内訳 単位：円

全　体 まち協 組合 摘　　　要

人件費 153,253,000 17,338,000 135,915,000

17,338,000 17,338,000 0  まちづくり協会人件費

135,915,000 0 135,915,000  緑化事業協同組合人件費

配分金 31,075,000 31,075,000 0

11,394,000 11,394,000 0  新林公園古民家及び長屋門他２公園管理

6,720,000 6,720,000 0  トイレ清掃及び開閉業務

12,561,000 12,561,000 0  西浜公園及び辻堂南部公園管理

400,000 400,000 0  管理人花見、ＧＷ対応増員

諸謝金支出 200,000 200,000 0  企画事業講師料等

40,000 40,000 0  福利厚生会費、健康診断料等

旅費交通費支出 10,000 10,000 0  講習会参加旅費等

福利厚生費

平成３１年度　収入支出予算書　団体別内訳　

名　　称

事業収入

雑収入

合　計

名　　称
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需用費支出 9,907,000 1,823,000 8,084,000

消耗品費支出 2,700,000 700,000 2,000,000  事務用品、現場作業用品、草花等

印刷製本費支出 50,000 50,000 0  パンフレット印刷代等

燃料費支出 200,000 116,000 84,000  ガソリン代

修繕費支出 6,957,000 957,000 6,000,000  施設等小規模修繕

光熱水料費支出 12,700,000 12,700,000 0

10,700,000 10,700,000 0

2,000,000 2,000,000 0

13,807,000 4,877,000 8,930,000

手数料支出 12,917,000 4,687,000 8,230,000

3,100,000 3,100,000 0  施設利用受付手数料（15,500件×200円）

60,000 60,000 0  振込み手数料

5,000,000 500,000 4,500,000  現場作業等手数料

900,000 0 900,000  大庭城址公園花見対応等

230,000 0 230,000  大庭城址公園介護タクシー

2,200,000 0 2,200,000  親水公園花見対応等

400,000 0 400,000  親水公園まつり駐車場整備、交通誘導員　

112,000 112,000 0  親水公園まつりふぁふぁランド設営

528,000 528,000 0  ふぁふぁランド設営（４公園２回）

387,000 387,000 0  トイレ特別清掃

通信運搬費支出 180,000 180,000 0  電話代（新林・大庭城址・西浜・辻堂）

保険料支出 710,000 10,000 700,000  個人情報事故、施設賠償・指定管理者賠償保険料

委託費支出 5,300,000 120,000 5,180,000

2,640,000 0 2,640,000  新林公園他２管理事務所等警備

487,000 0 487,000  西浜公園管理事務所機械警備

342,000 0 342,000  自家用電気工作物保安管理業務

215,000 0 215,000  新林公園古民家・長屋門床下消毒

79,000 0 79,000  親水公園便所浄化槽保守点検

730,000 0 730,000  桐原公園夜間照明設備保守点検

30,000 0 30,000  新林公園古民家・長屋門建物保守点検

657,000 0 657,000  遊具点検（１回/年）

120,000 120,000 0  コピー機保守点検

使用料及び賃借料支出 707,000 359,000 348,000

600,000 252,000 348,000  車両リース料

50,000 50,000 0  ＡＥＤリース料

57,000 57,000 0  新林公園防犯カメラリース料

原材料支出 100,000 50,000 50,000  丸太、ベニヤ等

支払負担金 240,000 240,000 0  辻堂南部公園電気、水道料

工事請負費 559,000 559,000 0  公園施設工事料

租税公課支出 20,000 0 20,000  契約印紙代

227,918,000 69,391,000 158,527,000

一般管理費 7,600,000 2,000,000 5,600,000

235,518,000 71,391,000 164,127,000

消費税相当額　 18,841,440 5,711,280 13,130,160 8%

254,359,440 77,102,280 177,257,160合　計

 電気代

 上下水道代

役務費支出

小　計

計
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３２年度　収入内訳 単位：円

全体金額 まち協 組合 摘　　　　要

253,609,440 76,352,280 177,257,160

指定管理料 231,809,440 72,593,780 159,215,660

利用料金収入 13,550,000 3,658,500 9,891,500

1,200,000 324,000 876,000  桐原公園野球場

2,300,000 621,000 1,679,000  湘南台公園テニス

2,100,000 567,000 1,533,000  遠藤公園テニス

150,000 40,500 109,500  親水公園球技場

2,200,000 594,000 1,606,000  西浜公園テニス

4,500,000 1,215,000 3,285,000  辻堂南部テニス

1,100,000 297,000 803,000  辻堂南部野球場

販売手数料収入 8,100,000 0 8,100,000

7,500,000 0 7,500,000  飲料用自動販売機     

600,000 0 600,000  アイスクリーム自動販売機

企画事業収入 150,000 100,000 50,000

100,000 100,000 0  講習会参加料等

50,000 0 50,000  親水公園まつり売上等

寄付金収入 100,000 100,000 0  寄付金収入

650,000 650,000 0  自動販売機電気料

254,359,440 77,102,280 177,257,160

３２年度　支出内訳 単位：円

全　体 まち協 組合 摘　　　要

人件費 153,283,000 17,368,000 135,915,000

17,368,000 17,368,000 0  まちづくり協会人件費

135,915,000 0 135,915,000  緑化事業協同組合人件費

配分金 31,075,000 31,075,000 0

11,394,000 11,394,000 0  新林公園古民家及び長屋門他２公園管理

6,720,000 6,720,000 0  トイレ清掃及び開閉業務

12,561,000 12,561,000 0  西浜公園及び辻堂南部公園管理

400,000 400,000 0  管理人花見、ＧＷ対応増員

諸謝金支出 200,000 200,000 0  企画事業講師料等

40,000 40,000 0  福利厚生会費、健康診断料等

旅費交通費支出 10,000 10,000 0  講習会参加旅費等

福利厚生費

平成３２年度　収入支出予算書　団体別内訳　

名　　称

事業収入

雑収入

合　計

名　　称
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需用費支出 9,907,000 1,823,000 8,084,000

消耗品費支出 2,700,000 700,000 2,000,000  事務用品、現場作業用品、草花等

印刷製本費支出 50,000 50,000 0  パンフレット印刷代等

燃料費支出 200,000 116,000 84,000  ガソリン代

修繕費支出 6,957,000 957,000 6,000,000  施設等小規模修繕

光熱水料費支出 12,700,000 12,700,000 0

10,700,000 10,700,000 0

2,000,000 2,000,000 0

13,807,000 4,877,000 8,930,000

手数料支出 12,917,000 4,687,000 8,230,000

3,100,000 3,100,000 0  施設利用受付手数料（15,500件×200円）

60,000 60,000 0  振込み手数料

5,000,000 500,000 4,500,000  現場作業等手数料

900,000 0 900,000  大庭城址公園花見対応等

230,000 0 230,000  大庭城址公園介護タクシー

2,200,000 0 2,200,000  親水公園花見対応等

400,000 0 400,000  親水公園まつり駐車場整備、交通誘導員　

112,000 112,000 0  親水公園まつりふぁふぁランド設営

528,000 528,000 0  ふぁふぁランド設営（４公園２回）

387,000 387,000 0  トイレ特別清掃

通信運搬費支出 180,000 180,000 0  電話代（新林・大庭城址・西浜・辻堂）

保険料支出 710,000 10,000 700,000  個人情報事故、施設賠償・指定管理者賠償保険料

委託費支出 5,300,000 120,000 5,180,000

2,640,000 0 2,640,000  新林公園他２管理事務所等警備

487,000 0 487,000  西浜公園管理事務所機械警備

342,000 0 342,000  自家用電気工作物保安管理業務

215,000 0 215,000  新林公園古民家・長屋門床下消毒

79,000 0 79,000  親水公園便所浄化槽保守点検

730,000 0 730,000  桐原公園夜間照明設備保守点検

30,000 0 30,000  新林公園古民家・長屋門建物保守点検

657,000 0 657,000  遊具点検（１回/年）

120,000 120,000 0  コピー機保守点検

使用料及び賃借料支出 707,000 359,000 348,000

600,000 252,000 348,000  車両リース料

50,000 50,000 0  ＡＥＤリース料

57,000 57,000 0  新林公園防犯カメラリース料

原材料支出 100,000 50,000 50,000  丸太、ベニヤ等

支払負担金 240,000 240,000 0  辻堂南部公園電気、水道料

工事請負費 529,000 529,000 0  公園施設工事料

租税公課支出 20,000 0 20,000  契約印紙代

227,918,000 69,391,000 158,527,000

一般管理費 7,600,000 2,000,000 5,600,000

235,518,000 71,391,000 164,127,000

消費税相当額　 18,841,440 5,711,280 13,130,160 8%

254,359,440 77,102,280 177,257,160合　計

 電気代

 上下水道代

役務費支出

小　計

計
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３３年度　収入内訳 単位：円

全体金額 まち協 組合 摘　　　　要

253,609,440 76,352,280 177,257,160

指定管理料 231,809,440 72,593,780 159,215,660

利用料金収入 13,550,000 3,658,500 9,891,500

1,200,000 324,000 876,000  桐原公園野球場

2,300,000 621,000 1,679,000  湘南台公園テニス

2,100,000 567,000 1,533,000  遠藤公園テニス

150,000 40,500 109,500  親水公園球技場

2,200,000 594,000 1,606,000  西浜公園テニス

4,500,000 1,215,000 3,285,000  辻堂南部テニス

1,100,000 297,000 803,000  辻堂南部野球場

販売手数料収入 8,100,000 0 8,100,000

7,500,000 0 7,500,000  飲料用自動販売機     

600,000 0 600,000  アイスクリーム自動販売機

企画事業収入 150,000 100,000 50,000

100,000 100,000 0  講習会参加料等

50,000 0 50,000  親水公園まつり売上等

寄付金収入 100,000 100,000 0  寄付金収入

650,000 650,000 0  自動販売機電気料

254,359,440 77,102,280 177,257,160

３３年度　支出内訳 単位：円

全　体 まち協 組合 摘　　　要

人件費 153,358,000 17,443,000 135,915,000

17,443,000 17,443,000 0  まちづくり協会人件費

135,915,000 0 135,915,000  緑化事業協同組合人件費

配分金 31,075,000 31,075,000 0

11,394,000 11,394,000 0  新林公園古民家及び長屋門他２公園管理

6,720,000 6,720,000 0  トイレ清掃及び開閉業務

12,561,000 12,561,000 0  西浜公園及び辻堂南部公園管理

400,000 400,000 0  管理人花見、ＧＷ対応増員

諸謝金支出 200,000 200,000 0  企画事業講師料等

40,000 40,000 0  福利厚生会費、健康診断料等

旅費交通費支出 10,000 10,000 0  講習会参加旅費等

福利厚生費

平成３３年度　収入支出予算書　団体別内訳　

名　　称

事業収入

雑収入

合　計

名　　称
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需用費支出 9,907,000 1,823,000 8,084,000

消耗品費支出 2,700,000 700,000 2,000,000  事務用品、現場作業用品、草花等

印刷製本費支出 50,000 50,000 0  パンフレット印刷代等

燃料費支出 200,000 116,000 84,000  ガソリン代

修繕費支出 6,957,000 957,000 6,000,000  施設等小規模修繕

光熱水料費支出 12,700,000 12,700,000 0

10,700,000 10,700,000 0

2,000,000 2,000,000 0

13,807,000 4,877,000 8,930,000

手数料支出 12,917,000 4,687,000 8,230,000

3,100,000 3,100,000 0  施設利用受付手数料（15,500件×200円）

60,000 60,000 0  振込み手数料

5,000,000 500,000 4,500,000  現場作業等手数料

900,000 0 900,000  大庭城址公園花見対応等

230,000 0 230,000  大庭城址公園介護タクシー

2,200,000 0 2,200,000  親水公園花見対応等

400,000 0 400,000  親水公園まつり駐車場整備、交通誘導員　

112,000 112,000 0  親水公園まつりふぁふぁランド設営

528,000 528,000 0  ふぁふぁランド設営（４公園２回）

387,000 387,000 0  トイレ特別清掃

通信運搬費支出 180,000 180,000 0  電話代（新林・大庭城址・西浜・辻堂）

保険料支出 710,000 10,000 700,000  個人情報事故、施設賠償・指定管理者賠償保険料

委託費支出 5,300,000 120,000 5,180,000

2,640,000 0 2,640,000  新林公園他２管理事務所等警備

487,000 0 487,000  西浜公園管理事務所機械警備

342,000 0 342,000  自家用電気工作物保安管理業務

215,000 0 215,000  新林公園古民家・長屋門床下消毒

79,000 0 79,000  親水公園便所浄化槽保守点検

730,000 0 730,000  桐原公園夜間照明設備保守点検

30,000 0 30,000  新林公園古民家・長屋門建物保守点検

657,000 0 657,000  遊具点検（１回/年）

120,000 120,000 0  コピー機保守点検

使用料及び賃借料支出 707,000 359,000 348,000

600,000 252,000 348,000  車両リース料

50,000 50,000 0  ＡＥＤリース料

57,000 57,000 0  新林公園防犯カメラリース料

原材料支出 100,000 50,000 50,000  丸太、ベニヤ等

支払負担金 240,000 240,000 0  辻堂南部公園電気、水道料

工事請負費 454,000 454,000 0  公園施設工事料

租税公課支出 20,000 0 20,000  契約印紙代

227,918,000 69,391,000 158,527,000

一般管理費 7,600,000 2,000,000 5,600,000

235,518,000 71,391,000 164,127,000

消費税相当額　 18,841,440 5,711,280 13,130,160 8%

254,359,440 77,102,280 177,257,160合　計

 電気代

 上下水道代

役務費支出

小　計

計
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３４年度　収入内訳 単位：円

全体金額 まち協 組合 摘　　　　要

253,609,440 76,352,280 177,257,160

指定管理料 231,809,440 72,593,780 159,215,660

利用料金収入 13,550,000 3,658,500 9,891,500

1,200,000 324,000 876,000  桐原公園野球場

2,300,000 621,000 1,679,000  湘南台公園テニス

2,100,000 567,000 1,533,000  遠藤公園テニス

150,000 40,500 109,500  親水公園球技場

2,200,000 594,000 1,606,000  西浜公園テニス

4,500,000 1,215,000 3,285,000  辻堂南部テニス

1,100,000 297,000 803,000  辻堂南部野球場

販売手数料収入 8,100,000 0 8,100,000

7,500,000 0 7,500,000  飲料用自動販売機     

600,000 0 600,000  アイスクリーム自動販売機

企画事業収入 150,000 100,000 50,000

100,000 100,000 0  講習会参加料等

50,000 0 50,000  親水公園まつり売上等

寄付金収入 100,000 100,000 0  寄付金収入

650,000 650,000 0  自動販売機電気料

254,359,440 77,102,280 177,257,160

３４年度　支出内訳 単位：円

全　体 まち協 組合 摘　　　要

人件費 153,427,000 17,512,000 135,915,000

17,512,000 17,512,000 0  まちづくり協会人件費

135,915,000 0 135,915,000  緑化事業協同組合人件費

配分金 31,075,000 31,075,000 0

11,394,000 11,394,000 0  新林公園古民家及び長屋門他２公園管理

6,720,000 6,720,000 0  トイレ清掃及び開閉業務

12,561,000 12,561,000 0  西浜公園及び辻堂南部公園管理

400,000 400,000 0  管理人花見、ＧＷ対応増員

諸謝金支出 200,000 200,000 0  企画事業講師料等

40,000 40,000 0  福利厚生会費、健康診断料等

旅費交通費支出 10,000 10,000 0  講習会参加旅費等

福利厚生費

平成３４年度　収入支出予算書　団体別内訳　

名　　称

事業収入

雑収入

合　計

名　　称
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需用費支出 9,907,000 1,823,000 8,084,000

消耗品費支出 2,700,000 700,000 2,000,000  事務用品、現場作業用品、草花等

印刷製本費支出 50,000 50,000 0  パンフレット印刷代等

燃料費支出 200,000 116,000 84,000  ガソリン代

修繕費支出 6,957,000 957,000 6,000,000  施設等小規模修繕

光熱水料費支出 12,700,000 12,700,000 0

10,700,000 10,700,000 0

2,000,000 2,000,000 0

13,807,000 4,877,000 8,930,000

手数料支出 12,917,000 4,687,000 8,230,000

3,100,000 3,100,000 0  施設利用受付手数料（15,500件×200円）

60,000 60,000 0  振込み手数料

5,000,000 500,000 4,500,000  現場作業等手数料

900,000 0 900,000  大庭城址公園花見対応等

230,000 0 230,000  大庭城址公園介護タクシー

2,200,000 0 2,200,000  親水公園花見対応等

400,000 0 400,000  親水公園まつり駐車場整備、交通誘導員　

112,000 112,000 0  親水公園まつりふぁふぁランド設営

528,000 528,000 0  ふぁふぁランド設営（４公園２回）

387,000 387,000 0  トイレ特別清掃

通信運搬費支出 180,000 180,000 0  電話代（新林・大庭城址・西浜・辻堂）

保険料支出 710,000 10,000 700,000  個人情報事故、施設賠償・指定管理者賠償保険料

委託費支出 5,300,000 120,000 5,180,000

2,640,000 0 2,640,000  新林公園他２管理事務所等警備

487,000 0 487,000  西浜公園管理事務所機械警備

342,000 0 342,000  自家用電気工作物保安管理業務

215,000 0 215,000  新林公園古民家・長屋門床下消毒

79,000 0 79,000  親水公園便所浄化槽保守点検

730,000 0 730,000  桐原公園夜間照明設備保守点検

30,000 0 30,000  新林公園古民家・長屋門建物保守点検

657,000 0 657,000  遊具点検（１回/年）

120,000 120,000 0  コピー機保守点検

使用料及び賃借料支出 707,000 359,000 348,000

600,000 252,000 348,000  車両リース料

50,000 50,000 0  ＡＥＤリース料

57,000 57,000 0  新林公園防犯カメラリース料

原材料支出 100,000 50,000 50,000  丸太、ベニヤ等

支払負担金 240,000 240,000 0  辻堂南部公園電気、水道料

工事請負費 385,000 385,000 0  公園施設工事料

租税公課支出 20,000 0 20,000  契約印紙代

227,918,000 69,391,000 158,527,000

一般管理費 7,600,000 2,000,000 5,600,000

235,518,000 71,391,000 164,127,000

消費税相当額　 18,841,440 5,711,280 13,130,160 8%

254,359,440 77,102,280 177,257,160合　計

 電気代

 上下水道代

役務費支出

小　計

計
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３５年度　収入内訳 単位：円

全体金額 まち協 組合 摘　　　　要

253,609,440 76,352,280 177,257,160

指定管理料 231,809,440 72,593,780 159,215,660

利用料金収入 13,550,000 3,658,500 9,891,500

1,200,000 324,000 876,000  桐原公園野球場

2,300,000 621,000 1,679,000  湘南台公園テニス

2,100,000 567,000 1,533,000  遠藤公園テニス

150,000 40,500 109,500  親水公園球技場

2,200,000 594,000 1,606,000  西浜公園テニス

4,500,000 1,215,000 3,285,000  辻堂南部テニス

1,100,000 297,000 803,000  辻堂南部野球場

販売手数料収入 8,100,000 0 8,100,000

7,500,000 0 7,500,000  飲料用自動販売機     

600,000 0 600,000  アイスクリーム自動販売機

企画事業収入 150,000 100,000 50,000

100,000 100,000 0  講習会参加料等

50,000 0 50,000  親水公園まつり売上等

寄付金収入 100,000 100,000 0  寄付金収入

650,000 650,000 0  自動販売機電気料

254,359,440 77,102,280 177,257,160

３５年度　支出内訳 単位：円

全　体 まち協 組合 摘　　　要

人件費 153,485,000 17,570,000 135,915,000

17,570,000 17,570,000 0  まちづくり協会人件費

135,915,000 0 135,915,000  緑化事業協同組合人件費

配分金 31,075,000 31,075,000 0

11,394,000 11,394,000 0  新林公園古民家及び長屋門他２公園管理

6,720,000 6,720,000 0  トイレ清掃及び開閉業務

12,561,000 12,561,000 0  西浜公園及び辻堂南部公園管理

400,000 400,000 0  管理人花見、ＧＷ対応増員

諸謝金支出 200,000 200,000 0  企画事業講師料等

40,000 40,000 0  福利厚生会費、健康診断料等

旅費交通費支出 10,000 10,000 0  講習会参加旅費等

福利厚生費

平成３５年度　収入支出予算書　団体別内訳　

名　　称

事業収入

雑収入

合　計

名　　称
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需用費支出 9,907,000 1,823,000 8,084,000

消耗品費支出 2,700,000 700,000 2,000,000  事務用品、現場作業用品、草花等

印刷製本費支出 50,000 50,000 0  パンフレット印刷代等

燃料費支出 200,000 116,000 84,000  ガソリン代

修繕費支出 6,957,000 957,000 6,000,000  施設等小規模修繕

光熱水料費支出 12,700,000 12,700,000 0

10,700,000 10,700,000 0

2,000,000 2,000,000 0

13,807,000 4,877,000 8,930,000

手数料支出 12,917,000 4,687,000 8,230,000

3,100,000 3,100,000 0  施設利用受付手数料（15,500件×200円）

60,000 60,000 0  振込み手数料

5,000,000 500,000 4,500,000  現場作業等手数料

900,000 0 900,000  大庭城址公園花見対応等

230,000 0 230,000  大庭城址公園介護タクシー

2,200,000 0 2,200,000  親水公園花見対応等

400,000 0 400,000  親水公園まつり駐車場整備、交通誘導員　

112,000 112,000 0  親水公園まつりふぁふぁランド設営

528,000 528,000 0  ふぁふぁランド設営（４公園２回）

387,000 387,000 0  トイレ特別清掃

通信運搬費支出 180,000 180,000 0  電話代（新林・大庭城址・西浜・辻堂）

保険料支出 710,000 10,000 700,000  個人情報事故、施設賠償・指定管理者賠償保険料

委託費支出 5,300,000 120,000 5,180,000

2,640,000 0 2,640,000  新林公園他２管理事務所等警備

487,000 0 487,000  西浜公園管理事務所機械警備

342,000 0 342,000  自家用電気工作物保安管理業務

215,000 0 215,000  新林公園古民家・長屋門床下消毒

79,000 0 79,000  親水公園便所浄化槽保守点検

730,000 0 730,000  桐原公園夜間照明設備保守点検

30,000 0 30,000  新林公園古民家・長屋門建物保守点検

657,000 0 657,000  遊具点検（１回/年）

120,000 120,000 0  コピー機保守点検

使用料及び賃借料支出 707,000 359,000 348,000

600,000 252,000 348,000  車両リース料

50,000 50,000 0  ＡＥＤリース料

57,000 57,000 0  新林公園防犯カメラリース料

原材料支出 100,000 50,000 50,000  丸太、ベニヤ等

支払負担金 240,000 240,000 0  辻堂南部公園電気、水道料

工事請負費 327,000 327,000 0  公園施設工事料

租税公課支出 20,000 0 20,000  契約印紙代

227,918,000 69,391,000 158,527,000

一般管理費 7,600,000 2,000,000 5,600,000

235,518,000 71,391,000 164,127,000

消費税相当額　 18,841,440 5,711,280 13,130,160 8%

254,359,440 77,102,280 177,257,160合　計

 電気代

 上下水道代

役務費支出

小　計

計
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フジ剪定仕様書

１－１ 剪定の目的

藤沢市の花でもあるフジをきれいに咲かせることを目的とし、そのためにフジの生態を理解し、適切

な剪定時期や方法、肥料の種類を理解する必要がある。また夏期の緑陰としての役割も果たしているこ

とも考慮する。

１－２ 剪定時期と内容

（１）5月～6月 花殻摘み
・開花終了後、実を形成させ養分をとられないように花殻を摘み取る。

・その際、できるだけ花殻の芯の根元ぎりぎりで切るようにしないと着実することがある。

（２）6月～7月 花後剪定
・開花終了後 50日以内に乱雑に伸びた枝の中から充実した枝を残し、来年花芽をつける枝を残す。
・不要枝（徒長枝、貧弱な枝、巻ツル、カンザシ枝）は切り、短く太い枝（短花枝）に日光が当たるよ

に剪定する。

・長さ 30㎝程度で横に伸びていて芽が大きく数の多い短花枝は残す。
・芽が充実し、まっすぐ伸びた枝は根元から６０ｃｍの位置で先端を切る。

・結実してしまった実は必ず取る。

（３）8月～9月 夏期剪定
・土用枝、細いツルを切って花芽に日光が当たるようにする。

・花後剪定以降伸びて利用者の支障になるような枝は切る。

（４）12月～2月 冬期剪定
・からんだ枝や重なりあった枝、ねじれた枝、枯枝、コブのある枝は除去し、幹の根元から棚全面にに

主枝が広がるよう骨格の形成を行う。

・枝は棚に水平に伸ばすよう誘引し、上に向かって伸びた太くて堅いカンザシ枝はできる限り除去する。

しかし一度のカンザシ枝を切ってしまうと翌年花が咲かないことがあるので注意する。

（５）12月～2月 寒肥
・本来フジはマメ科の植物であり、窒素肥料は少なくても良い。

・有機肥料として骨粉，糠など（リンサン）を根の周りに施す。

（６）その他

・フジの剪定で生まれた切口には墨汁（商品名：キニヌール等）を塗布し腐食防止をする。トップジン

等は水分の多いフジには相性がよくない。
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１－３ 作業と時期

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

花殻摘み 

花後剪定 

夏期剪定 

冬期剪定 

施 肥 
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